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ご栄誉をたたえ、心からお祝い申し上げます。 ご栄誉をたたえ、心からお祝い申し上げます。 

旭日双光章
　小 林 元 壯　先生（岩国市医師会）
	 令和 7年 4月 29日
　  永年にわたり保健衛生の向上と、地域医療の発展に   
  寄与された功績により受章されました。

旭日双光章
　前 濱 修 爾　先生（柳井医師会）
	 令和 7年 11月 3日
　  永年にわたり保健衛生の向上と、地域医療の発展に   
  寄与された功績により受章されました。

瑞宝双光章
　高 田 洋 美　先生（岩国市医師会）
	 令和 7年 4月 29日
　  永年にわたり保健衛生・環境の向上と、学校保健の 

  推進に寄与された功績により受章されました。

顕　　　彰
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顕　　　彰

文部科学大臣表彰
　岸 田 健 伸　先生（下松医師会）
	 令和 7年 11月 20日
	 永年にわたり学校医として児童生徒の健康管理及び
保健指導に努め、健康保持増進のために尽力された
功績により受賞されました。

厚生労働大臣表彰
　秀浦信太郎　先生（下松医師会）

	 令和 7年 2月 25日
	 永年にわたり公衆衛生事業に尽力された功績により
受賞されました。

 厚生労働大臣表彰
　原 田 有 彦　先生（徳山医師会）
	 令和 7年 9月 9日

	 	 永年にわたり、地域の救急医療体制の確立に貢献さ
れた功績により受賞されました。

 厚生労働大臣表彰
　山 下 裕 幸　先生（山陽小野田医師会）
	 令和 7年 9月 9日

	 	 永年にわたり地域のお産を支え、産科医療の推進に
貢献された功績により受賞されました。
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厚生労働大臣表彰
　野 垣 　 宏　先生（山口大学医師会）
	 令和 7年 10月 29日

	 	 永年にわたり、社会保険診療報酬支払基金の審査の充
実・向上に貢献され、医療保険制度の発展に寄与された
功績により受賞されました。

厚生労働大臣表彰
　松永登喜雄　先生（美祢市医師会）
	 令和 7年 10月 27日

	 	 永年にわたり、山口県国民健康保険診療報酬審査委員
会の委員として精勤され、国民健康保険事業の発展に寄

与された功績により受賞されました。

日本医師会最高優功賞
　兼 定 啓 子　先生（山口市医師会）
	 令和 7年 11月 1日

	 	 永年にわたり、地域における保健医療活動に貢献され
た功績により受賞されました。

日本医師会優功賞
　加 藤 智 栄　先生（山陽小野田医師会）
	 令和 7年 11月 1日

	 	 日本医師会代議員在任 10年の功績により受賞されま
した。

顕　　　彰
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顕　　　彰

山口県選奨
　　玉 木 英 樹　先生（萩　市医師会）
　　中 村 　 洋　先生（山口市医師会）
　　馬 場 良 和　先生（柳　井医師会）
　　弘 山 直 滋　先生（下関市医師会）
　　菅 　 順 子　先生（宇部市医師会）
　令和 7年 11月 20日
   保健衛生・環境等の社会福祉の推進に貢献された功績
により受賞されました。

山口県救急医療功労者知事表彰
　　内 田 正 志　先生（徳山医師会） 
　令和 7年 10月 3日
　永年にわたり、救急医療体制の確立に貢献された功績
により受賞されました。

山口県救急医療功労者知事表彰（団体）
　　厚生連長門総合病院 
　令和 7年 10月 3日
　永年にわたり、救急医療体制の確立に貢献された功績
により受賞されました。

山口県教育功労者表彰
　　兼 定 啓 子　 先生（山口市医師会）
　　原 田 　 元　 先生（山口市医師会）
　　阿 武 義 人　 先生（山口市医師会）
　　堀 　 哲 二　 先生（萩　市医師会）
　　藤 本 俊 文　 先生（岩国市医師会）
　令和 7年 11月 27日
　永年にわたり、学校医として学校保健の振興に寄与さ
れた功績により受賞されました。
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顕　　　彰

山口県学校保健連合会表彰
　　　　　　　　　　　　   （学校保健功労者）
　　杉 　 基 嗣　先生（徳　山医師会）
　　中 野 英 一　先生（下関市医師会）
　　宮 本 正 樹　先生（下　松医師会）
　令和 8年 1月 15日
　永年にわたり、学校医として学校保健の振興に寄与さ
れた功績により受賞されました。

山口労働局長表彰
　　三 井 俊 明　 先生（宇部市医師会）
　　吉 金 秀 樹　 先生（吉　南医師会）
　令和 7年 7月 1日
　永年にわたり、産業医として献身的に活動され、地域
の安全衛生水準の向上発展に寄与された功績により受賞
されました。
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定例記者会見定例記者会見

　令和 7年 12 月 25 日（木）に、加藤会長をはじめ、河村常任理事、長谷川常任理事が出席し、記者
会見を行いました。
　今回の会見では、インフルエンザ、伝染性紅斑（りんご病）、百日咳菌感染症など、今年流行した子
どもの感染症について説明し、基本的な感染症対策とワクチン接種を県民に呼びかけました。

「今年流行した子どもの感染症について」「今年流行した子どもの感染症について」

会長挨拶
加藤会長　本日は年末の忙しい中、お集まりいた
だき感謝申し上げる。本年度 3回目の定例記者
会見は「今年流行した子どもの感染症について」
というテーマで河村常任理事に説明していただ
く。
　今年はインフルエンザが例年より 4週間早く
流行し、今も警報レベルが続いており、学年閉鎖
や学級閉鎖が続いている。本日の会見を契機に
小児の感染症に対する理解を一緒に深めていき
たい。感染症の原因は大きく分けてウイルスと細
菌の 2つに分かれる。今流行しているインフル
エンザはウイルスによって起こるが、百日咳や肺
炎球菌などによる感染は細菌によって起こる。新
型コロナウイルス感染症の時に経験したように、
ワクチンで防ぐことができるものはしっかりとワ
クチンを接種して集団免疫を作ることが大切であ
る。新型コロナウイルスの時は新種のウイルスで
あったため、免疫が全くなく世界的に大流行し、

わが国でも 2類感染症の位置付けから 5類感染
症に移行するまでに 3.5 年の歳月を要した。この
期間中はコロナウイルスの変異が早いため、何回
もワクチン接種を行ったことを覚えておられると
思う。
　感染症の多くはワクチンで防ぐことが可能であ
り、子宮頸がんや肛門がんもワクチンがある。こ
のワクチンは小学 6年生から接種が可能で、男
性にも適用がある。ワクチン接種も種類が増え、
打つタイミングも重要であり、インフルエンザの
ワクチンも注射ではない点鼻タイプの新しいもの
がでている。感染症の治療に関してもウイルスと
細菌では異なる。抗生物質は細菌感染には効く
が、ウイルス感染には効果がなく、抗生物質をむ
やみに使うと耐性菌を増やすことにもなるので注
意が必要である。本日は小児の感染症のことをよ
く知っていただき、適切な予防や治療の知見を増
やしていただきたい。

と　き　令和 7 年 12 月 25 日（木）13：30 ～ 14：20と　き　令和 7 年 12 月 25 日（木）13：30 ～ 14：20

ところ　山口県医師会 6 階　会議室ところ　山口県医師会 6 階　会議室
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概要説明
河村常任理事　主に感染症の原因は細菌とウイル
スの 2種類がある。細菌は細胞がなくても増え
ることができ、細胞壁がある。一方、ウイルスは
人や動物などの細胞の中で増えるため、自分では
増えることはできない。DNAや RNA という遺伝
子を持っており、細胞壁はない。細菌は細胞壁を
壊す薬（抗菌薬）が効くが、ウイルスには効かな
い。大きさは、細菌は 1～ 5μm程度で、ウイ
ルスは 20 ～ 970nmと言われており、細菌の方
が大きく、ウイルスは非常に小さいので、ウイル
スは遠くに飛びやすく、広がりやすいという特徴
を持っている。
　ウイルス性の感染症は、麻しん（はしか）、風
しん（三日はしか）、おたふくかぜ、水ぼうそう、
夏かぜ症候群（手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭
結膜熱 ( プール熱 ) など）、扁桃炎や咽頭炎など
を起こすアデノウイルス感染症、ヒトメタニュー
モウイルス（5月から 7月ごろ、1～ 2歳に多い、
熱、咳、鼻水、ぜいぜいなどが出る）、突発性発疹、
RS ウイルス、インフルエンザウイルス、新型コ
ロナウイルス、りんご病、ロタウイルス、ノロウ
イルスによる胃腸炎、一般的なかぜ（ライノウイ
ルス、パラインフルエンザウイルス、通常のコロ
ナウイルスなど）、子宮頸がん、尖圭コンジローマ、
肛門がんなどを起こすヒトパピローマウイルスが
ある。この中で麻しん、風しん、おたふくかぜ、
水ぼうそう、RS ウイルス、インフルエンザウイ
ルス、新型コロナウイルス、ロタウイルス、ヒト
パピローマウイルスはワクチンがあり、水ぼうそ
うには治療薬がある。
　細菌性の感染症は、咽頭炎や扁桃炎を起こす
溶連菌感染症（ペニシリン系、セフェム系の抗
菌薬が効く）、腸炎を起こし、主に食中毒になる
キャンピロバクター、サルモネラ、病原性大腸菌、
百日咳菌感染症、肺炎や気管支炎を起こすマイコ
プラズマ感染症、髄膜炎や喉頭蓋炎などを起こす
ヒブ（Hib：ヘモフィルスインフルエンザ b型）、
髄膜炎や中耳炎、副鼻腔炎などを起こす肺炎球菌、
中耳炎や副鼻腔炎などを起こす普通のヘモフィル
スインフルエンザ菌、モラキセラ・カタラーリス、
がある。この中で、百日咳感染症、ヒブ、肺炎球

菌はワクチンがある。

近年のインフルエンザ
　流行しているのは A香港型（H3N2）で、2025
年はその中でもサブクレード Kという変異型が
11 月ごろから流行した。また、A型は 2009 年
に新型が出ており、2009 新型（H1N1pdm）な
どが最近見られる。A型にはAソ連型があったが、
最近は見られなくなった。B型には山形系統とビ
クトリア系統があったが、山形系統は 2020 年か
ら検出されなくなり、現在の予防接種では A香港
型、2009 新型、B型ビクトリア系統の 3つの型
に対応しているワクチンとなっている。
　アメリカで開発され、2024 年 9月から発売さ
れた「フルミスト®」は鼻の中に噴射する生ワク
チンである。フルミストは、現在 2歳から 18歳
が対象（免疫異常がある場合は禁忌）で、局所の
分泌型 IgA を誘導する。5歳未満児で A型に対
して 8割程度の発症予防効果があると言われて
いる。ただ、これはアメリカのデータであり、日
本でのデータはまだないので、今後データの蓄積
を待たなければ効果は分からない。また、生ワク
チンであるため、インフルエンザ様症状を来すこ
とがある。接種後 1～ 2週間は他人に感染する
こともあると言われているが、ウイルスが微量で
弱毒化されているので感染を気にして登園、登校
を禁止する必要はない。
　インフルエンザは自然に軽快する疾患であり、
薬は必須ではないが、インフルエンザウイルスに
効く薬が現在、5種類ある。
・オセルタミビル（タミフル ®）：5日間の内服
で粉薬、錠剤、カプセルなどがある。全年齢で
推奨されている。

・バロキサビルマルボキシル（ゾフルーザ ®）：
1回の内服でよく、これまでは錠剤のみだった
が、今年から粉薬も出て、小児にも使えるよう
になった。11 歳以下の子に使うとウイルスが
耐性になりやすいと言われており、特に A型の
インフルエンザで耐性が作られやすいと言われ
ているため、11 歳以下の子には慎重に投与す
ることになっている。また、5歳以下には積極
的には推奨しない。
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・ザナミビル（リレンザ ®）：5日間の吸入によ
る投与で、12 歳以上には推奨されている。1
歳未満は吸入が困難なため、推奨しない。6歳
から 11 歳は吸入可能な場合に限り推奨されて
いる。

・ラニナミビル（イナビル®）：1回の吸入でよく、
懸濁液は 5歳以下でも吸入可能となっている。

・ペラミビル（ラピアクタ ®）：1回の点滴でよ
いが、上記の 4つの使用が困難な場合に考慮す
ることになっている。

新型コロナウイルス感染症
　2019 年中国で流行し、2020 年 3 月から日本
でも発生している。現在、半年に 1回の周期で
流行しており、2025 年の夏に流行したのはニン
バス株で咽頭痛があり、感染力は今までよりも強
い。罹患歴のある人やワクチン接種歴のある人で
は軽症が多い。発熱期間は短く、咽頭痛がない人
もいる。日本小児科学会では生後 6か月から 17
歳までのすべての子どもにワクチン接種を推奨し
ており、特に基礎疾患のある子には推奨している。
山口県では全国とほぼ同様の流行状況であり、半
年に 1回ずつ流行し、2025 年は 1月、9月に流
行した。今後も半年に1回流行する可能性がある。
　新型コロナウイルスに効く薬として、小児で使
える薬はエンシトレルビルフマル酸（ゾコーバ®）
の錠剤で、1日 1回 5日間の投与で 12歳以上に
使える。症状を 24時間程度早く短縮すると言わ
れており、副反応は少ない。

伝染性紅斑（りんご病）
　伝染性紅斑、いわゆる「りんご病」は 2025 年
にかなり流行し、現在でも見られる。頬がりんご
のように赤くなるのが特徴で、腕や太ももがまだ
ら模様になることもある。熱は出ないが、かゆく
なることもある。ただし、大人がかかると膝や腰
が痛くなったり、微熱が出たりすることがある。
妊婦がかかると流産の危険がある。パルボ B19
ウイルスの感染によるものであり、赤くなった時
にはすでに人にうつる時期を過ぎているので園や
学校を休む必要はない。

RS ウイルス感染症
　RS ウイルス感染症は、1歳未満の乳児がかか
ると、細気管支炎、肺炎などを起こしやすく重症
化することが多い。症状は、発熱、咳、鼻水に始
まり、徐々に咳がひどくなり、ぜいぜいいうよう
になる。年長児や大人もかかるが、軽くて済むケー
スが多い。例年冬季に流行していたが、近年は
9月など夏場に流行することも多い。近年、妊娠
24週から 36週の妊婦さんへのワクチン接種（妊
婦の体内で抗体を作って胎盤を通じて赤ちゃんに
送って赤ちゃんが罹るのを予防する、軽くする）、
早産児、低出生体重児や基礎疾患を持つ児に免
疫（モノクローナル抗体）を注射して予防するこ
とも推奨されている。妊婦へのワクチン接種が
2026年4月から定期接種化されることになった。
なお、2004 年度に私の診療所を受診した症例で
は、1歳未満が多く、入院例は月齢 6か月以下が
多かった。

百日咳菌感染症
　百日咳菌感染症も 2025 年に流行したが、ワク
チンを受けていない乳幼児がかかると激しい咳、
呼吸困難、呼吸停止などを起こすことがあり、死
に至る場合もある。年長児や大人もかかることが
あるが、発熱はあまりなく、咳が続くのみである。
夜の咳がひどくなるが、死に至ることはない。通
常、マクロライド系の抗菌薬が使われるが、今年
は耐性菌が多く、効かない例もあった（2025 年
は約 8割が耐性）。生後 2か月になったらすぐに
5種混合ワクチン（百日咳、ジフテリア、破傷風、
ポリオ、ヒブ）を受けることが大切である。
　私の診療所では 2025 年で約 100 例あり、4
月～ 8月が多かった。10 月も少しあったが、今
はほとんど見られなくなった。8歳～ 15 歳の小
中学生が多かったが、29日目という乳児もいた。
家族内感染であり、ワクチンを受けていないので
2週間程度入院した。乳児が感染すると重症にな
る病気だと知っていただきたい。

マイコプラズマ感染症
　マイコプラズマ感染症は、気管支炎や肺炎を起
こす。オリンピックの年に流行すると言われてい
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るが、2024 年に 8年ぶりに主に小中学生で流行
した。2025 年も夏ごろから増えた。通常、効果
のあるマクロライド系抗菌薬に耐性がある菌が多
く、なかなか薬が効きづらくなっている。私の診
療所で検索の結果、6割程度が耐性であった。
　全国の発生状況をみると、2016 年に流行した
後、あまり流行は見られなかったが、2024 年の
秋から冬にかけてとても流行した。2025 年は夏
ごろから出てきて、2016 年と同じ程度の流行が
見られた。私の診療所では、2024 年に約 240
例あり、年齢をみると、5歳～ 9歳、10歳～ 14
歳の小中学生で多かった。

溶連菌性咽頭炎
　溶連菌という感染症も 2025 年かなり流行し、
現在も流行している。発熱、のどの痛みが主な症
状で、発疹、腹痛、吐き気、頭痛を伴うこともあ
る。3歳～ 9歳が多いが、0歳児や大人でも罹る
ことがあり、頻度は少ないが、治った後に急性腎
炎やリウマチ熱を合併することがある。適切な抗
菌薬を飲んで 24時間経って、全身状態が良好で
あれば登園、登校してもよい。

Take Home Message
・新型コロナウイルスの流行でしばらく抑えられ
ていたいろいろな感染症が 2024 年ごろから再
び流行している。

・新しい話題として、インフルエンザワクチンで、
2024 年から新たに経鼻の弱毒化生ワクチンが
接種できるようになった。

・新生児、乳児の RS ウイルス感染症は重症化し
やすく、妊婦へのワクチン、ハイリスクの新生
児への抗体の注射が推奨されている。

・ワクチンを受けていない乳児が百日咳にかかる
と重症化することが多く、生後 2か月になった
らすぐに 5種混合ワクチンを接種することが大
切である。

・ワクチン接種は子どもたちの命を守るために重
要である。

質疑応答
質問　例年と比べて 2025 年に流行した感染症と

してはインフルエンザ、りんご病、溶連菌感染症
が多かったという理解でよろしいか。
河村常任理事　2025 年は百日咳の流行が目立っ
たという印象がある。百日咳がこれほど流行した
年は初めて経験した。インフルエンザは毎年流行
しており、新型コロナウイルスも半年に 1回は
流行している。また、りんご病もしばらく出てい
なかったと思うが、2025 年はかなり出たことも
目立った。

質問　冒頭の会長挨拶にあったが、インフルエン
ザの流行が例年より早かった理由は何か。
河村常任理事　理由はなぜかよく分かっていな
い。ただ A香港型が昨年はあまり流行していな
い。概ね 2年に 1度流行する。日本が夏の時に
オーストラリアは冬で、そのオーストラリアで 7、
8月に流行した型である。これが早めに入ってき
て、免疫を持たない方が多かったためではないか
と思っている。

質問　会長にお伺いしたいが、政府が診療報酬改
定率を 2.22%、12年ぶりのプラス改定を決めた。
これまで医療機関の経営のひっ迫と診療報酬の大
幅な改定を医師会として求められてきた中で、ま
ずこの改定率の受け止めを伺いたい。
加藤会長　従来と比べて高い改定率にしていただ
いたと思っている。病院団体が求めたのは 10%
以上の改定だったが、そうなると恐らく、保険料
などが上がってしまうので、そこまでは上げられ
なかったのだろうと思っている。物価高騰と賃金
上昇を今回の改定率で賄えるかどうかは分からな
い。状況によっては 2027 年にもう少し上げなけ
ればならなくなるのではないか、という印象であ
る。

質問　医師会のアンケートでも県内の医療機関の
厳しい状況が浮き彫りになっていると思うが、県
内の医療機関が厳しい経営状況を脱却するために
は 10% 程度の診療報酬の改定が必要だとお考え
か。
加藤会長　多くの医療機関が黒字化するには、そ
の程度が必要だと思う。今の 2.22% でどのくら
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いの医療機関が救われるかは実際に統計を見てみ
ないと分からない。今、赤字になっているところ
も 0.88% から比べるとはるかに高い改定率なの
で、多くの医療機関にとっては朗報だと思ってい
る。今まで医療機器等の購入や設備の修復にお金
がかけられなかったが、今回の改定率であれば少
しそういったこともできるのではないかと思って
いる。今回上げていただいていることに関しては
非常に良かったと思っている。

質問　松本日医会長が記者会見で感謝を述べられ
ていた。他方で医療保険制度の持続性という点で、
医療の非効率や無駄、例えば検査の重複や頻回受
診などの見直しは十分なのかという指摘もある。
その点はどのようにお考えか。
加藤会長　非効率な面については、電子カルテが
全国共通になればもっと効率よくなると思う。今
はバラバラであり、大きな病院では電子カルテを
6年ごとに更新しなければならないが、数十億と
いう単位のお金が必要になる。効率化をしたいの
であれば、これは国が全部やっていただきたいと

思っている。マイナンバーカードを保険証とリン
クさせているのは 8割程度だが、実際に使って
いる人は 37% 程度である。それが電子処方箋に
なるともっと少ない。台湾や韓国では電子化が進ん
でおり、エストニアは全国共通の電子カルテで動
いている。そうなればもっと効率化される。重複
する薬が投与されるとか、同じ病気で複数の医療
機関を受診されるという非効率的なこともなくな
るだろうと思っている。

質問　百日咳菌感染症の年齢分布を見ると小中学
生が多いが、今の小中学生はワクチンを受けてな
いのか。
河村常任理事　0歳と 1歳の時に四種混合を接種
しているが、小中学生になって免疫が落ちている
子が多いので、就学前の三種混合ワクチンの接種
や小学校 6年生で二種混合の代わりに三種混合
を接種するという話もある。

〒753-0814　山口市吉敷下東3-1-1　山口県医師会総務課内 会報編集係
E-mail：kaihou@yamaguchi.med.or.jp

山口県医師会報の表紙を飾る写真を随時募集しております。
アナログ写真、デジタル写真を問いません。
ぜひ下記までご連絡ください。
ただし、山口県医師会員撮影のものに限ります。
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原 稿 の 種 類

提 出 ・ 締 切

原 稿 送 付 先

備 考

①随筆、紀行（一編 5,000 字以内を目安に、お一人 1 作品まで ( 写真は 3 枚以内 )）
②短歌・川柳・俳句（お一人 3 句まで）
③絵 　 （3 枚以内、コメントもお願いいたします。）
④写真（3 枚以内、コメントもお願いいたします。）

できるかぎり電子メール又は USB / CD-R の郵送でご協力願います。
作成方法により締切日が異なりますので、ご注意ください。
　※締切日以降に提出された原稿は掲載できませんのでご注意願います。
　※電子メールで送信される際は、原稿と写真の容量をあわせて 10MB 以内でお願い
　　いたします。

〒 753-0814　山口市吉敷下東三丁目 1番 1号 山口県総合保健会館内
	 	 	 山口県医師会事務局総務課内 会報編集係
	 	 	 E-mail：kaihou@yamaguchi.med.or.jp

①未発表の原稿に限ります。
②写真や画像の使用については、必ず著作権や版権等にご注意ください。
　☆第三者が著作権や版権等の権利を有している写真や画像は掲載できません。
③ペンネームで投稿される方につきましては、会員の方から本会に問い合わせがあった
　場合には、氏名を公表させていただきますことをご了承願います。
③投稿された方には掲載号を３部謹呈します。
⑤医師会報は本会ホームページにも PDF 版として掲載いたします。
⑥レイアウト（ページ、写真の位置等）につきましては、編集の都合上、ご希望に沿え
　ない場合があります。
⑦原稿の採否は、広報委員会に一任させていただきます。
　※公序良俗に反するもの、誹謗中傷するもの、政治・宗教に関するものは掲載できません。

山口県医師会報令和 8年度夏季特集号「緑陰随筆」の原稿を募集します。
下記により、ふるってご投稿くださいますようお願い申し上げます。
なお、字数・作品数等につきましては、下記「原稿の種類」の項にてご確認い
ただきますようお願いいたします。

作成方法 提出方法 締切

①パソコン 電子メール又は USB / CD-R の郵送 6 月 19 日

②手書き原稿 郵送 6月 10日

原 稿 募 集原 稿 募 集
夏季特集号「緑陰随筆」夏季特集号「緑陰随筆」



令和 8年 2月 山口県医師会報 第1986 号

70

今月の今月の視視点点
病院経営における原価管理の意義

－医療の質を守り、持続可能な地域医療を実現するために－

常任理事　岡　　紳爾

１　はじめに－なぜ今、医師に原価管理が求めら
れるのか
　もう 30年近く前になるだろうか、先輩医師た
ちから「きちんとした医療をしていれば必ず経
営的にも上手くいく」と言われていたことを思い
出す。また、「救急の受入れを断らない」「ベッド
コントロールを行い稼働状況をチェックする」「薬
剤・材料コストの削減」といった病院全体として
の取組により経営は成り立つとアドバイスされて
いたのも、ほんの数年前の話である。
　しかし、現在、我が国の医療提供体制は大きな
転換期を迎えており、診療報酬改定による収益構
造の変化、医療従事者不足、物価・エネルギー価
格の高騰、さらには地域医療構想や医師の働き方
改革への対応など、病院を取り巻く経営環境は劇
的に変わってしまい、これまでのような管理手法
では経営のみならず医療の質をも維持することが
厳しい状況に陥っている。

　こうした状況の中で、経営状況を詳細に把握し、
良質な医療につなげていくための手法として、病
院における「原価管理」という考え方が改めて注
目されている。
　原価管理という言葉を聞くと、日常的な意味で
の「費用の削減」や「現場への締め付け」などを
連想し、距離を置いてきた医師を含む医療関係者
も少なくないであろう。
　しかし、「病院経営は事務部門や管理者の仕事
であり、医師は診療に専念すべきである」という
従来の役割分担は、もはや現実にそぐわない。既

に、原価管理に取組んでいる病院もあると思うが、
本稿では、改めて病院経営における原価管理の本
質を整理するとともに、医師を含む医療従事者が
どのような立場で原価管理に関わるべきかについ
て考えてみたい。

２　病院経営における原価管理とは何か
（1）原価管理の基本的な捉え方
　原価管理はしばしば前述のような「削減、締め
付け」と同義に理解されがちであり、その結果、
「診療が制限されるのではないか」とか、「人員削
減につながるのではないか」といった懸念が現場
に生じやすい。
　しかし、本来の原価管理の目的は医療を削るこ
とではない。原価管理とは、医療サービスを提供
するために投入されている人件費、薬剤費、診療
材料費、検査・画像診断費用、設備の減価償却費、
光熱費などを把握し、それらを適切に管理・改善
していくための枠組みである。すなわち、「医療
を提供するために、どれだけの資源が使われてい
るのか」を明らかにし、限られた資源をどこに重
点配分すべきかを判断するための基礎資料なので
ある。

　一般企業であれば、原価上昇を価格に転嫁する
ことが可能であるが、病院経営では診療報酬が公
定価格であるため、原価上昇を直接収益に反映さ
せることはできない。このため、「収益を増やす」
努力以上に、「限られた収益の中で、どの医療に
どれだけの資源を配分するか」という判断が極め
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て重要となる。
　例えば、救急医療や周産期医療などは、経済的
には不利な場合が多いが、地域にとって不可欠な
医療であり、単純に「赤字だから縮小する」とい
う判断は許されないのである。
　原価管理は、こうした医療を守るために、「医
療を提供するために実際にどれだけの資源が使わ
れているか」「なぜ必要なのか」を可視化し、守
るべき医療、重点的に投資すべき医療を明確にし
ていくための手段である。
　言い換えれば、原価管理とは医療行為を数字で
縛ることではなく、医療を経営の言葉に翻訳する
作業と位置付けることができる。

（2）医療現場への効果
　医療現場では日常的に「忙しい」「人手不足」「材
料費が高い」といった声が聞かれるが、それらが
病院経営にどの程度影響しているかは、感覚的に
語られることが多い。
　例えば、損益面において「検査業務の費用負担
が大きい」という訴えがあった場合でも、その要
因が人件費なのか、検査試薬費なのか、機器稼働
率の問題なのかが整理されていなければ、具体的
な改善策を検討することは難しい。原価管理が不
十分な病院では、「現場は忙しいのに評価されな
い」「経営は現場を理解していない」といった不

満が蓄積しやすい。
　原価管理は、こうした感覚論を事実に基づく対
話へと転換するための「共通言語」としての役割
を果たす。

３　原価管理手法の種類と特性（詳細は成書に譲る）
　病院で用いられる原価管理には複数の手法があ
り、それぞれ目的や適した場面が異なる（表）。
いずれか一つの手法が万能ということはなく、病
院の規模や職員の理解度に応じて、議論に耐え得
る原価情報を持つことが重要である。

４　原価管理のメリットと留意点
　原価管理の最大の利点は、繰り返しになるが「経
営判断が感覚からデータに基づくものへと変わ
る」点にある。設備投資、人員配置、診療体制の
見直しを、客観的な情報に基づいて議論できるよ
うになる。
　また、医療安全や教育、チーム医療といった、
医療の質を支える活動に必要なコストを明示する
ことで、安易な削減から現場を守る材料ともなり、
「医療の質と経営の両立について議論できる」こ
とになる。
　さらに、医師と事務職員、コメディカルが同じ
データを共有することで、「職種間が同じ土俵で
話し合いができる」ことになるため、職種間の協

表　原価管理手法と内容（文献３）



令和 8年 2月 山口県医師会報 第1986 号

72

働が促進される。
　一方で、数字が独り歩きすることへの警戒も欠
かせない。「赤字部門」「非効率な診療」といった
表現が先行すれば、現場の士気低下や医療の質の
低下を招く恐れがある。原価管理はあくまで医療
を支えるための手段であり、目的ではないことを
明確にする必要がある。

５　導入時の最大の課題
（1）現場の理解と信頼
　原価管理導入で最も困難なのは算定技術ではな
く、現場の理解と信頼を得ることである。特に看
護部や検査部、薬剤部などのコメディカル部門は、
「直接収益を生まない部署と見られやすい」「人件
費比率が高い」「業務が“患者横断的”で可視化
しにくい」という構造的な不利を抱えており、業
務の成果が直接収益に結びつきにくく、算定方法
への不公平感が生じやすい。
　直接的な収益が見えにくい一方で、医療安全や
患者満足度を支える要であり、医療の質と安全を
支える中核的役割を担っている。

　そのため、「正確さ」よりも「納得感」、「完璧さ」
よりも「説明可能性」を重視し、医療の質や安全
を支える業務の価値を丁寧に可視化する姿勢が求
められる。
　特に、人件費や間接費の配賦は、必ず一定の恣
意性を伴う。したがって、「なぜこのように算定
しているのか」を説明できる仕組みを優先し、業
務の価値を可視化するための「共通言語」である
という位置付けが不可欠である。

（2）医師が果たすべき役割
　原価管理を現場に定着させるためには、医師の
関与が不可欠である。医師が原価を理解すること
は、医療の質を犠牲にすることではない。むしろ、
「どの医療を守るべきか」「どこに資源を集中すべ
きか」を主体的に議論するための前提条件である。
医師が原価管理に無関心であれば、経営判断は事
務部門主導となり、現場との乖離が生じる。医師
が他職種と同じデータを共有し、同じテーブルで
議論することによって、原価管理は病院全体の力

となる。
　そのため、医師には以下の点が求められる。
・原価管理を「経営の話」として切り離さないこと
・コメディカル・事務職員と数字を共有すること
・守るべき医療の価値を原価とともに言語化する

こと

７　おわりに－原価管理は医療の未来を語るため
の道具である
　幸い、今回の診療報酬改定では、30 年ぶりに
3％を超える改定率となった。これは日本医師会
等の働きかけによる成果である。ただ、現時点で
はその詳細は不明であるが、多くは人件費や物価・
光熱費の上昇への対応が中心と推測され、病院経
営全体が安定に向かうかどうかについては、なお
慎重な見極めが必要であり、これからも「原価管
理」は不可欠なものである。
　原価管理は、医療を単に効率化するための手法
ではない。限られた医療資源の中で、患者にとっ
て最適な医療を将来に亘って提供し続けるための
プロセスである。
　医師一人ひとりが原価管理を「医療の価値を守
るための共通言語」として受け止めることで、原
価管理は病院における「管理」から「文化」へと
昇華し、持続可能な地域医療への第一歩となると
考える。

【文献】
１　提言　新たな視点による病院原価計算・原価
管理（実用版）、病院原価計算・原価管理研究会、
2012 年 6月
２　提言　新たな視点による病院原価計算・原価
管理、病院原価計算・原価管理研究会、2011
年 10 月
３　病院原価計算ハンドブック、新日本監査法人
医療福祉部編、2001 年 9月
４　アメーバ経営の進化、アメーバ経営学術研究
会 編、2017 年 3月
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令和 7 年度 花粉測定講習会令和 7 年度 花粉測定講習会
と　き　令和 7 年 12 月 14 日（日）9：30 ～ 11：30と　き　令和 7 年 12 月 14 日（日）9：30 ～ 11：30

ところ　山口県医師会 6 階　会議室ところ　山口県医師会 6 階　会議室

講演 1
2025 年のスギ・ヒノキ花粉飛散のまとめと

2026 年の飛散予測
山口県医師会副会長　沖中　芳彦

　日本花粉学会の花粉情報等標準化委員会による
花粉情報に 2024 年から新基準が設けられた。す
なわち、スギ・ヒノキ花粉の飛散開始日につい
ては、2日連続で 1cm2 あたり 1個以上になった
初日を飛散開始日とすることに変更はないが、週
末や祝日によって数日の合計値の平均が 1個以
上 /日になった場合も、初日を飛散開始日とする
こと、初観測日についても、同様に、週末や祝日
によって数日の合計がゼロではなく、1日あたり
の平均値が 1個未満になった場合も、初日を初
観測日とすること、などである。
　2024 年の夏は、その時点で史上最も暑い夏
となった。2025 年のスギ花粉飛散総数は、予測
5,100 個 /cm2 程度に対し、それを上回る 6,267
個 /cm2 となったが、その値は 2023 年、2019
年に次ぐ 3番目の多さであった。
　2025 年の夏は、史上最高の猛暑を再び更新し
た。今シーズンの定点木の観察では、スギ雄花の
着花状態は昨シーズンと比べると劣るものの、多
くの雄花を着けている木が少なからず認められ、
従来どおりの方法で予測したところ、スギの予
測総数は 3,600 個 /cm2 程度となった。この値は
花粉の多かった 2025 年のシーズンの約 6割で、
平年値（3,670 個 /cm2）とほぼ同等であるが、
この 20年間で平年値は年々増え続け、倍にまで
増加してきているため、実数としては決して少な
い値ではない。油断は禁物である。
　一方、2025 年のヒノキも、飛散総数は 3,913
個 /cm2（平年値 1,805 個 /cm2 の 2 倍以上）と
大量飛散であった。ヒノキの予測はこの時期には
困難であるが、前年と比べると花芽は少なめのよ
うに思われた。ちなみに、今シーズンを迎えての
ヒノキの平年値は、2,180 個 /cm2 である。

　ところで、昨シーズンの飛散開始日は、北部
の 1測定機関で 1月 5日、中部の 1測定機関で
1月 6日に早々とその定義に該当した。例年と比
べてあまりに早い飛散開始であった。
　このような 1月早々の飛散開始は山口の他に
も、東京や関東地方の別の複数の地区でも確認さ
れたため、日本花粉学会花粉情報等標準化委員会
は、この度のあまりに早い飛散開始を問題視し、
2025 年 3 月 15 日に、花粉飛散開始日の定義を
次のように変更することを決定した。
　「スギ花粉の飛散開始日は 1月以降 1平方 cm
の花粉数が1個以上連続した初日とする。ただし、
該当する開始日が過去 10年の平均値より 1か月
前後早い場合であって、その後の花粉飛散状況に
おいてゼロ個が多い状態であれば、不時現象とし、
2回目に 1個以上の花粉が連続した場合を統計上
の飛散開始日とする。」
　山口県医師会花粉情報委員会もこの決定に従う
ため、状況によっては花粉飛散開始宣言の発出が
遅れることもあり得る。

講演 2
移行期におけるスギ・ヒノキ花粉の見分け方

　　　山口県医師会花粉情報委員／
医療法人綿貫耳鼻咽喉科院長　綿貫　浩一

　まず、スギ、ヒノキ、ハンノキ、イネ科、マツ、
ブナ科、バラ科、ヨモギ、キク科（ヨモギ以外）
の花粉の顕微鏡写真を提示し、それぞれの特徴に
ついて説明された。
　まぎらわしい花粉に遭遇した時の対処方法は、
1）視野中心部に近い場合、強拡にする。2）コン
デンサを調節して、コントラストを強調する。3）
視野の辺縁部なら、対物レンズをわずかにズラす。
4）将棋の棋譜のように、場所を覚えてあとで見
返す。
　特に問題となるのは、スギとヒノキ花粉の識別
である。典型的な像を呈していれば、識別は容易



令和 8年 2月 山口県医師会報 第1986 号

75

であるが、花粉の向き（極観、赤道観など）によっ
ては特徴的な所見を呈していないことも少なくな
い。特に、スギからヒノキ花粉に移行する時期に
は両者が混在することもあるため、向きによって
は、識別は困難を極める。
　識別のためには時期も重要である。山口県で
は、3月になるまではヒノキはまず飛散しないら
しい。花粉は雨など、水分に浸ると外壁が割れて
内容物が出てしまう。内容物は、スギでは原形質
が丸いものが多い。ヒノキは原形質がトゲトゲし
い感じがするものが多い。
　ヒノキが増えてきたかな？と思ったら、1）顕
微鏡を駆使して、よく見る。2）山口県医師会の
ホームページにアクセスして、他施設の動向を参
考にする。
　花粉症は、乳幼児から超高齢者まで全年齢層に
わたり発症し得るが、原因抗原を取り込まなけれ
ば症状は出ない。そのためには正確な花粉情報（予
測）が大事である。

[ 報告：副会長　沖中　芳彦 ]

特別講演
花粉症を正しく知る－体の仕組みと治療の最新情報

　　山口大学大学院医学系研究科
耳鼻咽喉科学講座助教　沖中　洋介

　本講演では花粉症の病態と治療、特に 2024 年
の鼻アレルギー診療ガイドライン改定を中心に、
「重症花粉症ゼロ作戦」ついて述べられた。アレ
ルギー性鼻炎は有病率増加、花粉症の重症化に伴
い、社会問題化している。アレルギーと感染の違
い、タイプ 2炎症反応、IgE 抗体とマスト細胞の
関係を解説された。
　鼻アレルギー診療ガイドライン2024年版では、
「局所アレルギー性鼻炎」（Local allergic rhinitis）
の概念が導入され、検査と診断の流れが変化した。
問診でアレルギー性鼻炎と診断できる場合、検査
を省略し治療を開始することもある。検査方法と
して、鼻汁中の好酸球検査、血液検査（IgE 抗体）、
皮膚テスト、鼻内誘発テストなどを紹介する。花
粉症の重症度は、くしゃみ、鼻水、鼻詰まりの回
数や程度で分類する。治療目標として、症状の軽
減、日常生活への支障がないこと、急な悪化がな
いこと、抗原陽性か混同がないこと、花粉が多く

ても症状が軽度であることが挙げられる。
　花粉症の治療法は、抗原の除去と回避、薬物療
法、アレルギー免疫療法、手術である。抗原除去
と回避の重要性、花粉飛散情報の活用、マスクや
眼鏡の着用、帰宅時の対策などを説明された。薬
物療法では、第 2世代ヒスタミン薬、鼻噴霧ス
テロイド薬、血管収縮薬点鼻薬の注意点、ステロ
イド筋注の副作用について言及された。
　生物学的製剤（抗 IgE 抗体）オマリズマブ（ゾ
レア®）は、重症花粉症に対する最後の切り札で
ある。舌下免疫療法は、将来的なアレルギーの改
善や自然経過での収束を期待できる治療となって
いる。手術療法として、レーザー粘膜焼灼術、鼻
中隔矯正術、下鼻甲介粘膜下組織調整術、後鼻神
経切断術などを紹介された。
　重症花粉症ゼロ作戦について、市民向け、医師
向け、学童向けの啓発活動を紹介し、初期治療の
重要性、初期療法の効果、QOL の改善について
説明された。アレルギー性鼻炎に対する外科的治
療として、鼻中隔矯正術、下鼻甲介手術、後鼻
神経切断術について、手術の適応、方法、症例
を紹介され、後鼻神経切断術の有効性、選択的後
鼻神経切断術の利点について言及された。黄砂、
PM2.5 などの大気汚染物質とアレルギー性鼻炎
の症状の関連性について、2016 年の調査結果を
報告され、また、花粉飛散量と症状スコアの関係、
PM2.5 や光化学オキシダントとの関連性につい
ても述べられた。
　質疑応答では、新しい治療法（オマリズマブ、
アレルギー免疫療法、手術）の現状と今後の展望
について議論があり、手術の使い分け、選択的後
鼻神経切断術の利点、皮下免疫療法外来の現状に
ついて説明された。

[ 報告：理事　中村　　丘 ]

花粉測定実技講習
　山口県医師会花粉情報委員長の金谷浩一郎 先
生により、花粉測定のためのプレパラートの作成
方法と観察方法の説明が行われた。
　参加者：19名（医師 9名、薬剤師 2名、臨床
検査技師 5名、その他 3名）。

[ 報告：副会長　沖中　芳彦 ]
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令和 7 年度令和 7 年度
都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会

と　き　令和 7 年 12 月 4 日（木）13：30 ～ 16：00と　き　令和 7 年 12 月 4 日（木）13：30 ～ 16：00

ところ　日本医師会館 3 階　小講堂ところ　日本医師会館 3 階　小講堂

[ 報告：常任理事　縄田　修吾 ]

1. 茂松日医副会長挨拶
　日ごろの医療安全業務と日医医賠責保険対応
業務に尽力いただき感謝申し上げる。この制度は
53 年目を迎えた。全国の会員の皆様が現場で安
心して安全に日常診療ができるように引き続き安
定的な運営を心掛けていきたい。最近は医療の複
雑化・高度化に伴い、医事紛争の事案についても
有責・無責の判断、解決方法もかなり複雑化して
おり、ご参集の先生方には解決に向けて日夜、従
来以上の労力を費やしておられるのではないか
と危惧している。また、患者の権利意識の高ま
り、価値観の多様化により、SNS 等による誹謗中
傷、暴力行為の被害がでており、医療現場は大変
難しい環境になってきた。その中で、この制度を
しっかりと円滑に機能させ、医療者が安心して医
療に専念できる環境とすることが求められると考
えているので日医もしっかりと取り組みたい。一
方で、日医医賠責制度の充実は組織強化、会員増
加に繋がる重要な取組みであり、研修医、若手医
師、勤務医には、掛金の引き下げ、情報発信など
の強化も相まって、日医会員数は昨年 12月末の
177,700 人から現在 178,500 人と過去最高を更
新した。この制度の運営がしっかりと円滑にいき
わたるようご尽力いただいているすべての先生、
事務局の皆様に感謝申し上げる。

2. 役員・調査委員会小委員会委員紹介

3. 日本医師会医師賠償責任保険の運営に関する
経過報告
　令和 6年 4月～令和 7年 3月までの審査会件
数は前年に比べて1割程度減少している。理由は、
令和 5年度はコロナ明けの反動で件数が 1割増
加したが、今回は 2年前の令和 4年度に戻って

いる印象で、令和 7年度も減少傾向にある。内
科と整形外科が減少し、高齢者の眼科の割合が増
加している。令和 6年度の付託内容については、
死亡・がんの看過、穿孔、神経損傷・麻痺の事案
が引続き多い。昨年度との対比では死亡、神経損
傷が減少している一方で、穿孔の事案が増加して
いる。紛争の原因となる医療行為の内容について、
手術によるもの、検査関連、注射関連が多くを占
めているが、昨年度に比べて、手術関連が増加し、
注射・薬剤関連は減少しつつある。
　紛争の対象となる患者の年齢層は、乳幼児は
比較的少ないが、それ以外の年齢層ではほぼまん
べんなく医療紛争が発生している。
　日医医賠責特約保険は、ベースとなる日医医
賠責保険の範囲をさらに拡充しているものである
が、加入状況は前年度と変わらない。

4. 講演
（1）医師会での取り組み事例

広島県医師会常任理事　石川　暢恒
◆広島県医師会医事紛争委員会
　特徴として、3つの審議会を設置している。ま
ず、専門審議会は、外科、内科・小児科、産婦人科、
整形外科、その他の科で構成される。事案により
必要な専門家を招集する。参加者は当事者医療機
関、本会役員、顧問弁護士、専門委員。事案の医
学的な過失の有無の確認、解決方式を協議する。
年間約 30回開催しており、内科・小児科が大半
を占める。次に保険審議会では、本会役員と引受
保険会社とで各事案の報告・協議。事案ごとに専
門審議会の結果を確認し、保険金試算状況、今後
の解決方針等について当事者医療機関の意向を踏
まえ現状を整理する。最後に合同審議会では、全
委員 33名が参加し、その月にあった新事案、新
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たに損害賠償請求を受けた事案、解決事案、専門
審議会開催状況、訴訟経過報告等を報告、協議す
る。
　全事案について、専門審議会を開催して医事紛
争解決を支援しており、手厚いと自負しているが、
逆に時間を要することが多い。近年は情報公開と
その迅速性を求められるため、今年 7月から「迅
速相談制度」を導入した。具体的には専門審議会
開催前に役員・弁護士・専門委員のうち必要な者
が事案を迅速に確認し、保険会社にも共有のうえ
初期対応を迅速にアドバイスするシステムで、相
談をうけて１週間程度で回答が可能となる。現状、
比較的判断が容易で重篤ではない事例を対象とし
ている。原則、専門審議会を開催するスタンスに
変更はない。
　迅速相談制度に対応するには、早急な資料共
有が必要なことから、共有サーバを契約し、医事
紛争書類に関するペーパーレス化を行った。この
サーバの利用者は本会事務局、役員、医事紛争委
員会委員、弁護士、市郡地区医師会でサーバ上に
アップロードすれば資料の共有が可能である。審
議会はペーパーレス化で対応でき、23 地区郡市
医師会のうち約 9割が活用している。導入後は
情報共有の迅速化が可能となり、郵送費・印刷費
等の経費削減ができる。今後は完全ペーパーレス
化を視野にいれたベース化を検討する。

◆市郡地区医師会医療安全研修会補助制度
　23 郡市医師会のそれぞれで医療安全研修会を
開催。県医師会が研修項目一覧と講師をリスト化
し講師にかかる費用（謝金・旅費）を補助する制
度で平成 26年度から実施している。
　地区医師会はテーマと講師を選択するだけで研
修会が開催できる。研修項目は 28項目で令和 6
年まで 98件実施。項目「コミュニケーション」、
「医療記録の重要性」、「警察OBが語る院内クレー
ム」、「暴力対応の実際」、「苦情対応」、「災害時の
BCP 感染管理」は人気がある。また、保険会社
とも連携して講師派遣を行っている。地区医師会
の要望があれば、医事紛争役員を派遣し、開始前
の 15分で、医事紛争対応の流れやよくある相談
事例等も紹介している。

　令和 7年度は新たな取組みとして新たな講師
を揃え、25 項目を追加した。さらにロールプレ
イ研修の項目と保険会社から 5つの項目を追加
していただき、計30項目を追加。申請条件として、
Web 開催を原則として、同時に他地区からの参
加者の受け入れを必須として全県から参加を募集
している。

◆会員への適切な保険勧奨
　広島県医師会会員数は約 7,000 名、医療機関
数は約 2,000 施設。法人リスクに対応するため
の法人保険と、医療行為以外に起因する事故に備
える医療施設賠償責任保険の団体保険を整備して
いる。
　日医医賠責保険は、一人医師法人の場合は運用
上の取扱いとして個人立診療所に準じて法人への
対応が可能であるが、そうでない場合は別途、法
人への損害賠償責任に備えなければならない。病
床数・勤務医師数により適用可能な保険が異なる
ため、自身がどの保険に加入するかわからないと
いった声が多く聞かれるため、フローを提示しわ
かりやすい説明を行っている。
　この他にも患者からのセクハラや暴力、悪質
なクレームや誹謗中傷等の備えとして「雇用トラ
ブル対応保険」を整備している。従業員がハラス
メント等で訴えられた場合、SNS での誹謗中傷も
この保険で対応可能。
　その他、県医師会独自保険として「死亡診断書・
死体検案書作成業務賠償責任保険」を備えている。
これは以前、自動車事故で亡くなった方の死亡診
断書を書いた医師が、死亡原因に疾患がある旨を
記載したため自賠責保険がでず、医師が訴えられ
ることがあった。その事案は医賠責保険の対象で
はないため保険適用とならず、弁護士費用が自己
負担となった。このことを受け、県医師会が契約
者として、会員１名 150 円の保険料を広島県医
師会が負担し、全会員に不測の事態が起こること
に備えている。

◆警察との連携強化
　令和 4年 2月、広島県警察と連携し、市郡地
区医師会と地元医師会との連携を強化するよう医
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療従事者の安全・命を守る指針、暴力ストップの
ポスターを作成し、会員医療機関に配付した。近
年、個人情報の意識が高まり、医療機関より警察
からの捜査協力依頼があった場合に、患者の個人
情報を出しても良いかという問い合わせが増えて
いる。広島県警察と協議し、医療機関が求めれば、
刑事訴訟法第 197 条 2 項の規定に基づき「捜査
関係書事項照会書」を医療機関に交付することが
可能となる。医療機関がこの書類を保存しておく
と後々トラブルになった際に、法令に基づく対応
をしたことを患者に示すことができる。緊急の場
合、事前交付が難しい場合もあるため、後日交付
いただくようにするなど、柔軟な対応も必要とな
る。
　医療事故の捜査において、警察は、事故発生医
療機関での対応が一般水準であるか、第 3者の
専門医から意見を聴く必要がある場合がある。広
島県医師会では、広島県警察捜査第一課から事前
相談があり、管轄警察所長から本会会長宛に推薦
依頼文を出してもらい、適任者の推薦を行ってい
る。協力を依頼するだけでなく、双方向で協力し
合うことで連携を強化している。

◆広報戦略
　医事紛争に関する広報のあり方を検討した結
果、情報を整理し、早期対応するためには、情報
提供と相談しやすい雰囲気を醸成することが必要
であることから、ゆるキャラ～医事紛争撲滅戦隊
7レンジャー～（医事紛争担当 6名と松村会長が
モデル）を作成し広報活動に利用している。

強化した広報
1. 広島県医師会速報
　　偶数月 25日に医事紛争委員会だよりをワン
ポイントアドバイスとして掲載（令和 5年度～）
2. 苦情相談事例集（令和 2年 3月発刊）
3. 会員限定の e- 広報室に医事紛争関連ページを
拡充（令和 7年 4月～）
4. 各種広報資材
1）医事紛争対応の流れを紹介するチラシ（令
和 7年 1月発行）
2）若手医師向けチラシ（令和 7年 1月発行）

3）医事紛争対応必携集（令和8年4月発刊予定）
4）廃業後の備えのチラシ（令和 5年 2月発行）
　4）について令和 7年度より、死亡・退会会
員のご遺族へ日医医賠責保険の通知を開始し
た。日医医賠責保険には死亡特則が付帯され、
死亡時に日医 A会員であれば 10 年以内に家
族が賠償請求を受けても保険が適用されるが、
100 万円は免責であることから県医師会、死亡
退会日同日付けにて別途、廃業担保特約に加入
する必要があることを遺族に伝える。
5. 採血マニュアル等の発行（令和 7年 10月発行）
　近年、広島県では採血トラブルの相談が増加し
ている。患者向けには院内掲示、説明資料を配布、
また、医療機関向けとしてポスターや採血手順マ
ニュアル及び事故発生対応マニュアルを作成し医
療機関へ配付した。

（2）採血時の神経損傷
　　横浜労災病院　三上　容司

　静脈穿刺で神経損傷となる事案が増加してい
る。採血は適切な部位から適切な手順で行うこと
が重要である。
　日医への報告事案の類似例として、外側前腕皮
神経損傷（無責）、正中神経損傷（有責）の 2事
例を提示された。
　前腕に分布する皮神経の走行は、体表から判断
することは難しく、神経の分布は個人により異な
るため、事前に走行、位置を把握することは困難
である。採血や静脈注射の適応、手順、事後対応
が適正であれば、皮神経損傷を完全に避けること
はできないので、無責の可能性が高い。一方、正
中神経は、皮静脈とは筋膜で隔壁された深部にあ
り、おおよその位置を把握することが可能である
ので、注射針を深く刺さないことで損傷を避けら
れるため、正中神経損傷は有責の可能性が高い。
しびれ感などを生じた場合は、診断が極めて重要
であり、専門家による鑑別をしっかり行うことが
大切である。
　標準採血法ガイドライン（2019 年）には、検
査の必要性、意義などの説明と同意（口頭説明で
よい）、採血合併症など患者に共通する説明事項
は説明用紙を配布することは可能（ポスター掲示
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も可）とされている。

〇静脈穿刺で避けたほうがよい採血部位（医事紛
争地帯とも呼ばれている）
・手関節橈側（親指側）：橈骨神経浅枝が伴走し
ているため。

・肘部内側：内側前腕皮神経は静脈と交差する箇
所が多く神経を痛めやすい。深層に正中神経が
あるので、正中神経を穿孔すると問題になる。
肘の内側を絶対に穿孔してはいけないわけでは
なく、肘から採血する場合、内側しか血管が見
えないという方が結構いるので、その場合は内
側から行ってよいが、深く入らないように注意
する。

〇針で血管を探る操作（Probing）は禁止
　針を上下左右動かして血管を探る動作
（Probing）は広範に組織を損傷する危険があるた
め行うべきではない。針を皮下のできるだけ浅い
ところまで引いた後、方向を適切に修正し、もう
一度刺入する操作（針の方向転換）は許容される
が、原則１回にとどめる。患者が強いしびれや痛
みを訴えた場合、いったん採血を中止する。

〇神経損傷か否か、診断が重要
　採血後、1週間以上しびれ、疼痛が続く場合に
は、専門医（手外科専門医が最も適任）を勧める。
※日医作成の「穿刺時の事故状況（チェックリス
ト）」を参考にして欲しい。

5. 日医事務局からの連絡事項
（1）MAMIS の状況
　1 年前にシステムを公開し、概ね申請が
MAMIS 上で実施されるようになった。現時点 17
万 8,600 名の情報を集約している。一方で新規
入会の会員に容易にMAMIS を利用いただくには
まだまだ課題がある。未だにMAMIS にログイン
されない会員がいることを認識している。今後、
MAMIS運営事務局と一丸となりサポートをする。
　MAMIS に対する方向性については、一旦立ち
止まって、現在実施されている内容の精査を行い、
システムとしての品質向上に努めていきたい。多

数の改善要望や機能の追加要望もいただいている
が、しっかり課題の管理をし、選択と周知をしな
がらしっかり進めていく。
　現在のMAMIS の情報の補足説明をする。令
和 6年 10月 1日時点で入会されている会員の最
新の情報を収集している。それより前の情報は、
例えば、複数回、異動されている会員の情報は
MAMIS には含まれていない。10 月 1 日以降の
情報が蓄積されるしくみとなる。一方で古い履歴
については、日医では無くさないよう別システム
で管理しているので疑念等あれば会員情報室に質
問していただきたい。
　現在、すべての会員情報を出力するための汎
用検索機能を公開している。医師会事務局がデー
タをダウンロードしたのち、日本医師会の加入状
況も含めて医師会員の情報を見ることができる。
今までの複写式用紙では明確に廃業 Bへの異動
の選択肢がなかったが、MAMIS では明確に A会
員から廃業 Bへの選択をすることが可能となっ
た。今後、廃業をされる会員に案内していただき、
MAMIS でスムーズに廃業 Bへ異動していただけ
るよう考えている。

今後の予定について
　来年 1月に会員管理機能の一部開始を予定し
ている。汎用検索機能の項目を拡充する。会員台
帳や送付先のラベルの作成等が容易となるよう、
事務局負担を軽減できるよう準備している。
　医賠責特約に加入されている先生方のマイペー
ジ上にはまだ表示ができていないので、早急に整
理しながら特約に加入されていることが見えるよ
うにしていく。事務局にも情報が共有できるので
日医に確認する必要がなくなる。
　今現在、A会員のマイページには医賠責特約保
険システムに遷移するようなボタンがない。現在
調整段階であるが、ログインされた先生の会員区
分が A会員の場合は医賠責特約保険に遷移する
ようなボタンが見えてくればより正確な申請書の
作成できるのではないかと考えている。

（2）ファイル共有サーバ導入・活用について
　クラウドサービスを使用し、医事紛争にかかる
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各種書類や画像データ等のデリバリーについてク
ラウドストレージを活用するもの。インターネッ
トを通じて、各県医師会事務局がログインし、トッ
プ画面に各都道府県医師会のフォルダをつくって
いるので、ドラッグ＆ドロップで、フォルダに付
託関連書類をアップロードする仕組みとなってい
る。
　導入メリットは業務の効率化、書類の郵送や
ファイルでの添付、メール送付の手間が極小化さ
れる。付託書類紛争計画報告書の最新版がクラウ
ドストレージに格納されているので、最新版を活
用してほしい。顧客情報管理、郵送中の紛失、送っ
た・送らなかったという手間を省くことができる。
コストは日医が負担し、現在 10医師会が導入済
（山口県も導入済）。
　活用に際してのお願いとして、少しでも早い医
事紛争解決の有無責を回答させていただくために
も、カテゴリーごと 1ファイルでアップロード
すること。送付種類別（附託書・委任状・診療録）
にファイルを分割し、NO. の表示をすること、アッ
プロード後は速やかに日医事務局へ連絡する。

6. 都道府県医師会からの質問・意見・要望事項
（1）時間的制約等による医師会での審査会開催
や意見書作成を経て日医へ付託することが困難な
ケースにおいて、会員に寄り添った支援を行うた
めに、どのような対応・運用をすべきか【茨城県】
日医　弁護士の選任については日医・都道府県医
師会・保険者の協議によることとなっており、実
務的には付託時に都道府県医師会から弁護士推薦
状をいただき、日医にて確認のうえ、保険会社に
承認された時点で選任が正式化される。しかしな
がら、迅速な弁護士対応が求められる際には事案
ごとの状況を踏まえつつ、100 万円保険での対
応を含めた現実的な対応を勧めていただくことに
なると考える。事案ごとにさまざまな状況が想定
されるので、対応について不安があればその都度、
日医事務局宛に相談いただき個別に対応方針の打
ち合わせをお願いする。通常事案で顧問弁護士に
委任される場合は問題ないが、顧問弁護士ではな
く、個人的な会員推薦の弁護士に委任する場合、
特に委任実績のない弁護士の場合の適否、保険の

適応可否について疑義の生じる可能性がある場合
で付託受理の可否を上申いただくケースは注意が
必要。例えば、医療行為に起因する事故に該当し
ない（名誉棄損のみの訴え）、現代医学に是認さ
れない診察・治療、美容を主たる目的とする医療
行為。医事紛争の際に早期に都道府県医師会に連
絡・相談するよう日ごろから会員への働きかけを
お願いする。

（2）全県の医事紛争・医賠責保険等に関する資
料について【広島県】
　令和 7 年 4 月に福岡県医師会が、『医療事故 医
療紛争 解決のためのハンドブック＜第 2 版＞』
を発刊し、広島県医師会は『医事紛争対応必携集』
の発刊準備を進めている。各県の取組みを集約し
て共有できる場として、日医ファイル共有サーバ

（Fileforce）に掲載することを要望する。
日医　各都道府県で有用なツールを作成されてお
り感謝申し上げる。各医師会の知見を共有するこ
とは意義深いので、ファイル共有サーバに掲載す
ることを検討する（本会は令和 5年 10月に『医
療事故を起こさないために』を発刊）。

（3）1. 医療事故調査報告書の取り扱いについて
【広島県】
2. 医療事故調査報告書の目的外使用を防ぐため
の法的整備について【大分県】
日医　医療事故調査報告書が本来の作成目的から
外れて、裁判資料として利用される実情があるこ
とはご指摘のとおりであり、制度の趣旨が十分理
解されていないことは遺憾に感じる。ご承知のと
おり、制度創設時の議論でも遺族に施行された報
告書の利用については、何らかの制限をおかれる
ことは現行法制上難しく、現在の制度に落ち着い
た経緯がある。仮に調査報告書の訴訟への使用を
禁止するために大規模な制度改正を行うこととす
れば、医療界の自律性に委ねられた現行の医療事
故調査制度そのものの本質までも揺るがしかねな
い議論に発展されることが懸念される。日医では、
医療界の自律性に委ねられた本制度に基づき、医
療行為に起因した予期しない死亡の原因分析と再
発防止に向けた院内調査を通じて、誠意をもって
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遺族に説明することが重要である。中立性、客観
性を大切に、慎重に作成された報告書は仮に訴訟
の場に提出されたとしても、医療側の責任追及の
資料にはなりえない。なお、医療安全対策委員会
が昨年作成した「院内調査の要点 2024」もそう
した考えに基づき作成されている。

（4）医療事故調査・支援センターが死亡事例に
ついて発出しているような「医療事故の再発防止
に向けた提言」のように、日医付託事例から得ら
れた全診療科に共通する事故防止策や教訓等及び
診療科別の事故防止策や教訓等について、注意喚
起すべき事項の定期的な資料提供を要望する。

【滋賀県】
日医　日医の付託事例から得られた事故防止策、
教訓に関する情報提供について、その有用性は
十分承知しつつも会員全員には広く周知すること
は、情報の取り扱いについて相当程度の注意を要
することからなかなか困難であるのではないかと
考える。
　平成 25年 1月に日医が発行した「医療係争か
ら学ぶ」があるが、ここに付託事例をまとめた取
組み事例が掲載されている。情報はやや古いかも
しれないが、収載された事例は現在も発生してい
るようなインシデントもあるためご覧いただきた
い。平成 25年においても情報の発信においても
幾多のハードルがあると聞いており、個人情報保
護法がより強く叫ばれる昨今の状況では困難であ
ることを理解いただきたい。

（5）賠償責任審査会の結果について【鹿児島県】
　日医から都道府県医師会への審査会の結果の提
供について検討してほしい。
日医　賠償責任結果と理由は簡潔ではあるが、現
状の書面で責任の判断に対する内容は網羅してい
る。また、解決金の積算根拠については、解決に
あたり総額いくらでお互いが合意するかがポイン
トであり、必ずしも内訳を表に出すことは、交
渉が円滑に進むとも限らない。一方で、スムーズ
な解決に向けて必要と考えられる状況については
メール等も活用して個々の事案に応じてできる
だけわかりやすく補足を伝えたいと考えている。

ファイル共有サーバを導入していない県は検討い
ただきたい。

（6）医療紛争の対応マニュアルの提供などにつ
いて【富山県】
1）日医の医師賠償責任ハンドブックは、医事紛
争の発生した場合を考えると不十分な印象である
ので、安心して対応できるようなマニュアル等を
提供することを希望する。
日医　医事紛争対応マニュアルについては、利便
性に理解しつつも、各都道府県の対応方法に関連
した個別性があることなどから作成には至ってい
ない。広島県では「対応必携集」として作成され
ており、他の医師会でも独自に作成されている。
ご要望があれば、作成医師会のご了解を得たうえ
でファイルサーバにおいて共有させていただきた
い。

2）日医ホームページメンバーズルームの日医医
賠責保険制度の部分に PDF で掲載してはいかが
か。医賠責に関するホームページは有用な情報の
掲載は少なく内容も貧弱である。
日医　日医メンバーズルームへの掲載は、情報
管理の点を踏まえつつ現在検討している。ホーム
ページの有用な情報の掲載については、会員の意
見を伺いながら継続的に検討する。

3）事故・紛争内容の報告の様式について、損保
と日医で共通して使用できる様式があればと考え
ているがいかがか。
日医　会員に連絡する書式については各都道府県
の経緯もあり日医として統一していない。保険会
社固有の様式でも差支えなく、このほかに別途、
事故連絡書も重ねてとりつけていただく必要もな
い。

4）関節内注射時の状況情報報告は日医が作成し
ているものか
日医　日医が確認書を作成している。該当事案の
付託時に作成・添付する。その他、「穿刺時事故
状況確認書」も作成し該当事案の付託時に添付す
る。事務局メンバーにメールで送付している日医
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医賠責責任制度運営上 留意事項の P31-35 に記
載している。今後もアクセスできる情報の充実化
に努める。

（7）当県の取組みの情報共有【秋田県】
　秋田県では令和元年 9 月に「静脈穿刺後の神
経症状対応マニュアル」を作成して、会員に配付
している。

（8）採血時神経損傷事例の周知・注意喚起につ
いて【静岡県】
　採血時神経損傷に関する事例は医事紛争として
取り上げられる例が多く、本会では積極的に会員
への周知を行っている。日医としても採血部位や
採血手技に関する動画作成等を行い、注意喚起し
たほうがよいと思われる。実際の採血は看護師が
担当しているため、日本看護協会への周知・注意
喚起を含めた対策をとられるよう日医から働きか
けを行うことについて検討いただきたい。
日医　標準採血法ガイドラインが日本臨床検査標
準協議会より刊行されている。採血時の手順と注
意点に関する動画は DVDもあり参考となる。秋
田県、広島県医師会など、独自にマニュアルを作
成されているので、了解を得たうえで、ファイル
サーバでの共有を検討していく。日医で作成して
いる穿刺時事故調査状況確認書のチェックシート
を活用してほしい。

　日医が知る限りでは日本看護協会の取組みとし
て、医療安全の周知及び医療事故防止の注意喚起
を目的に研修会の開催や情報誌の発行を実施し、
注意喚起に取り組んでおり、加えて都道府県看護
協会では採血や静脈注射に不安を感じる看護職を
対象とした技術研修を実施していることも確認し
ている。今後とも連携をとっていきたい。

（9）病気等によりやむを得ず弁護士が交代とな
る際の着手金について日医医賠責保険で対応して
もらうよう検討をお願いする【兵庫県】
日医　弁護士交代の必要があり、かつ、弁護士間
の調整ができないなど着手金を支払わなければ弁
護士委任ができない場合については、事情を個別
に確認したうえで検討する。

7. 閉会
　今村日医常任理事の挨拶をもって、当協議会は
閉会した。
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　2026 年 1月 10 日（土）、第 19回医療関係団
体新年互礼会が湯田温泉のかめ福オンプレイスで
開催された。
　開会に先立ち、小山茂幸 県歯科医師会長が開
会の辞を述べられた。
　その後、15 名の医療関係団体の代表が壇上に
並び、加藤智栄 県医師会長が年頭の挨拶をされ
た。加藤会長は昨年の参議院選挙や診療報酬改定
に向けた多大な支援に感謝を述べた上で、日本の
医療が抱える構造的な課題と未来への展望を語ら
れ、挨拶を締めくくられた。
　引き続いて、新春のお言葉を村岡嗣政 県知事、
松本吉郎 日本医師会長、高橋英登 日本歯科医師
会長、岩月 進 日本薬剤師会長、秋山智弥 日本看
護協会長、上田克彦 日本診療放射線技師会長か
らいただいた。
　来賓のご挨拶を、高村正大 衆議院議員、林 芳正

総務大臣の林 裕子 令夫人、岸 信千代 衆議院議
員、吉田真次 衆議院議員、江島 潔 参議院議員、
北村経夫 参議院議員、自見はなこ 参議院議員、
釜萢 敏 参議院議員からいだだいた。
　次に、山口県議会議員の方々が登壇され、代表
として柳居俊学 議長からご挨拶があり、引き続
き県内の市長及び町長の方々がその場でご起立さ
れ、代表して藤田剛二 山陽小野田市長よりお祝
いの言葉をいただいた。なお、今回は宇部市、山
口市、萩市、防府市、光市、長門市、柳井市、美
祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、上関
町、平生町、阿武町の首長が参加された。
　岡 正朗 山口県立大学理事長の乾杯のご発声の
後、しばし歓談となった。
　谷澤幸生 山口大学学長の中締めの後、吉田力久
県薬剤師会長の閉会の辞をもって、2026 年の新
年互礼会は幕を閉じた。

と　き　令和 8 年 1 月 10 日（土）17：00 ～と　き　令和 8 年 1 月 10 日（土）17：00 ～ 19：0019：00
ところ　かめ福オンプレイス 2 階　ロイヤルホールところ　かめ福オンプレイス 2 階　ロイヤルホール

［報告：常任理事　長谷川奈津江］［報告：常任理事　長谷川奈津江］

第 19 回 医療関係団体新年互礼会第 19 回 医療関係団体新年互礼会
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令和 7 年度令和 7 年度
女性医師支援・ドクターバンク連携女性医師支援・ドクターバンク連携

中国四国ブロック会議中国四国ブロック会議
と　き　令和 7 年 11 月 3 日（月・祝）11：00 ～ 13：00と　き　令和 7 年 11 月 3 日（月・祝）11：00 ～ 13：00
ところ　岡山県医師会館　401 会議室ところ　岡山県医師会館　401 会議室

日本医師会ドクターサポートセンターからの報
告事項

日本医師会常任理事　松岡かおり
　松岡かおり 日本医師会常任理事より、日本医
師会ドクターサポートセンターについて近年の活
動状況と新たな取組みについて報告が行われた。
医師のキャリア支援、復職支援、多様な働き方へ
の対応を目的とした本センターの活動は活発であ
り、有効求人数、有効求職者数、就業成立数は年々
増加している。
　令和 7年 4月には、厚生労働省より「医師偏
在是正に向けた広域マッチング事業」を受託し、
従来の「女性医師バンク」事業と統合する形で、
令和 7年 11 月 1 日より「日本医師会ドクター
バンク」へと名称を変更した。この新体制では、
性別を問わず、全国の医師を対象としたマッチン
グ支援を展開し、医師偏在是正と医師のキャリア
支援を両立させることを目指している。
　特筆すべきは、日医ドクターバンクが全国の都
道府県単位ドクターバンクとの連携を目指した点
である。これにより、「地域の求人情報・求職情
報」や「医師偏在等に関する情報」が全国規模で
共有されるようになり、地域医師会との連携がよ
り実効性のあるものとなった。この情報共有体制
は、医師の希望に応じた柔軟なマッチングを可能
にし、地域医療のニーズに即した人材確保を支援
するものとして期待されている。
　今後の課題としては、若手医師のキャリア不安
への対応、地域間格差の是正、そして制度の持続
可能性が挙げられた。センターは、医師一人ひと
りのライフステージに寄り添いながら、全国規模
での支援体制の強化を図っていく方針を示した。

[ 報告：常任理事　長谷川奈津江 ]

女性医師支援の取り組み ～山口県医師会～
　山口県医師会男女共同参画部会の主な取組みに
ついて、発表を行った。
やまぐちドクターキャリアサポートブック
　山口県内の病院（山口大学医学部附属病院を含
む）について、勤務や保育支援等に関する詳細な
職場環境を掲載し、冊子を山口大学医学部医学生・
医局、県内一般病院の若手医師を中心に配布して
いる。

保育サポーターバンク
　医師が仕事と育児を両立させることを目的に、
サポーターによる保育を提供しており、男女を問
わず山口県で働く医師であれば利用可能である。
2009 年のスタート以来、のべサポーター件数は
160件となった。現在利用中のドクターは21名、
活動中のサポーターは 19名である。

「教えて！先輩」
　医学生・研修医・若手医師を対象とし、キャリ
ア形成のみならず、家庭との両立支援などをテー
マとした企画イベントである。2024 年には、第
3回として「帰ってきたドクターたち」というタ
イトルで、県外研修・勤務の経験があるドクター
3名に出演いただいた。県外での研修・勤務の内
容を発表いただき、その経験を山口県でどう活か
しているか、ディスカッションを行った。2025
年には、第 4回として男性医師の育休をテーマ
に開催する予定である。育休を経験した 2組の
ご夫婦及び医局長をスピーカーとしてお招きす
る。



令和 8年 2月 山口県医師会報 第1986 号

85

女子医学生インターンシップ
　女子医学生を対象に、先輩女性医師が働く姿を
見て自分の将来像を描き、医療を担う責任感と医
師として仕事を続ける自覚を育てることを目的と
している。夏期休暇中に実施し、2025 年は 26
名の参加があった。2009 年の開始時から、のべ
参加学生数は 468 名となった。

山口県医療政策課との意見交換会
　山口県医療政策課では行政としての取組みとし
て、医師確保や医療従事者の勤務環境改善などを
担っている。2025 年 8 月 21 日、同課と意見交
換会を開催し、主に「女性医師の就労環境改善事
業」について話し合った。医療現場の現状を報告
するとともに、事業の広い周知を希望し、より利
用しやすい事業となるよう見直しを検討いただく
ようお願いした。そして、今後は女性に限らず医
師全体の勤務環境改善対策を希望した。

山口大学医学部附属病院医療人育成センターの取
組み
・女性医師キャリア支援ネット in 山口
　産休・育休前の相談等、院内外からの女性医
師のキャリア支援に関する相談を受けており、
2024 年度の相談件数は 92 件、うち女性医師か
ら 71 件、それ以外が 21 件であった。その他に
育児中の医師の労働環境改善を職場に要望する、
学会等における託児所設営の援助等に取り組んで
いる。
・「こんにちは！先輩」「わたしは医学生」
　女性医師・医学生それぞれからのメッセージを
ホームページに記載しており、また、冊子を作成
し配布している。
[ 報告：山口県医師会男女共同参画部会長　戒能　美雪 ]

その他ご意見（各県医師会意見取りまとめ） 
　「令和６年度女性医師の勤務環境の現況に関す
る調査」において、勤務先の役職を問う項目があ
り、過去２回の調査と比較したところ、表の結果
となった。
　組織内での機関決定権限のある立場への昇進
は、“女性医師の勤務環境整備”を行うための一
助となるのではないかと考える。
　女性医師の組織内での昇進やキャリア・ラダー
の現状と課題や今後、女性医師の管理職登用を進
めるためにはどうしたらいいのか。ご意見をお聞
かせいただきたい。

鳥取県医師会　女性医師の管理職登用は増加して
いるが、依然として割合は低く、その理由として
キャリア形成の難しさやロールモデル不足、長時
間労働などが挙げられる。登用促進には柔軟な勤
務体系、育児支援、メンター・研修強化、クオー
タ制導入等も挙げられる。

島根県医師会　仕事と家庭の両立支援や働き方改
革が進むものの、小規模病院では前例がなく将来
像が描きづらい状況。昇進や支援制度は性別問わ
ず整備されているが、ワークライフバランスや魅
力的な職場環境の確保が重要。女性は自身の能力
を過小評価しやすい傾向があるので、積極的に声
をかけ、管理職への挑戦を後押しすることがよい。

香川県医師会　女性医師の昇進が進み、保育・復
職支援など職場環境は改善されているが、今後は
意識改革やロールモデル提示等によるキャリア形
成支援が求められている。

高知県医師会　女性医師の管理職登用を進める

表　役職の構成比（％）
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には、男性と女性の平等を実現するために、男性 
の育児休暇や介護休暇取得など男性側においての
両立支援の環境を整備することが重要である。こ
うした環境づくりにより、女性医師だけがキャリ
アを中断することがなくなり、管理職に登用され
やすくなると考える。

山口県医師会　現状と課題として、管理職におけ
る女性医師の割合を問う山口県でのアンケート調
査（対象 112 病院、回答 68病院、回答率 61%）
では、院長 1%、副院長 2.4%、部長 13.2%、科
長12.2%という結果であった。女性医師の管理職

登用が進まない理由として、男性医師と比較した
場合、一般病院では非常勤が多い傾向にあること
や、各種委員会やチーム医療（例：緩和ケア・栄
養サポート）等の診療科横断的な活動に参加して
いない女性医師が少なくない、などの点が考えら
れる。
　今後、行うべき取組みとして、同じ能力であれ
ば女性により昇進のチャンスを与えるよう、医師
会を通じて働きかけを行うプロモーション活動を
考慮いただきたい。

[ 報告：常任理事　長谷川奈津江 ]

　日本医師会では公式 YouTube チャンネルや LINE 公式アカウントを通じて、さまざまな情報を
提供しています。それらの情報をご活用頂くため、ぜひ、YouTube のチャンネル登録並びに LINE
への友だち追加を、下記の二次元コードからお願いいたします。

　　●日本医師会公式 YouTube チャンネル　　　　　　●日本医師会 LINE 公式アカウント

問い合わせ先：日本医師会広報課 e-mail：kouhou@po.med.or.jp

日本医師会公式 YouTube と公式 LINE のご案内
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山口県報道懇話会との懇談会山口県報道懇話会との懇談会
と　き　令和 7 年 12 月 9 日（火）19：00 ～と　き　令和 7 年 12 月 9 日（火）19：00 ～

ところ　マリーゴールドところ　マリーゴールド

[ 報告：常任理事　長谷川奈津江 ]

　医師会と報道関係者との相互理解のため、今年
度も標記懇談会を開催した。
　加藤会長の開会挨拶の後、山口県報道懇話会の
幹事であるエフエム山口 総務部兼編成制作部 部
長職からご挨拶をいただき、その後、出席者によ
る自己紹介を行った。

意見交換
　今回のテーマは「OTC 類似薬について」とし
た。加藤会長からOTC 医薬品とOTC 類似薬につ
いて説明した後、OTC 類似薬の保険給付のあり
方の見直しは、患者・家族の経済的な負担が増加
すること、地方やへき地では市販薬が購入できな

いため、薬が届かなくなるというアクセス等の問
題、医療機関の受診遅延による健康被害、オーバー
ドーズの問題などについて説明した。併せて、医
療用医薬品と OTC 医薬品の薬剤費を比較し、自
己負担が薬によっては 50倍にもなることを説明
し、OTC 類似薬の保険給付を継続する必要性を
訴えた。
　懇話会側からは、OTC 類似薬の成分に関する
内容や湿布薬に代表される残薬の問題など、その
場で多くの質問が出され、活発な意見交換がなさ
れた。その後、引き続いて行われた懇親会でも多
くの質問があり、意見交換を行った。

出席者
県医師会
会 長
副 会 長
副 会 長
専務理事
常任理事
常任理事
常任理事

加藤　智栄
沖中　芳彦
中村　　洋
伊藤　真一
河村　一郎
長谷川奈津江
縄田　修吾

報道懇話会
エフエム山口総務部兼編成制作部
毎日新聞社山口支局
朝日新聞社山口総局
共同通信社山口支局
時事通信社山口支局
中国新聞社防長本社
テレビ山口報道制作局
日本経済新聞社山口支局
NHK山口放送局コンテンツセンター
山口朝日放送報道制作局
山口新聞社山口支社
読売新聞社山口総局
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令和 7 年度令和 7 年度
児童虐待の発生予防等に関する研修会児童虐待の発生予防等に関する研修会

と　き　令和 7 年 11 月 30 日（日）10：00 ～ 12：00と　き　令和 7 年 11 月 30 日（日）10：00 ～ 12：00

ところ　山口県医師会 6 階　会議室ところ　山口県医師会 6 階　会議室

　　　　（Zoom「ウェビナー」を使用した Web 方式併用）　　　　（Zoom「ウェビナー」を使用した Web 方式併用）

[ 報告：常任理事　河村　一郎 ]

　令和 3年度から本会の主催で開催している標
記研修会について、今年度も山口県産婦人科医
会、山口県小児科医会並びに山口県の共催により、
Web での視聴も可能としたハイブリッド開催に
したところ、当日は会場 32 名、Web 70 名、計
102 名の参加があった。

特別講演 1
小さな命と向き合う場所
　～乳児院の役割と現状～　

　社会福祉法人中部少年学院乳児院なかべ学院
　院長　藤本　純子

　山口県で唯一の乳児院である「乳児院なかべ学
院」では、さまざまな事情により家庭での養育が
難しい乳幼児を受け入れ、専門職員が 24時間体
制で養育を行っている。ここでは全国の乳児院の
現状とともに、当院の取組みや子どもたちを取り
巻く課題について紹介する。

全国の乳児院の現状
　令和 7年 4月 1日現在、全国には 147 の乳児
院があり、2,225 名の乳幼児が生活している。令
和 6年度より減少したものの、依然として多く
の子どもたちが安心できる居場所を必要として
いる。令和 6年度の新規入所児 1,437 名のうち、
健全児は 1,031 名（約 72％）であった。しかし、
その中には、診断はないものの発達上の課題があ
り、個別対応を必要とする子どもが 233 名含ま
れている。病虚弱児は 358 名で、低出生体重児
が最も多く、精神・神経疾患、呼吸器疾患など医
療的ケアを必要とする子どもも少なくない。障害
児は 48名で、知的発達遅滞や染色体異常が中心
である。入所理由では虐待が 46.3％と最も多く、

特にネグレクトが突出している。被虐待児は全体
の半数を超え、乳児院が虐待対応の重要な役割を
担っていることが分かる。年齢では 6か月未満
が 53％と半数以上を占め、出生直後からの入所
が多いことが特徴である。

乳児院なかべ学院の歩み
　当院は戦後の戦災孤児保護を目的に設立され、
昭和 26 年に乳児預かり所としてスタートした。
昭和 45 年には定員 48 名と多くの子どもが生活
していたが、平成 31年に現在のユニット型施設
へ新築移転し、より家庭的な環境での養育が可能
となった。現在は3ユニット6ホームで構成され、
各ホームにキッチン・寝室・養育室・浴室などを
備え、家庭に近い環境で生活している。子どもた
ちは院庭で遊んだり、近隣の公園やスーパーへ出
かけたり、地域の中でさまざまな体験を積んでい
る。ユニット名は「光」「輝」「夢」で、子どもた
ちが心身ともに光り輝き、将来の夢に向かって羽
ばたけるよう願いを込めている。

スタッフ体制と担当養育
　当院には看護師・保育士・児童指導員を中心に
48 名のスタッフが勤務している。担当養育制を
導入し、1人の子どもに 1人の担当養育者を配置
することで、愛着形成を大切にした関わりを行っ
ている。令和 7年 11 月 1 日時点の入所児童は
25名で、近年は 3歳以上の在籍が増え、発達状
況や家庭復帰の調整に応じた柔軟な養育が求めら
れている。

入所理由の変化
　令和 7年度は 10 名が新規入所し、養育拒否、
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障害、出生時の呼吸障害などが背景にあった。令
和 4～ 6年度の比較では、虐待による入所が減
少し、経済的困窮による入所が増加している。虐
待ケースは一時保護で対応されることが多く、入
所に至らない傾向がみられる。

事例から見る支援の実際
　講演では、虐待疑いの Aちゃん、養育困難の
Bちゃんの 2つの事例を紹介した。Aちゃんは生
後 1か月で大腿骨骨折が判明し、一時保護入所
となった。入所後は哺乳が安定し、笑顔も増えて
いったが、兄への虐待通告により家庭復帰の調整
が中断。最終的に祖父母の支援を得て、現在は再
び家庭復帰に向けた面会を進めている。Bちゃん
は先天性疾患と哺乳障害があり、実母の育児疲弊
と DVが重なり一時保護となった。入所後も体調
不良で 4回入院し、職員が 24 時間付き添った。
実母がパートナーと別れ、実家の支援を得たこと
で、最終的に家庭復帰が実現した。どちらのケー
スも、保護者の困難さと支援不足が背景にあり、
実家や関係機関の支援が改善につながった点が共
通している。

退所支援と地域への広がり
　子どもたちは概ね 3歳をめどに退所する。家
庭復帰、里親委託、児童養護施設への措置変更な
ど、子どもにとって最善の形を検討しながら進め
ている。また、当院は地域の子育て支援にも力を
入れており、ショートステイやトワイライト預か
り、「育児サロン親子クラブ」、離乳食提供の「ベ
ビー食堂パパママカフェ」など、地域に開かれた
支援を展開している。

おわりに
　乳児院での生活は、子どもたちの記憶には残ら
ないかもしれない。しかし、ここで確かに受け取っ
た「愛されて育つ経験」は、必ずその子の未来を
支える力になる。今後も、乳児院が培ってきた専
門性を地域に活かし、総合的な乳幼児支援の拠点
として役割を果たしていきたいと考えている。

特別講演２
妊産婦の自殺の現状とその削減のための取り組み

　　昭和医科大学医学部産婦人科学講座教授／
　　日本産婦人科医会常務理事

（医療安全・母子保健担当）　関沢　明彦
1. 妊産婦死亡の定義
　妊産婦死亡はWHO では「妊娠中又は妊娠終
了後 42日以内に、妊娠の期間や部位にかかわら
ず、妊娠に関連する原因又は妊娠によって増悪し
た原因により死亡すること。ただし、不慮の事
故や偶発的原因による死亡は含まない」と定義
されている。また、妊産婦死亡は直接産科的死亡
（direct obstetric death）と間接産科的死亡（indirect 
obstetric death）に分類される。直接産科的死亡
は妊娠・分娩・産褥に直接起因する合併症、又は
その管理に伴う合併症による死亡をいい、産科出
血、子癇、羊水塞栓症、妊娠高血圧症候群に伴う
脳出血、産科感染症などが原因となる。一方、間
接産科的死亡は妊娠が誘因・増悪因子となって死
亡に至った既往疾患や併存症によるもので、心疾
患、糖尿病、脳血管障害、感染症（インフルエン
ザなど）などが原因となる。自殺については海外
では、妊産婦死亡に含めない国がある一方、自殺
による妊産婦死亡を確実に認識してその削減に取
り組むために英国では直接産科的死亡に分類して
いる。日本産婦人科医会の妊産婦死亡報告事業に
おいては、妊娠時には間接の基準を満たさず、妊
娠以後に精神症状が出現した場合、又は妊娠時に
は間接の基準を満たさずに妊娠以後の精神症状の
有無が不明の場合には直接産科的死亡に、妊娠前
から精神疾患の診断、状態がある場合には間接産
科的死亡に分類している。
　一方、後発妊産婦死亡（late maternal death）
とは妊娠終了後 43日～ 1年未満の間に妊娠関連
原因での死亡をいう。政府が発表する母子保健
統計のなかでの妊産婦死亡は妊娠中又は妊娠終了
後42日以内の妊産婦の死亡を対象にしているが、
妊産婦死亡報告事業では妊娠終了後 1年未満ま
での妊産婦の死亡を広く収集して、集計している。
　厚生労働省が公表する母子保健統計には妊娠
終了後 42日目までの妊産婦死亡についてのデー
タが掲載されている。2021 年の妊産婦死亡率は
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2.5 で、年々減少傾向が観察されてきたものの、
2022 年以降は増加した状況にあり、2024 年は
4.6 と報告されている。

2. 日本産婦人科医会の妊産婦死亡報告事業にお
ける自殺統計
　妊産婦死亡報告事業は 2010 年からスタートし
た事業であり、妊娠終了後 1年未満の妊産婦の
死亡を広く報告依頼しているものの、当初は自殺
の報告事例は僅かであった。その後、本事業の認
知が進み、自殺事例の報告も次第に増えてきて、
2020 年には死亡原因別で自殺が 1位となってい
る。妊産婦死亡報告事業の自殺事例は 42日以内
の事例が3分の 2で、妊娠中の自殺は妊娠前から
診断されている間接産科的死亡に分類されるもの
が 3分の 2と多く、逆に後発妊産婦死亡は、直接
産科的死亡に分類されるものが 3分の 2と多い
（図 1）。自殺の方法であるが、妊産婦の死亡では
「縊頸」や「飛び降り」が多い（表 1）。
　時期別の妊産婦自殺数を図 2に示す。本事業で
は妊娠初期の自殺が報告されていない。また、産
後、特に 2か月以降の自殺の報告が少なく、報
告は産婦人科医が管理する妊娠初診後から産後 1

か月健診までが中心で、この事業で妊娠してから
妊娠終了後 1年未満の妊産婦の自殺の全体像の
把握は難しい。
　本事業では、自殺に至る背景をある程度把握
可能であり、その背景要因を分析した結果を図 3
に示す。自殺には家族やパートナーとの問題、身
体的な不調、児の異常や入院など多くの因子が複
合的に関与していることが分かる。

3. 東京都監察医務院での異常死の検討
　2005 ～ 2014 年の 10 年間の東京都監察医務
院での妊娠中から産後 1年までの異状死につい
ての調査結果が報告された。この報告によると
10年間で 89件の異常死があり、そのうちの 63
件が自殺によるものであった。出生数を加味する
と、10 万出生当たり 8.7 人の自殺による妊産婦
死亡（妊娠終了後 1年以内）があったことにな
り、当時、妊産婦死亡率（分娩後 42日以内）が
5.8 人 /10 万出生よりも大幅に多いことから、そ
の対策の重要性が示す貴重なデータとなった。こ
のデータから妊産婦の自殺の時期としては妊娠初
期に最も多く、産後は産後 4か月に最も多いこ
とが示された（図 4）。また、妊娠中の自殺の約

表 1　妊産婦死亡報告事業での自殺事例のまとめ

図 1　自殺事例の分類（妊産婦死亡報告事業）
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40%、産後の自殺の約 50% に精神疾患があるこ
とも示された。

4. 出生データと死亡データ、死産データをリン
ケージ解析する試み
　厚生労働科学研究費を用いた研究班（森臨太郎
班）において、行政が持つ 2015 年と 2016 年の
出生データ、死亡データ、死産データをリンケー
ジして解析することで、妊産婦死亡を把握する
試みが行われた。出生データと死亡データをリン

ケージして、また、死亡データと死産データをリン
ケージして産後 1年未満の産婦を同定、さらに、
死亡データの中に妊娠関連の語句やコードのあ
るものを抽出することで、妊産婦死亡を推定し
た。その結果、妊娠中から産後 42日以内の妊産
婦で 132 人、産後 1年以内で 357 人の妊産婦死
亡が確認できた（図 5）。2015 年と 2016 年の
出生数の合計が 1,982,963 人であったことから、
妊産婦死亡率は妊娠終了 42日以内で 6.66/10 万
出生、妊娠終了 1年以内で 18.0/10 万出生とな

図 2　妊産婦死亡報告事業（日本産婦人科医会）における妊娠・産褥期の時期別の自殺者数（2010-2024 年）

図 3　妊産婦死亡報告事業にみる自殺事例の背景要因

図 4　東京都における妊産婦の自殺の時期（2005-2014）
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り、これまで公表されてきた母子保健統計の妊産
婦死亡率に比べて、非常に高率である実態が明ら
かになった。妊娠終了 42日以内と妊娠終了 1年
以内の妊産婦死亡とで比較して、直接産科的死亡
はそれぞれ 66 例と 74 例で増加が限定的であっ
た一方、間接産科的死亡では 48 人と 236 人で
大幅に増加した。死因別では、自殺が 12.9% と
28.6% であり、後期妊産婦死亡の時期に特に自殺
が多いこと、また、妊娠終了 1年以内までの妊
産婦死亡全体で自殺が最も多い原因であることが
確認された。

5. 警察庁自殺統計（自殺対策白書）での解析
　警察庁では死因が自殺と判断された場合に現場
の警察が自殺統計原票を作成しており、2022 年
以降、女性の自殺については妊娠中や産後 1年
以内に該当する場合には妊娠の状況について記録
することとなり、その自殺原票をもとに妊産婦の
自殺の状況が把握できるようになった。厚生労働
大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対
策推進センター（JSCP）が日本産婦人科医会と
協働で、このデータの解析を行っており、その解

析データは毎年公開できることになった。しかし
ながら、そもそも警察が自殺と判断していない自
殺もありえること、妊娠初期で家族にも妊娠した
ことを伝えていない場合など警察が妊婦と判断す
る方法には限界があることなどから、正確な妊産
婦の自殺数を反映できる統計ではないことに注意
する必要がある。
　2022 年から妊産婦の自殺数（産後 1 年以内
の自殺）が公表され、その数は 2022 年 65 件、
2023 年 53 件、2024 年 44 件であり、3 年間
で 162 件であった。そのうち、妊娠中の自殺は
45 例（28%）、産後 2か月以内が 26 例（15%）、
それ以降が 91 例（56%）であった（図 6）。自
殺率を同年齢の女性と比較すると、20 代前半
では同等であるものの、20 代後半から 30 代後
半までは自殺率が低く、40 代前半では逆に上昇
（16.6/10 万出生 vs 11.1/10 万女性）し、全体で
の妊産婦死亡率は 7.3/10 万出生となることが示
された。
　そのなかで、興味深いデータは、妊娠中の自殺
は 2.0/10 万出生であるが、自殺は 20 代の前半
に多い一方、産後の自殺は 20代後半が最も少な

図 5　妊産婦死亡の時期別の原因別内訳：厚労科研森班のリンケージ解析（2015-2016）図 5　妊産婦死亡の時期別の原因別内訳：厚労科研森班のリンケージ解析（2015-2016）

図 6　警察庁の自殺統計からみた母体年齢の妊娠中と産後の自殺率への影響図 6　警察庁の自殺統計からみた母体年齢の妊娠中と産後の自殺率への影響
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いもののその後は年齢とともに増加し、40 代に
最も高率であった。自殺の動機は妊娠中には交際
問題が 36% を占め、特に配偶者がいない場合に
は 67%で交際問題が理由として挙げられていた。
配偶者がいる場合には家族問題、健康問題が多く
を占めていた。一方で、産後については家庭問題
が 72%、健康問題が 54%であり、この家庭問題
としては子育ての悩みが 82% と多く、健康問題
としては精神疾患（うつが 79%）が多いことが
報告された。

考察とまとめ
　これまで妊産婦の自殺については多くの調査
によりその数の推定が行われ、いわゆる疾患によ
る妊産婦死亡に比較して自殺が非常に多いことが
問題となっていた。そこに JSCP から警察自殺原
票を基にしたデータが公表されたことで、まだま
だ限界はあるものの実態に近い妊産婦の自殺の状
況が明らかになった。この JSCP のデータによる
と、妊娠中の自殺には妊娠初期の自殺が多く、特
に 20代前半で配偶者なしの女性で、交際問題に
よる自殺が多いことが判明した。日本産婦人科医
会の妊産婦死亡の報告の中に妊娠初期の自殺の報
告がないことからすると、これらの女性は、産婦
人科を受診することなく、自殺していることにな
り、産婦人科医の力の及ばない範囲のできごとと
もいえ、社会的な支援体制の充実によって解決し
ていかなければいけない課題と考えられる。妊娠

検査薬に支援の情報を載せておくなどの対応が行
われている地域もあるが、産婦人科での妊娠検査
や妊娠相談を無料化して、相談しやすくするなど
の対応も必要と思われる。同時に、教育の中でも、
妊娠した場合の社会支援体制などについて伝える
ことなどが重要であると思われる。
　一方、産後の自殺は 20代後半から年齢ととも
に増加し、40 代前半では 20 代後半の約 4倍と
高頻度である。自殺の要因としては、子育ての悩
みや自身の精神疾患のことが多くを占め、産婦人
科医の妊産婦メンタルヘルスケアの充実で自殺を
削減できる可能性が示唆される。
　最近、東京都 23 区での妊産婦異常死の調査
（2015 年～ 2022 年東京都監察医務院の調査）
の結果が報告され（Takeda J, Takeda S, Hikiji 
W. Recent Trends in Maternal and Postpartum 
Suicide and Countermeasures. JMAJ. 2022 Apr 
15;5(2):268-269.）、10 年前の統計に比べて自殺
による妊産婦死亡率が 43% 減少しているという
データも出てきている（図 7）。さらに、JSCP の
データでも自殺による妊産婦死亡は 2022 年 65
件、2023 年 53 件、2024 年 44 件と徐々に減少
してきている。これらの結果は、近年の妊産婦に
対するメンタルヘルスケアの充実や産後ケアの拡
充によるところもあると思われる。妊産婦メンタ
ルヘルスケアの活動は地道な活動ではあるが、こ
ういった活動の充実によって、妊産婦死亡がさら
に減少していくことが期待される。

図 7　東京都 23 区での妊産婦異常死の調査（2015 年～ 2022 年東京都監察医務院の調査）：図 7　東京都 23 区での妊産婦異常死の調査（2015 年～ 2022 年東京都監察医務院の調査）：
　　　都区部の妊産婦死亡率の変化　　　都区部の妊産婦死亡率の変化
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BEAMS 研修BEAMS 研修

　昨年から県医師会主催で始めた研修会である
が、BEAMS は日本子ども虐待医学会が開発し
た「医療機関向けの虐待対応プログラム」で、
Stage1、2、3 とある。Stage2、3 は院内に虐
待対応のチーム（CPT：Child Protection Team）
がある病院のスタッフに対する研修会で、児童虐
待の防止には、子どもが受診するすべての診療科
（外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、眼科、
耳鼻咽喉科、泌尿器科、産婦人科など）の協力が
ないと防ぐことはできず、外傷などが見逃されて
しまうこともある。
　Stage1 は、受講者が虐待の早期発見と通告の
意義を理解し、医療機関での Sentinel（歩哨 ･見
張り番）として適切な行動がとれるようになるこ
とが目標で、すべての医療関係者が対象となって
おり、一人でも多くの医療関係者に子ども虐待に
ついて、考えるきっかけになることを目指す。プ
ログラムは講義形式となっている。今年度は福
岡赤十字病院小児科の古野憲司 先生に「はじめ
よう！子ども虐待対応とその予防」というタイト
ルで、BEAMS について、子ども虐待対応の歴史、
虐待の分類、通告の意義、義務について、虐待の
鑑別、診断について、子ども、親への問診の仕方、
考察、重症度トリアージ、連携開始（CPT、児
童相談所等）、性的虐待について講演いただいた。
参加者は 102 名で、医師 38名、医師以外 64名
であった。
　虐待の診断には、叩打、やけどのパターン痕に
注意する。全身の診察、写真撮影が必要である、
写真撮影は傷と一緒に定規やコインなどと撮影す

る、特に手の痕、ほうきの痕に注意する。熱傷痕
はフライ返しの痕、最近はヘアアイロンが多い。
問診では、子どもと親は別々に、子どもは親の
話すケガについての説明を聞くと、親の言った通
りに説明することがあるので注意を要する、親が
言ったままの言葉をカルテに記載する、要約した
り省略したりしない（例えば「頭が痛い」→「頭
痛」にしないように）、親に言い訳のヒントを与
える聞き方はしない（「ベッドから落ちたんです
か？」などはダメ）、直接虐待を疑うような質問
もしない（「揺さぶったんですか？」などはダメ）
のが重要である。虐待疑いの患者さんを診察して、
医学的には入院適応はない場合、出血斑があれば
出血傾向など血液の病気かも、骨折があればくる
病など骨の病気かもと言って入院を勧める。
　性的虐待は、女児の 4人に 1人、男児の 6人
に 1人が経験ありとされているが、傷など医学
的臨床所見は少ない（診察事例の 4%）。否認（75%
は 1 年以上語れず）や撤回（開示例の 20%）は
稀ではないとされる。

　Stage2 は、受講者が被虐待児の安全を担保し
地域へ繋げ、医学診断をネットワークに的確に提
供できるようになることが目標で、CPT のメン
バー及び小児科医が対象となっているが、虐待を
より深く学びたいその他の職員も受講可能となっ
ている。すべての二次医療圏での虐待対応能力
のボトムアップがなされていくことを目指す。今
年度は、午前中は聖ルチア病院精神科の神薗淳司 
先生に、基礎的な医学診断の進め方を学び、性虐

Stage1Stage1
　と　き　令和 7 年 12 月 8 日（月）19：00 ～ 20：30　と　き　令和 7 年 12 月 8 日（月）19：00 ～ 20：30

　ところ　Zoom ミーティング　ところ　Zoom ミーティング

Stage2 ＋αStage2 ＋α
　と　き　令和 7 年 12 月 21 日（日）10：00 ～ 15：00　と　き　令和 7 年 12 月 21 日（日）10：00 ～ 15：00

　ところ　山口県医師会 6 階会議室　ところ　山口県医師会 6 階会議室

[ 報告：常任理事　河村　一郎 ]
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待・性被害へのアプローチや予防についても学ぶ
ことを目標として、「子ども虐待対応プログラム
JaMSCAN BEAMS Stage2」というタイトルで講
演いただいた。虐待事例への対応では、良い親に
なることが目標ではなく、虐待行動をしない親、
SOS を出せる親、育児を他人に頼れる親を目標と
する。虐待環境に至りやすい養育者の特徴とし
ては、経験・技能不足、知識不足から子どもへの
対応が拙かったり、不安や怒りなど感情のコント
ロール不足、対人関係交流の問題、パーソナリティ
症・精神疾患・神経症を持っているなどがある。
虐待を受けやすい子どもの兆候としては、独特の
激しい泣き、夜間の寝くじ・夜驚、少食・食思不振、
分離不安、探索行動、反抗挑戦、トイレット・トレー
ニングへの抵抗が言われている。院内虐待対応組
織（CPT）では情報共有も含めた定期会議、講義・
講演などの啓発活動、治療が必要であり、虐待対
応は役割分担が必要である。
　基礎的虐待医学診断では、骨折、熱傷、挫傷、
頭部外傷についての診断方法を説明された。骨折
では、2歳以下のすべての虐待が疑われる症例は
全身骨撮影（1枚ですべてをとらえるものではな
くて、それぞれの個所を撮影したもの）が必要で
あること、肋骨には CTの方がよいこと、両親は
DV関係で未婚、うつ病、薬物使用、経済的スト
レスがある場合はハイリスクになること、鑑別診
断として、骨形成不全症、くる病・骨軟化症など
もある。熱傷事故は 78% が 5歳未満、熱傷部位
の 96% が身体の前面に、低年齢の子どもは顔や
腕、体幹上部の熱傷、高年齢の子どもは足や手、
体幹下部の熱傷が多い。手背のみ、外性器・臀部
の熱傷は虐待による熱傷が疑わしい。虐待に特徴
的な打撲痕は、臀部・陰部、左耳介、左頬部が多
く、頸部を締めつけられた場合には顔面に点状出
血斑が残ったりする。硬膜下血腫は痙攣、ぐった
りしているなどの症状で、網膜出血があると虐待
が疑われるので眼科に早めに紹介するとよい。揺
さぶられっ子症候群では肋骨骨折が起きるが、側
胸部、後胸部が多く、心肺蘇生ではこの部位に起
きない。座位から後方に転倒し乳児硬膜下血腫を
起こした乳児（中村Ⅰ型）では、生後 6～ 10か
月に集中、ほとんどが後方への転倒転落で発症、

意識障害や痙攣で発症、予後はほとんど良好で重
症事例はないとされる。小児救急診療では痙攣・
意識障害で受診するのが 1日 1例あるが、2015
年から 2023 年の間の乳児硬膜下血腫 40例のう
ち受傷機転の語りがあったのは 19 例で、痙攣・
意識障害では語りがなかったのが 12例、語りが
あったのが 6例と語りがなかった例が多かった。
受傷前後の位置・姿勢を聴くなど語りを洞察的に
聴くのがよい（どのように、どのような姿勢で落
ちたかなど）。過小評価・過小表現する（「軽く叩
いた」など）、結果を要因にする（「勝手に転んだ」
など）、責任転嫁する（「言うことを聞かなかった
から叩いた」など）、記憶の曖昧化（「よく覚えて
いない」など）、など養育者の語りから読み取る
ことが重要である。転居や入所解除後など死に至
る分岐点があり、虐待診断ではなく、子どもの安
全が重要である。
　養育者については実行機能の弱さと自己認知の
歪みが問題である。養育者では、抑制、柔軟な思
考、感情制御ができない。問題を抱えている家族
に声掛けが大事である。聴いてもらえたと感じて
もらうことが重要である。
　性虐待には話さない理由とその背景がある。子
どもの語りが重要である。有病率は男子約 10%、
女子約 20% ある。家族支援、社会的支援、感情
調整と物語化が長期的に必要である。性虐待被
害児の 6人に 1人は身体的にも虐待されている。
DV 家庭の子どもの 55% は身体的、21% は性的
に虐待されているとされている。性虐待には児童
相談所や医療スタッフなどにも抑うつと不安があ
り、支援が必要である。
　午後は「医療現場の法的対応を学ぼう」という
ことをテーマとして、医療現場での児童虐待事案
における法的対応に対する理解を深めること、民
法改正（共同親権等）に関する最新の話題も取り
上げることを目標として行われた。福岡赤十字病
院小児科の古野憲司 先生の進行で、北九州市立
八幡病院小児科の森吉研輔 先生に「医療現場の
法的対応を学ぼう～医療の現場から～」、福岡県
福岡児童相談所弁護士の一宮里枝子 先生に「医
療機関と児童相談所の協働～虐待対応の流れ～」
というタイトルで講演いただき、その後グループ
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ワークで「硬膜下血種の生後 9か月児に対する
医療現場の対応、児童相談所の通告について」を
協議し、Q&A で児童相談所からの病院受診、一
時保護が解除された子についての情報提供、親
権者と保護者の違いを学び、全体でディスカッ
ションした。最後に一宮先生から「共同親権等
について～令和 6年法改正の件」の講義を受け、
参加者からの質問を受けた。
　実例からの現場の対応、Q&A など実際例を含
めたわかりやすい講演、グループワークで大変わ
かりやすく、実際に則した学びとなった。

　参加者は 26 名で、医師 10 名（小児科 7名、
外科 1名、内科 1名、臨床研修医 1名）、看護師
5名、保健師 2名、そのほか公認心理師、作業療
法士、社会福祉士、児童福祉司など多職種の参加
があった。

　来年度も行う予定なので、ご興味のある方はぜ
ひご参加いただきたい。

山口県医師会メールマガジンのお知らせ

　   山口県医師会では、メールマガジンにより会員の皆様へより多くの情報をお届けいたします。
   ぜひ、ご登録をお願いします。
 　  メールマガジン配信をご希望の方は、①又は②の方法でご登録ください。
 　　　①スマートフォンの方
　　　　右のQRコードからアクセスし、必要事項を入力してください。

 　　　②パソコンの方
　　　　yamajoho@yamaguchi.med.or.jpへメールをお送りください。
　　　　（折り返し、登録に関するご案内をお知らせいたします。）
   ・本メールマガジンは配信専用です。
   ・ご連絡いただきましたメールアドレスは本事業でのみ利用し、他に提供はいたしません。
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令和 7 年度令和 7 年度
第 56 回全国学校保健・学校医大会第 56 回全国学校保健・学校医大会

と　き　令和 7 年 11 月 22 日（土）10：00 ～と　き　令和 7 年 11 月 22 日（土）10：00 ～

ところ　パシフィコ横浜ノースところ　パシフィコ横浜ノース

第 1 分科会「からだ・こころ（1）」
１．「原則着衣」健診の現状と課題

京都府医師会・京都市学校医会　井本　雅美
　学校健診におけるプライバシー保護と正確な診
断の両立が課題となっている。京都市学校医会は、
文部科学省通知を受け、プライバシー保護のため
着衣健診を導入したが、正確な診断に支障が出た。
令和 6年度のアンケートでは、教職員による介
助が不十分で、着衣のままの検査による診断の不
正確さ、学校医の負担増が課題として浮き彫りに
なった。令和 7年度のアンケートでも同様の課
題が確認され、教職員の介助体制の強化、保護者・
児童生徒への事前周知の徹底が求められている。
学校医の負担軽減や精度の向上を図るには、教職
員や養護教諭の介助強化が不可欠で、トラブルを
避けるためにも、検査・診察の場においては学校
医と児童生徒以外の第三者の立ち会いは必ず必要
である。今後は、保護者・児童生徒への事前周知
の徹底により、健診の目的と方法への理解の促進
（着衣健診でのスクリーニングとしての限界も含
め）、また脊柱検査の機器導入や整形外科医の介
入、さらには学校保健安全法（施行規則）の見直
しを含めた制度変更が望まれる。
　質疑応答では、学校側の対応の温度差、看護師
の費用負担、学校医の報酬の問題などが議論され
た。

２．児童生徒のプライバシーや心情に配慮した
学校健診～令和 6 年度、川崎市の対応について～

川崎市医師会学校医部会　佐々木明德
　令和 6年度の川崎市学校健診は、文部科学省
の通知に基づき、児童生徒のプライバシーと心情
に配慮して実施された。しかし、学校ごとの実施
方法の違いや、保護者からの健診方法統一の要望
を受け、課題解決のため学校医への意識調査を実
施した。その結果、学校医の年齢層は 60歳代が

最多で、「児童生徒のプライバシーや心情に配慮
した学校健診」の情報については医師会メール
ニュースや学校からの連絡を通じて認識してい
た。健診では、着衣での待機や、心音聴診は衣類
内で行うなど、心情に配慮した方法が採用されて
いる。一方、運動器検診では、側弯症の見逃しを
防ぐため、背中を露出した状態での評価が必要と
された。LGBTQ などジェンダーや性自認に関す
る質問では、62%が「多様化している」と答え、
76% は「デリケートな問題である」と認識して
いたが、同時期に実施した養護教諭部会への調査
では、91%が「多様化している」と回答している。
学校医部会は、川崎市小児科医会・整形外科医会
と協力して「児童生徒等のプライバシーや心情に
配慮した健康診断」に関する共同見解を作成した。
学校医部会ホームページや学校医ニュースで公開
し、令和 7年度以降の学校健診の標準化に役立
てている。

３．学校健診方法の統一について（横浜 Ver.）
横浜市医師会　水谷　隆史

　文部科学省からの通達を受け、横浜市では盗撮
問題などを背景に、着衣での健診を基本とする方
針を決定。アンケートの結果、医師の間では脱衣
での診察を望む声もあったが、児童生徒や保護者
の理解を得るため、健診の意義や着衣での診察に
おける注意点をまとめた資料を作成し配布した。
学校健診に関して、健診方法の統一など、学校医
や学校の立場を踏まえて対応を行ったが、精度や
エビデンスの問題など課題が多いと考えられる。
時代の変遷もあり、実施内容や方法については国
ベースで再検討する必要があると考える。学校の
現場としては、実施時期や時間といった制限もあ
りきちんと対応できない側面がある。診察方法や
プライバシー配慮など、さまざまな課題が挙がる
ことでの学校医の負担感もある。学校医の学校健
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診に対する不安や不満が生じないためにも、学校
現場との意思疎通をより図っていきたい。
　質疑応答では、湾曲検査におけるデバイスの活
用について議論が交わされ、デバイスの統一化や、
養護教諭でも扱えるようなシステム開発への期待
が示された。

４．大阪府内における「5 歳児健診」実施現状
と今後の課題

大阪府医師会　森口　久子
　令和 5年度に創設された 5歳児健診の母子保
健医療対策総合支援事業を受け、大阪府は広域支
援を強化。令和 10年を目途に全員健診実施を目
指している。人口規模が大きい市町村では課題が
多く、健診医の確保、みなし健診の抽出基準、教
育委員会との連携が課題として挙げられている。
効率化のため、園医による内科健診や、保健師・
保育士の視点を取り入れた共通項目の設定が重要
である。守口市でのモデル事業を参考に、保護者
だけでなく園の意見も取り入れたアンケートを実
施。就学後支援につなげるため、教育委員会との
連携を強化し、小学校入学前に必要な情報を把握
した。小学校の先生へのアンケートでは、学習能
力だけでなく、生活面での自立や集団行動が重要
視されていることが判明。5歳児健診の情報は、
小学校、中学校、高校の内科検診へと活用される
ことが期待されている。健診実施及び健診後フォ
ロー体制には地域に根差した小児科医の協力が
不可欠であり、日本小児科学会、日本小児科医会
が協力してコンソーシアム体制を設置推進してい
る。日本医師会から発出された 5歳児健診推進
に関する要望を、大阪府医師会から市町村医師会
へ発出し協力を促している。課題解決のため、健
診データの柔軟な利用やフォローアップ体制の拡
充が求められている。

５．横浜市の公立小学校における成長曲線の活
用について
横浜市医師会成長曲線事業運営委員会　大川　拓也
　成長曲線は小児の成長を評価する上で非常に有
効なツールとなる。特に学校健診で活用すること
で市内の対象年齢の小児の多くをカバーすること
ができる。平成 17年度から成長曲線活用の方向

性が示され、平成 26年度には座高検査が廃止さ
れ、身長・体重の成長曲線が重視されるように
なった。しかし、具体的な活用方法は地域や学校
によって異なり、統一されていない現状がある。
成長曲線活用の意義として、大規模な母集団での
評価が可能であり、重篤な疾患の早期発見や、学
童期の心の問題への気づきに繋がる可能性が挙げ
られた。乳幼児の症例では、成長曲線の変化から
重篤な疾患が発見された例を紹介した。横浜市で
は、令和 6年度に 84.9% の小学校で成長曲線が
作成され、子供の健康管理プログラムが活用され
ている。受診勧告率は 50.4% と推測され、肥満
とその合併症、低身長症などが多く報告されてい
る。特に、学校の先生の負担軽減、受診の質の向
上、データの継続的な管理、民族性を考慮した評
価が重要である。横浜市では学校健診への成長曲
線の導入が進み、徐々に成果を上げつつある。た
だし改善しなければならない点も少なくなく、今
後もより良いシステムとして成熟するように学校
医やかかりつけ医、関係機関ともさらなる検討を
していきたい。

６．福岡市医師会小児生活習慣病検診 10 年間
の検討～コロナ禍後にやるべきこと～
福岡市医師会小児生活習慣病対策部会　青木真智子
　学校健診を入口とした、学童期の子どもたちの
健康問題への取組みについて述べる。2015 年か
ら学校での身長・体重データと心臓調査票を用い
て肥満度を計算し、保護者への注意喚起、学校医
との連携、専門医への紹介を行った。特徴は、分
かりやすいマニュアルと、日本肥満学会の基準に
沿った診断である。小学 4年生の肥満度別推移
では、コロナ禍以降に肥満が増加し、特に中等度・
高度肥満が顕著に増加、2次検診受診率の低さの
課題も存在する。データ分析からは、男児におけ
る腹囲 /身長比、肝機能の異常が肥満と関連する
ことが示唆された。早期介入の重要性、学校健診
の法制化、メンタルヘルスを含む特定健診への移
行を提言する。学校健診が、社会で行う特定健診
の役目を果たすべきである。そのためには、生活
習慣、睡眠やメディア時間、心の問題を問診に取
り入れ、かかりつけ医が介入し初期の段階でのサ
ポートをすべき時代になってきていると感じてい



令和 8年 2月 山口県医師会報 第1986 号

99

る。そのためには、学校保健安全法に小児生活習
慣病予防健診を取り入れ、標準化・予算措置、法
定化を定め、子どもと保護者と学校現場、医療現
場の認識を高める必要がある。
　質疑応答では、血液検査の重要性、学校薬剤師
による健康教育の必要性が論じられた。

７．緊急心電図ホットラインと再判読による学
校心臓検診の精度管理

まりこどもクリニック港南台　岩本　眞理
　1973 年の学校保健法改正で義務化され、
1993 年には心電図検査が導入された。横浜市で
は緊急心電図ホットラインにより、重症や緊急を
要する心疾患を速やかに専門医療機関の受診につ
ながる仕組みになっている。一次検診で 12誘導
心電図を実施し、小児科医と内科医が検診。二次
検診では小児科専門医による再判定が行われる。
緊急心電図ホットラインも設けられ、QT 延長、
不整脈、心不全などが抽出対象。2024 年度は 5
万人の受診者中、38名がホットラインに上がり、
うち 11名が専門医療機関を受診した。一次検診
の再判読率は 2.9%、再判読後要精検率は 1.5%
であり、受診医療機関は緊急度に応じて区分けさ
れる。専門医による再判読によって適正な精検率
を保っている。過去 7年の事例では、ST 上昇や
心筋症疑いから VT（心室頻拍）と判明した例も
ある。運動制限は病状により異なり、心房中隔欠
損症の治療適応例は 1～ 2年以内に治療を受け
た。
　学校医の所見も問診票に記載され、心雑音など
があればホットラインに繋がる。今後の課題とし
て、聴診の重要性が挙げられる。

[ 報告：理事　中村　　丘 ]

第 2 分科会「からだ・こころ（2）」
１．学校医による子どもの心の問題への対応状
況と意識調査

たくこどもクリニック　橋本　卓史
　2024 年 9月、川崎市の市立小学校・中学校の
学校医 158 名に対して、学校医の子どもの心の
問題への対応状況、意識についてアンケート調査
を行った。30名（内科医 15名、小児科医 12名、
その他 3名）から回答を得た（回答率 19%）。男

女比は4：1、医師経験年数の中央値は34年であっ
た。学校医の 36% が学校から神経発達症に関す
る相談を受けており、うち 57% が困難を感じて
いると答えていた。30% が不登校に関する相談
を受けていた。神経発達症に関する診療を行っ
ているのは 13%、学校と連携を行っているのは
37%で、困難を感じているのは 60%で内科医が
多かった。不登校に関する診療を行っているのは
30%、学校と連携を行っているのは 30% で小児
科医が多かった。学校医が子どもの心に関する専
門的知識を習得し、教師への適切なアドバイス、
専門医療機関への紹介を行うために、地域での研
修やネットワークづくりが必要と考えられた。

２．2024 年：中学生のメンタルヘルス
　　－コロナ流行 5 年目：男子の悪化－

うめもとこどもクリニック　梅本　正和
　2012 年から中学生のメンタルヘルスをみてい
る。コロナ前までの不安・抑うつ点数は 10点前
後であったが、コロナ以降上昇し、2022 年がピー
クとなり、コロナ前の 3倍となった。コロナ終
息後も改善傾向はなく高止まりで推移し、自殺
念慮率は不安・抑うつ点数と比例し、2024 年は
2023 年に比べ再びリスク率がやや悪化した。自
殺念慮率は2024年男子の悪化が見られた。不安・
抑うつと自尊感情の点数は反比例しており、自尊
感情が高いと不安・抑うつが低くなる。2024 年
は男子の自尊感情が大きく低下した。長野県の
中学生のデータでは男子のオンラインゲームの依
存が報告されている。男子はゲーム依存によって
メンタルヘルスの悪化が進んでいるのかもしれな
い。黙食もあり、リアルな交流の時間が減少し、
対人関係が構築できていないのではと思われた。

３．こどもたちが自分を大切にするために
　　東京都医師会・

学校精神保健検討委員会　川上　一恵
　東京都医師会では、学校医、児童精神科医、ス
クールカウンセラー、養護教諭を構成員とする学
校精神保健検討委員会を設置し、2年前本会で子
どもたちの心の状態に焦点を当てたブックレット
を作成したことを報告した。危惧した点は、子ど
もたちが「自分を大切にしていない、自分を大切
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にできない」状況にあるのではないかということ
で、SNS や動画サイトを利用する子どもの低年齢
化と長時間化による睡眠不足、摂食障害、自傷行
為が増加している。そこで「睡眠の大切さ」「デ
ジタルデバイス」「摂食障害」「自傷」に焦点をあ
てブックレットを作成することとした。従来の医
師に読んでもらうブックレットでは教師、保護者、
子どもたちになかなか伝わらないので、教師、保
護者から子どもに伝えてもらうように、一つの課
題について、子ども向け、大人向け（保護者、学
校保健に関係する医師、地域の大人）、学校の先
生向けと分けて記載し、東京都医師会のホーム
ページに PDF 化して掲載した。ぜひ多くの方に
使っていただきたい（https://www.tokyo.med.or.j 
p/wp-content/uploads/gakkou/application/pdf/
e4f50d7092facaca6e413ec86a9e314c.pdf）。

４．市立小中学校での 1 人 1 台端末を用いた
　メンタルヘルスケアシステム構築の取り組み

横浜市立大学附属病院精神科　石井　美緒
　横浜市立大学 COI-NEXT 拠点（若者の生きづら
さを解消し高いウェルビーイングを実現する共創
拠点）では横浜市教育委員会と連携し、市立小中
学校における GIGA 端末を活用したメンタルヘル
スケアモデル「横浜モデル」の構築に取り組んで
いる。2024 年度、小中各 1校のモデル校にて、
全校生徒 1,500 人を対象に予備調査を実施した。
毎日の気分の自己評価（「こころの温度計」）と月
1回の「こころの定期健診」を行い、心の状態を
可視化し、不調を早期に発見することを目的と
した。生徒の約 2割弱に中等度以上の抑うつ傾
向がある可能性が示唆された。抑うつ傾向が見ら
れる生徒はレジリエンス得点が低い傾向があった
が、ばらつきも大きく、約 6割の回答欠損が生
じたこと、回答内容の偏り（850 人中 150 人が
1か月間ずっと同じスコア）があり、慎重な解釈、
今後の精度向上、運用上の工夫が必要と考えら
れた。子どもたちの心の状態を正しく測るこころ
チェックのためには、子どもたち及び教員のモチ
ベーションと使いやすいツールが必要である。リ
テラシー教育では精神科医師や心理士による出前
授業や教員向けの研修動画を作成、配信して、生
徒・教員自身が「心の健康」や「横浜モデル」の

意義を自分のこととして捉えられるよう支援して
いる。児童・生徒へのインタビューや現場との対
話、教育委員会との密なディスカッションを重ね、
学校の導線に合ったツール作成やフィードバック
の方法の改善にも取り組んでいる。

５．18 歳未満の自殺未遂者に対する取り組み
東海大学医学部医学科総合診療学系　松成　夏美
　日本における自殺者数は、2003 年の 34,427
人を境に減少傾向にあるが、20 歳未満について
は 2016 年以降増加傾向で 2023 年は 810 人で
ある。10～ 19 歳の死亡原因は男女とも「自殺」
が最も多い。東海大学医学部付属病院高度救命救
急センターに搬送された自殺企図の疑いがある
患者について、精神科が治療介入して、本人及び
家族から自殺の動機や生活状況を聴取し、その内
容をもとに複数人の精神科医で精神症状や診断な
どの評価を行った。18 歳未満の患者は 90 例で
47% は精神科への通院歴はなかった。自殺動機
は家庭環境が多く、薬物使用による自殺企図が多
かった。再企図の高い患者は入院とした。退院後
69% の患者を精神科通院につなげることができ
た。課題として、退院後の地域の支援体制が整っ
ておらず、要対協の必要性、情報共有ができてい
ない、行政で成人の自殺未遂者への対策はあるが、
18 歳未満には対応していないことなどが挙げら
れた。

６．不登校児の健康診断受診の現状と対策
東京都医師会　弘瀨知江子

　東京都内 62市区町村の教育委員会に文書にて
不登校児童生徒の人数やその原因、健康診断実施
の現状と対策に対する考え方についてアンケート
調査を行った。41 市区町村の教育委員会から回
答を得た。不登校児の比率は小学校 2.2%（0 ～
3.2%）、中学校 8.0%（0 ～ 10.8%）、小学生は 6
年生、中学生は 1年生が最も多かった。不登校
理由は、学校に関わる状況では、学業不振とい
じめを除く友人関係をめぐる問題が最も多く、本
人に関わる状況では、無気力、不安と生活リズム
の乱れ、遊び、非行が 90% 以上であった。不登
校児童に対する健康診断実施は小学校 80%、中
学校 77% でされていたが、未受診者は小学校で
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24.6%、中学校で 38.1% あり、小学校では最高
105 人（76%）、中学校では最高 194 人（83%）
が受診していない地域があった。受診勧奨につい
ては、63% が校長名で文書を作成しており、校
長と養護教諭の連名が 29％あった。受診場所は、
学校医のクリニックが一番多く、次いで学校の
保健室、かかりつけ医のクリニックの順で、児童
生徒が行きやすいところで行うのがよいとの意見
も 24％あった。必要な診療科は内科・眼科・耳
鼻科の三科が必要と答えた教育委員会が最も多く
60％あり、次いで精神科を加えた四科が16%あっ
た。内科・眼科・耳鼻科以外の医師に対する報酬
については 40 地区のうち 11 地区で報酬の支払
いをしているとの結果であった。期間・場所を決
めて内科医、整形外科医、精神科医の三科の医師
が数時間集まって不登校児童・生徒を健診するこ
とが可能かどうかの問いでは不可能が 63%、検
討したことがないとの意見が 28%を占めていた。

７．教育委員会・学校医と地域中核病院が連携
した登校困難児童生徒への対応
東京都立多摩北部医療センター小児科　小保内俊雅
　不定愁訴を抱え登校困難に陥っている児童生徒
も多く、教育と医療との連携が必要と考えるが、
個人情報保護の観点から学校からの情報を中核病
院が取得することが困難なことが多い。東村山市
では行政が主体となり教育医療連携協議会を立ち
上げ、学校医・かかりつけ医が仲介役となり、学
校と地域中核病院が連携して対応している。自殺・
希死念慮、慢性的な頭痛、睡眠障害、起立性調整
障害、家庭内暴力などさまざまで一部は児童精神
科、こども家庭支援センターに介入してもらい、
要対協を開催して多職種により家庭の支援を行っ
た。

８．東村山市での学校教育を活用した中学生徒
に対する HPV ワクチン情報提供の取り組み

東京都立病院機構多摩北部医療センター小児科
　村田　　陽

　2023 年度から東村山市において、市、教育委
員会及び医師会の協力のもと、市立中学校全 7
校の中学 2年生にHPV ワクチンと子宮頸がんの
授業を小児科医師によって実施するプロジェクト

を開始した。授業前後に 4校でアンケート調査
を行った。授業前、女子におけるHPV ワクチン
の有効性への認知度は 53% で、定期接種者が主
に中学生女子であることへの認知度は 34％で
あった。一方、男子ではそれぞれ 19%、8%であっ
た。情報源は女子では親・家族が最も多く、テレビ・
ラジオが続いた。授業後HPV ワクチン授業を希
望する生徒の割合は女子で 89%、男子で 86%で
あった。HPV ワクチン接種に関心を持つ生徒の
割合は女子では授業前 53% であったが、授業後
89%に上昇し、男子では31%が 75%に上昇した。
学校教育を活用して中学生に情報提供できること
が期待でき、今後積極的に推進していく意義があ
ると考える。

[ 報告：常任理事　河村　一郎 ]

第 3 分科会　からだ・こころ（3）
１．子どもたちのせぼねを守る

徳島大学整形外科　酒井　紀典
　子どものせぼねにおける代表的な疾患として、
スポーツ障害では腰椎分離症、椎間板ヘルニア、
終板障害など、スポーツ障害以外では側弯症、斜
頚などが挙げられる。子どもの腰痛、特にスポー
ツ障害の発生には、前方要素と後方要素があり、
前方要素では椎間板ヘルニアや終板障害が、後方
要素では腰椎分離症が発生する。
　腰椎分離症の原因としては疲労骨折説が有力
で、日本の一般成人の 6%（男性 8%、女性 4%）
に認められる。分離症のうち 4割に腰痛がみら
れ、発生しやすい運動は、腰を反らす、ひねるな
どの動作で、それを繰り返すことにより椎弓に疲
労骨折が起こる。成長期に野球、サッカー、バレー
ボール、バスケットボールなどのスポーツを行う
ことで多く発生する。分離症が起こると、分離部
は偽関節となり炎症や骨棘形成が起こり、進行す
ると腰椎が前方にずれて、分離すべり症に移行す
る。分離症では 50歳以降に手術になる場合も多
く、子どものころに発生した分離症で、40～ 50
年経過した後に悩まされることになる。
　椎間板ヘルニアは椎間板から髄核が脱出して発
生するが、子どもで椎間板ヘルニアと診断された
もののなかには、MRI で椎間板ヘルニアに似た
像を示すものの、椎間板に変性はみられず、よ
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く観察すると成長軟骨の裂離が見られることが多
い。裂離した骨片が椎間板ヘルニアと類似した画
像所見を示し、脊柱管内に存在すると、子どもで
も脊柱管狭窄症を起こすこともある。
　いずれの疾患においても、早期発見・診断ある
いは予防が重要であり、そのためには定期的な検
診や指導者・保護者による観察が必要である。子
どもの場合、違和感や張りがある場合はイエロー
カード、痛みがあればレッドカードと考える。

２．岐阜県養老町における運動器検診の工夫
　　「子どもロコモ予防」活動

養老整形外科クリニック　石井　光一
　「子どもロコモ」は「姿勢不良や運動不足又は
使いすぎにより、運動器機能不全をきたしている
状態」で、バランス能力の低下、柔軟性の低下、
反射機能の低下、使いすぎ症候群が生じる。
　岐阜県養老町では「子どもロコモ予防事業推進
委員会」を設立し、「運動器検診～子どもロコモ
予防の一体的活動」を行っている。学校保健調査
票の運動器関連の質問項目に、ロコモ評価項目を
加え、さらに足部の変形を加えて、「運動器と子
どもロコモについての問診票・保健調査票」とし
て使用している。問診の結果どれか一つでも問題
のある児童・生徒は、検診医が実際にその動作を
確認し、①子どもロコモではない、②子どもロコ
モだが精査は不要、③子どもロコモの精査が必要、
に分類し、③は整形外科受診を勧め、①と②はポ
ピュレーションアプローチとしている。子どもロ
コモ予防の事後指導は、当初は②の子どもロコモ
だが精査は不要の子どもたちに対して行っていた
が、現在は養護教諭及び担任の先生に講義と実践
の指導を行い、全ての児童・生徒に対して予防の
取組みを行っている。
　各校では各々の実情に合った実践を行ってい
る。子どもロコモ体操を行う時間を工夫したり、
独自の体操を作る学校もある。また、PTA での
活動や、養老町全体でも体を動かす啓発を続けて
いる。年 1回ロコモ通信を作成し、理解を深め
る取組みもしている。
　運動器検診の問診は、2024 年より Google
フォームでの問診とした。評価方法の説明も動
画を貼り付け、動画を見てから評価できるように

してある。保護者の評価では 3分の 2が Google
フォームの方がよい・ややよいと答えたが、養護
教諭からは良い点と問題点の指摘がある。
　本年度の委員会では、教職員に対する研修を
Web で行うための指導動画の作成や、子どもロ
コモ体操動画のホームページへのアップを行うこ
ととしている。

３．学校運動器検診「横浜市モデル」の挑戦と
展望

つちはら整形外科クリニック　土原　豊一
　子どもたちの運動器には、スポーツをほとんど
やらない子とやり過ぎの子の 2極化の問題、「子
どもロコモ」の問題がある。運動能力に関しても
2極化は認められ、競技レベルは上がっている一
方で、学校管理下でのケガの発生件数は増加して
いる。
　2010 年代に入り、朝礼で立っていられない、
足がすぐつる、和式トイレが使えない、倒立する
子を支えられない、雑巾がけができない、転んだ
ときに手がつけない、キャッチボールでボールを
顔に当ててしまう、といった学校現場の報告が増
えている。これらは、身体のバランス・柔軟性の
低下と反射神経（危険回避能力）の低下をあらわ
しており、「運動器機能不全」の症状である。
　運動器検診の大事なことは、保護者が参加し、
側弯症や運動器機能不全の事前チェックを行うこ
とにある。子どもの身体の健康を守る基本は家庭。
学校や医療機関だけでなく、家庭、社会が一体と
なって子どもの運動器を支えるシステムを作るこ
とを目標としている。運動器検診は、家庭から提
出された生徒保健調査の情報を元に検査を行う。
よって、家庭での事前調査が非常に大事となる。
運動器検診の最大の問題点は、保護者が調査票
にしっかりと記入をしていないことである。保護
者と検診医との一致率は 80%という報告がある。
保護者と検診医とのダブルチェックにより、より
正しい抽出ができる。
　横浜市では 2021 年度より学校運動検診「横浜
市モデル」として、栄区の小学 5年生と中学 1
年生を対象に整形外科医による検診を開始した。
その後対象を拡大し、2024 年度は緑区、戸塚区
を含む 3区で中学 1年生を検診した。異常所見
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率は約 10% で推移し、検診医間のばらつきも少
なく、制度としての安定性が示された。疾病的中
率は約 70% と高く、運動器疾患の早期発見に大
きく寄与している。一方、時間の確保、マンパワー、
予算などの問題があり、全区展開は厳しい。
　今後は、運動器検診（保健調査票でのチェック）
の重要性と方法を内科学校医へ講習を行い、2次
検診を行う整形外科医へは周知を行う。また、養
護教諭、担任教師、保護者への啓発を進める。一
方、脊椎側弯症は検診項目の精度を求めて検討を
進めなければならない。「モアレ」での検査は実
現が難しそうなので、横浜市では「スコリオデバ
イス」を用いた検査の検討を開始した。

４．学校生活管理指導表からみた広島市の食物
アレルギーの変遷

広島市医師会　村上　洋子
　食物アレルギー児が安全な学校生活を過ごす
うえで、生活管理指導表の役割は大きい。今回、
2013 年から 2023 年の期間、広島市内の公立小・
中学校で提出された生活管理指導表、また教育委
員会より提供された食物アレルギー発症事例を解
析した。
　アレルギー生活管理指導表の提出率は、2013
年は小学校 1.7% で、その後徐々に増加し、
2019 年以降は 3.0% 以上となり横ばいとなって
いた。中学校では 2013 年の 0.5% から年々増加
し、2023 年は 1.9% であった。疾患の内訳は、小、
中学校ともに食物アレルギーが最多で、2023 年
は小学校で 95.2%、中学校で 94.5% を占めてい
た。食物アレルギーの原因抗原の上位 3位は、
小学校では 2013 年は鶏卵、牛乳、甲殻類だっ
たが、2023 年は木の実類、鶏卵、果物で、木の
実類が 8倍も増加していた。中学校では、鶏卵、
甲殻類、果物であったのが、果物、牛乳、鶏卵と
なり、果物が 7.2 倍増加していた。
　緊急時に備えた処方薬については、抗ヒスタミン
薬（エピペン）の処方は年々増加していた。特
にエピペンは、小学校で 14.6% から 78.7%、中
学校で 36.4% から 71.0% まで増加していた。食
物アレルギー症状が疑われ救急搬送された事例
は、この 11 年間で 67 件、年間平均 6.1 件を認
めた。誘発事例は男児が多く、どの学年において

も認めていた。時間帯は、昼休憩、給食時が多いが、
午前中や給食外に起因するものもあった。11 年
間でエピペンを施行されたのは 19 例で、12 例
は学校教員により接種され、10 例が養護教諭に
よるものだった。
　生活管理指導表の提出率は全国調査とほぼ同等
だったが、エピペン保有率は全国よりやや低かっ
た。エピペンの接種者に関しては、学校職員が接
種した割合が全国よりも高く、学校職員の意識が
高いことが考えられた。一方で、本人による接種
は全国よりも低く、本人への教育が十分行われて
いるか疑問が残る。医療側は、診断と同時に症状
出現時の対応方法について、患児や保護者に対し
て指導していく必要がある。

５．1 コマ（45 分枠）で開催する教職員向けア
レルギー対応研修の設計・実施

十日市場こどもクリニック　奥　　典宏
　文部科学省が公表した「学校給食における食物
アレルギー対応指針」で学校が取り組むべき内容
の項目に「定期的な研修会の実施」が記載されて
いる。現在、神奈川県内の小中学校や行政機関、
保護者などからの要請に応じ、アレルギー対応研
修を行っているが、今回は 1コマ（45 分枠）で
実施した教職員向けアレルギー対応研修の設計と
その成果を示す。
　校医を務めている小学校に対して、新たに所要
時間 60分のアレルギー研修開催の打診をしたと
ころ、1コマ 45 分以内に収めることを条件とす
る依頼を受けたが、従来通りの形式のまま実施す
ることは難しいと判断した。そこで、従来は講義
形式で行っていた食物アレルギーの症状や対応に
関する事項、すなわち知的技能に関わる内容は事
前教材として 1週間前に配布し、予習していた
だく方針とした。また、研修開始時に行っていた
開始前アンケートも、研修前に回答していただい
た。当日は、ビデオによる判断演習と模型を用い
た実技を中心に構成した。研修終了前に再度アン
ケートを実施した。
　今回の研修・教材設計は、教育工学の一分野で
ある研修設計学に基づいて行った。まず、学習目
標を設定し、次に研修直後に学習目標を達成でき
たかどうかを確認する事後テストを作成し、最後
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に事後テストの合格基準を満たせるような教材・
研修内容を作成するのが適切である。つまり、最
初から教材内容を作るのではなく、まず学習目標
（ゴール）を設定するほうが効果的な教材を作り
やすい。
　今回は学習目標を「重症アレルギー（アナフィ
ラキシー）に対して救急車を呼ぶ、エピペンを打
てるなど、小学校の組織として適切な対応ができ
るようになること」と設定し、「重症アレルギー
に対して教員個人が適切な対応を理解し行動でき
ること」に絞った内容の研修とした。実際の研修
では、ビデオ教材を使用し症例についての対応を
議論するグループ討論と、エピペントレーナー（模
型）を使用する実践演習により擬似経験を積む方
略を採った。研修結果より、知的技能の分野に関
する教材と事前アンケートは事前学習教材として
事前配布しておき、研修ではグループ討論と実技
演習、実践演習に絞れば、この研修は 45分間で
十分に開催可能であると考えた。

６．横浜市学校腎臓病検診の工夫と実績
　　横浜市学校腎臓病検診判定委員会

委員長　藤原　芳人
　横浜市は公立の小、中、高等学校を対象として、
昭和 49 年から検尿制度を開始し、昭和 60 年か
らは現行の検尿以降の事後措置を構築した。
　検査機関は、神奈川県予防医学協会に委ねてい
る。本協会は一次、二次検尿の収集については学
校を巡回することなく、一校一単位で尿の収集を
して協会に搬送し迅速に検査を実施している。三
次検査医療機関は、公平性を考慮して市内全域に
配備した。
　新年度の検尿開始後、夏から秋にかけて三次
検査医療機関からの結果を予防医学協会に集約
して、漸次 4回の判定委員会を実施し、翌年の 2
月末に経過報告も兼ねて最終委員会を行い、計 5
回の判定委員会を実施している。委員会では、検
査結果からの診断と生活管理判定区分を提案し
て、委員会としての判定としている。各年度の検
尿開始から、「緊急連絡」基準を設けており、蛋
白スルホ法で 4＋、3＋かつ潜血などについては
判定委員会を介さず、三次指定医療機関への受診
を促している。他に、二次検尿での軽微な尿所見

陽性者については別途機会を設け、「検尿結果の
みの判定会」を 3回開催している。
　診断される疾患は、無症候性血尿が最も多く、
家族性血尿、起立性蛋白尿、左腎静脈還流異常、
尿路感染症など、外来で経過観察に留まるものが
多い。医療管理の対象となる疾患としては、急性
腎炎、ネフローゼ症候群、紫斑病性腎炎、IgA 腎炎、
膜性腎症、C3腎症、FSGS（糸球体硬化症に伴う
ネフローゼ）、Alport 症候群、水腎症などがほぼ
毎年検出される。年度により、常染色体優生遺伝
多発性嚢胞人、低形成腎、Dent 病、Drash 症候群、
Epstein 症候群なども検出されている。
　近年、小児期からの腎透析対象疾患として
CAKUT（先天性腎尿路系奇形）が問題視される
ようになった。ただ、CAKUT の早期発見につい
ては、希釈尿であるうえ微量の蛋白尿である場合
が多く、既存の尿検査のみでは発見するのは困
難である。形態学的異常の発見に有用な腎エコー
もコストとマンパワーの問題より実現できていな
い。軽度の蛋白尿症例には低形成腎や逆流性腎症
なども想定されるため、令和元年から、試験紙法
判定量 P/C 比法式を採用した。結果、P/C 比 0.3
の希釈尿症例で腎機能低下例が発見され、微量蛋
白尿症例にはDent 病も多く検出されている。
　二次検尿や三次検尿で要受検者であるにもか
かわらず、検尿の提出がない者も多い。2024 年
度の二次受診不明者は 825 名で、追跡調査では
通院中の者、転出、退学、休学、卒業などの者以
外で受診不明は 476 名であった。三次受診不明
者は 180 名で、追跡調査でも不明、未受診は 68
名であった。要受診者の未受診、不明者が毎年の
課題である。

７．横浜市児童・生徒学校検尿における糖尿病
検診の 43 年間の成績

　横浜市立大学附属市民総合医療センター
　小児総合医療センター　志賀健太郎

　横浜市では、学校検尿における糖尿病検診を
1982 年より開始している。現在、学校検尿糖尿
病検診の手順は自治体ごとに異なっており、A方
式とB方式に大別される。横浜市は、一次検診（学
校検尿）で尿糖陽性を認めた者を全例精査の対象
とする A方式に準拠して行っており、一次検診
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で尿糖陽性者に対して、二次検診では簡易経口ブ
ドウ糖負荷試験を行い、境界型、糖尿病型を示し
た者に対して専門医療機関での三次精密検査を施
行している。
　43年間の二次検診対象者の受検率は50.3%で、
三次精密検診対象者の受検率は 89.5% であった。
二次検診、三次検診を通じて105例の1型糖尿病、
409 例の 2型糖尿病（うち非肥満 127 例、肥満
282 例）を診断した。2型糖尿病は、1982 年か
ら 1996 年、2003 年から 2008 年にかけて増加
傾向を、2000 年から 2003 年にかけて減少傾向
を認めた。1型糖尿病は 2005 年ぐらいから増加
傾向を認めている。
　2型糖尿病の発症率は年間平均 3.23 人（10万
人対）であった。B方式の東京都からの報告とほ
ぼ同様の成績で、増減のパターンも共通している
ことから、何らかの社会的背景の存在が推測され
る。1型糖尿病も年間平均 0.83 人（10 万人対）
と比較的少数ではあるが見つかっている。ほとん
どは偶然発症時期が検尿の時期と重なった急性発
症型と思われるが、一部に緩徐進行 1型糖尿病
と思われる症例も見られる。2006 年からは一次
検診で尿糖強陽性（4＋）を示した者を直接三次
検診対象としている。偶然性の要素はあるものの、
学校検尿は 1型糖尿病の早期発見にも有効であ
ると考えられる。

８．検尿判定委員会から緊急連絡を行った事例
5 年間の検討

岐阜県総合医療センター小児科　松隈　英治
　岐阜県医師会では 2004 年より地域医師会に学
校検尿判定委員会を行うようにお願いをしてい
る。学校の一次検尿で陽性だった児童生徒に関
して二次検尿が行われ、6月から 7月にかけて判
定委員会第 1期が開かれ、医療機関受診か、異
常なしかが判定される。結果は学校を経由し児童
生徒に返却される。医療機関を受診すると管理表
が記載され、それをまた学校で回収し、第 2期
の委員会で評価され、適宜主治医に結果が知らさ
れるシステムとなっている。尿糖 4＋、尿蛋白
4＋など特に所見の強い生徒児童に関しては、学
校に緊急連絡を行い、速やかに医療機関を受診で
きるシステムとしている。

　2020 年度から 2024 年度の 5年間で、緊急連
絡となったのは、糖尿病の疑い 36例、ネフロー
ゼの疑い 9例、腎炎の疑い 2例であった。尿糖
4＋での緊急連絡が 77％で、うち 51％が糖尿病
の診断となった。尿蛋白 4＋で緊急連絡となっ
た事例には、重大な疾患はなかった。
　糖尿病に関しては今回の緊急連絡システムは非
常に有用であることが示された。緊急連絡を行っ
ても受診行動のみられない事例を、いかに受診に
つなげるかが課題として考えられた。

[ 報告：理事　木村　正統 ]

第 4 分科会「耳鼻咽喉科」
１．健康教育に関して保護者向けのアンケート
結果について

ヤタケ耳鼻咽喉科医院　矢武　克之
　保護者向けにアンケート調査を行い、どのよう
な健康教育の内容、配信方法が保護者の参加に繋
がるか検討した。
　回答者数は 93 名。Web アンケートで行った。
希望のテーマ、実施時間帯、実施方法などを尋ね
た。配信方法の希望で一番多かったのは、動画に
よる配信である。自分で作成した健康教育の動画
をQRコード化し、養護教諭にそのQRコードを
健康だよりに掲載していただいている。これが希
望としては一番多く 74%。次に、対面による配
信方法が 16%、オンラインによる配信が 10%で
あった。
　対象は、保護者と児童がよいという答えが
69%、児童のみがよい 19%、保護者のみでよい
が 12%。実施する時間帯は、午後がよい 57%、
午前がよい 25%、夜がよい 3%、特にないは
15%であった。
　希望のテーマは、耳鼻科に関する内容が一番多
く、耳、鼻、喉、まんべんなく分かれた。次いで、
性教育や婦人科領域、コロナ・インフルエンザな
どの感染症、スマホ・タブレットの影響、熱中症
などであった。
　保護者からの自由意見としては、参加が難しい
ので健康だよりの動画配信がありがたい。先に児
童が授業済みでも、動画配信は夢中になり教えて
もらって覚えたことを保護者に話してくれるので
コミュニケーションにも繋がる。子どもからする
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と、直接授業の方がありがたいが、動画配信でも
よい。学校に行けないと聞けない環境にはして欲
しくない。誰でもいつでも動画を視聴でき、過去
動画が見られるような状況にして欲しい。子ども
たちが直接医師の話を聞くことはないので、対面
式の授業の方が心に残るのではないかと思う、な
ど。今後の開催については、定期的にやって欲し
い、不定期でもいいのでやって欲しいという意見
が 98%を超えた。
　SNS などで多くの医療情報が入手可能である
が、学校医から直接情報を聞きたいという意見が
あり、参加率は低いものの、実際は参加の必要性
を感じていると思われる。
 
２．徳島県における耳鼻咽喉科学校医の配置状況

徳島県医師会学校保健委員会　島田　亜紀
　2年前の日耳鼻・臨床耳鼻咽喉科医会学校保健
委員会の全国調査で、公立の小中学校における耳
鼻科学校医の配置率が全国平均 79.8%、そして、
徳島県は 82% であったが、耳鼻咽喉科学校医の
偏在や高齢化、過疎地域の学校医の配置困難につ
いての問題点が挙げられていた。
　徳島県は人口 70万人で年間出生児数 3,700 人
程度と徐々に減少しているが、耳鼻咽喉科の現状
としては、専門医の 63人、医会の会員数 A会員
33 人、B会員 45 人、計 78人おり、開業医院が
34、大学は徳島大学のみである。そして耳鼻咽
喉科の常勤医師がいる総合病院が 5病院である。
学校医の再配置の際の対策を検討する目的で、学
校医に対してアンケート調査を行った。
　回答者は開業医 40名（1名は学校医をしてい
ないため除外）、常勤医のいる 5総合病院から得
られたが、県立病院や市民病院は健診への従事を
禁止されていることが分かったので 3病院を除
いて 2病院、そして 1大学病院を対象とした。
　内容は、学校健診の数、全員健診・重点的健診
の別、年間出務回数などである。開業医で 265
校を担当し、総合病院では 28校、大学病院は 8
校で、学校医未配置校の健診医はすべて徳島大学
から派遣され（41校）、約 42％が健診医であった。
　開業医は 1人あたり 6.6 校を担当していた。徳
島市の会員 21人が約半分を占めており、充足し
ているが、平均 5校（1～ 13校）であった。10

校以上は 1名のみあった。離れた郡市町村の開
業医は地域の多数の学校を担っている。
　令和 5年度の全国調査時には、小学校 27 校、
中学校 17校で学校医の配置があったが、その多
くは内科医、小児科医による耳鼻科健診が行われ
ていた。2年後の今回の調査では、配置校が小中
で 4校ずつ増え、配置校のすべてに徳島大学か
ら健診医が派遣されていた。
　出務回数は、265 校に対して年間 329 回開業
医が行っていた。特別支援学校の健診は 4校で、
複数回健診をしていたが、なかなか病院に受診で
きない児童が多いので、全学年健診することと、
小中高を分けて健診していた。高等学校では、1
年生の重点的健診が主である。1学年あたりの人
数が多いので、複数回に分けないと難しいところ
もあったが、全学年健診をしている学校医もいた。
　就学時健診は 61校で行われていたが、特に児
童生徒の人数が少ない地域では参画していない
という地域が見られた。就学児健診では各科の医
師が同じ場所に、同じ時刻に集まらなければなら
ず、予定調整に苦労することがあるようである。
教育委員会がその市の複数の小学校入学予定児を
1か所に集めて就学児健診を行っているところも
あった。
　今後、教育委員会や医師会から校医の推薦依頼
があったときに、校数が少ない先生には積極的に
声掛けして推薦することを検討していることと、
閉院して退任してしまう開業医の先生には学校
医を継続してもらえるようにお願いする予定であ
る。
 
３．札幌市立高等学校の耳鼻咽喉科検診の現状
報告

札幌市学校医協議会　高木　摂夫
　札幌市には、市立の高校が 8校、道立が 2校、
私立が 17校あり、約 4万人の高校生がいる。市
立の高校については平成 14年より耳鼻咽喉科学
校医が配置されているが、道立、私立については
今後の課題となっている。
　市立の高校の耳鼻咽喉科健診は、入学時に高校
1年生全員に実施している。聴力検査は 1年生と
3年生に行われている。各学校で学校保健委員会
が開催されており、耳鼻科の学校医も参加し、感
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想を述べる機会がある。
　令和 6年度の耳鼻咽喉科健診結果に関して 7
校から情報を得られた。受検者数は 1,849 名で、
有所見者は 203 名（11.0%）。内訳は、耳疾患
93 名（5.0%）、鼻・副鼻腔疾患 100 名（5.4%）、
咽頭疾患 3名（0.3%）であった。聴力検査の有
所見者も少なく 1年生、3年生ともに 6名（0.3%）
であった。
　健診の時間については、生徒数によって、少な
いところで 1.5 時間程度、多いところで 3.5 時間
程度であった。
　以下、出された意見を列挙すると、健診の対
象学年については、札幌市は 1年生全員を対象
とする現行方式で特に問題はないが、1年生は全
員、2～ 3年生は有所見者に限定すべき。健診ス
タイルは小中学生と同様の形式で問題なく、希望
者に対しては医療相談的な形式を導入することも
検討に値する。健診に対して否定的な意見は少な
かったが、有所見者も少ないということで、必要
性について疑問を感じている。都市部に関しては
自主的な受診が可能であることから見直す必要が
ある。慢性的な鼻閉など、自覚症状に乏しい疾患
もあるため、健診で指摘する必要がある。鼻・副
鼻腔疾患は学習に対するQOLを低下させるため、
健診を受診のきっかけとして活用すべき。健診の
結果は家庭との連携を図るうえで有意義ではない
か。高校生の耳鼻咽喉科の健診では、内科健診ほ
どプライバシーに配慮する必要はないと思ってい
たが、男女混合の健診では男子の存在を気にする
女子生徒もいるため配慮した方がよい。有所見者
に対して、自覚症状を聞いてみることでより効果
的な保健指導が可能になる。

４．「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」2025 年
改訂版について

朝比奈耳鼻咽喉科医院　朝比奈紀彦
　学校保健安全法施行規則第三条に、健康診断の
方法や技術的な基準が書かれている。例えば、聴
力はオージオメータを用いて検査を行い、左右
別々に聴力障害の大きさを判定すること、あるい
は、健康診断は毎学年全員を対象に、6月 30 日
までに行うこととも法律で一応決められている。
　これらを踏まえて、まず 1995 年に、日本学校

保健会が「児童・生徒等の健康診断マニュアル」
を発行した。その後、いろいろ検討を加えた結果、
2014 年に児童生徒の健康診断マニュアル改定版
が発行された。ただ、このマニュアルは全科を対
象としており、耳鼻咽喉科の保健調査票や検査項
目などの内容は十分とは言えなかった。そこで、
2016 年 3月、日耳鼻学校保健委員会は「耳鼻咽
喉科健康診断マニュアル」を発行した。
　この時は、保健調査票の充実、スタンダードな
健診の実施、受診判定基準の共有、適切な事後措
置を講じることなどに重点を置いて作成された。
しかし、時代の流れとともに学校保健の状況が変
化し、健康診断の結果に地域差・個人差が出ない
ようにマニュアルを作ったものの、相変わらず差
があるため、再度検討を重ね、2025 年の 3月に
改定版を発行した。
　改定版で特に注目されるのが、耳垢栓塞とア
レルギー性鼻炎の判定基準の見直しである。前の
全国定点調査の結果では、小学生の耳垢栓塞では
地域別の有所見者数に差があった。同様にアレル
ギー性鼻炎にもかなり差があった。マニュアル
の改定内容について、従来は耳垢のために鼓膜の
診察ができないものも扱っていたが、過剰なスク
リーニングであるため、疾患名としての耳垢栓塞
以外に「耳垢等により鼓膜の観察ができない」と
いう項目を新たに追加した。同様に、アレルギー
性鼻炎の判定基準は、学校健診において慢性疾
患のみを前提とし、急性疾患は除外する、いわゆ
る風邪による急性症状は判定対象外である。また
学校生活において指導が必要で早期の治療が必要
な場合は所見ありとして通知することを前提とし
ている。また、鼻アレルギー診療ガイドラインの
所見の程度分類では 3プラスを基準としている。
　その他、「アデノイドの疑い」を「アデノイド
増殖症の疑い」と修正し、判定基準の内容も修正
している。それに伴い主な疾患名の説明も修正し
た。さらに、音声言語異常はしっかり検査するこ
とが求められている。初版のマニュアルでも重要
性を明記したが、相変わらず行っていない医師が
3分の 2というアンケート結果もある。理由とし
ては時間的余裕がないことや、検診の仕方が分か
らない、法律的に検診が必要と分かっていないな
どが多い。
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　これらを受けて改定では一部修正し、実際の方
法について詳しく解説を行っている。その他にも
重点的健康診断、学校健診の結果や報告書の内容
についても多くの点で修正を行い、現在の学校保
健の情勢に合った内容にしている。

５．大阪府下 5 大学病院の耳鼻咽喉科医師学校
健診参加状況について

　　大阪府医師会学校医部会
耳鼻咽喉科対策委員会　村本　大輔

　令和 5年に日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・
日本臨床耳鼻咽喉科医会学校保健委員会が実施
した調査によれば、公立小中学校における耳鼻
咽喉科学校医配置率（以下、配置率）の全国平均
79.8%、耳鼻咽喉科医による耳鼻咽喉科学校健診
実施率（以下、実施率）の全国平均は 88.8% と
報告されている。大阪府では配置率 75.5%、実
施率 100%であった。
　勤務医の健診参加状況とその課題を明らかにす
ることを目的にしてアンケート調査を行った。大
阪府内 5大学（大阪大学、大阪公立大学、大阪
医科薬科大学、関西医科大学、近畿大学）の耳鼻
咽喉科教室が対象である。
　調査は2回に分けて行った。1回目調査の結果、
5大学すべてが公立小中学校の健診に参画してい
ることが明らかとなった。1回目の調査では、出
務実態、学校種別、関与している学校の総数、総
出務回数、出務している医師数、職員、教職員の
総数等を調査し、それらを踏まえて 2回目の調
査で、健診にいつごろから関わっているか、どの
ような経緯で開始されたか、健診出務に伴う手当、
6月 30 日までという健診期日に対する意見等を
伺った。
　5大学すべてで、学校医への委嘱は受けていな
かった。対象校は各大学の所在自治体あるいは
近隣自治体であり、近畿大学は大学所在地から
100km以上離れた和歌山県東牟婁郡串本町の全
小中学校を担当していた。
　担当校数は 6～ 35校であるが、大阪大学は茨
木市の学校総数の 76.1% を受け持っていた。健
診に従事する医師の割合は 46.7 ～ 93.3% で、大
阪公立大学では教授以外のほぼ全員が出務してい
た。

　健診出務で困っている医師がいるかという質問
に対しては、3大学がいると回答した。6月 30
日までに健診を終えなければならないという法律
上のルールについては、3大学がもう少し余裕が
欲しいと回答した。
　本調査により、大阪府内 5大学耳鼻咽喉科教
室がいずれも 10年以上にわたり地域の学校健診
に継続的に参画していることが示された。一方で、
医師数に限りがある教室では 1人あたりの担当
校数が増加し、出務負担感が生じていた。また、
健診のみを担う立場では公務災害補償を受けられ
ず、制度的課題も明らかとなった。さらに、法定
期日が 6月 30日と限定されていることも、大学
勤務医にとって業務負担を増加させる要因である
と考えられる。
　全国的には開業医による学校医離れが顕著であ
り、耳鼻咽喉科学校医不在の自治体が問題となっ
ている。今後の持続可能な学校保健体制の確立に
は、これまで同様に大学教室が健診参画を継続し、
若手医師に学校健診の重要性を認識してもらうこ
とは有効である。大学勤務医による健診参画は地
域学校保健維持に不可欠であり、全国的な拡充が
望まれる。

６．花粉症重症化ゼロ作戦　～学校医の役割
大島耳鼻咽喉科気管食道科クリニック　大島　清史
　日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会では花粉症重症
化ゼロ作戦を立ち上げ、患者・市民、医師・医療
機関、小児など、それぞれを対象とした対策を検
討・実施している。
①患者・市民に対して
　重症化の QOL への影響の理解を図り、適切な
診療の必要性を啓発する。啓発のために、ホーム
ページやロゴ、ポスターの作成、SNS の活用、講
演会などを行う。また花粉症に関連する企業の協
力を仰ぎ、製薬会社のみならず、空気清浄機、マ
スク等、日常生活の中でも抗原の回避等、花粉症
対策の啓発を進める。
②医師・医療機関に対して
　鼻アレルギー診療ガイドラインを参考にした花
粉症診療の均てん化を図り、花粉症診療の底上げ
をする。そのために、学会・医会活動の中での講
演や、初期療法・舌下免疫療法・生物学的製剤の
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普及プログラムの構築を進める。また、薬剤師・
看護師等の他職種との連携を図る。
③小児に対して
　小児花粉症への先制医療を行うことで、ライフ
ステージを通じた重症化ゼロを目指す。医師に対
しては、小児アレルギー性鼻炎診療の手引きの普
及を図る。また、特に、児童生徒等、その保護者
や、教育関係者に対しては、学校保健での活動が
重要となる。

７．「睡眠障害と学校健診について」
 －学校健診で睡眠時無呼吸を発見するために－

川崎市学校医部会　吉川　琢磨
　学校健診の健康質問票で、「いびき」の訴えが
多くなっているが、実際に学校医が受診につな
げる行動を取れていないのが現状である。学校で
の診察だけでは、診断記録用紙に睡眠時無呼吸症
（OSA）の診断項目もなく、実際に受診するよう
に誘導する流れを作りにくいと感じている。
　川崎耳鼻医会の承認を得て、川崎市内の学校医
にアンケートを行った。OSA の診断をどうして
いるか、全員で PSG 検査を行って診断している
のか、病院に紹介するのか、またその他の方法は
何かなどを伺った。学校健診では、演者は扁桃肥
大をつけているが、アデノイド疑いをつける形が
あるかもしれない。
　アンケートは FAXか Google フォームで、回答
する形にした。実際の回答率は 58 名中 33 名で
56.9% であった。FAXが 13 名であった。母子手
帳の改定について、ご存じの方はわずか 2名で、
31名の方は「知らなかった」と回答した。
　新しい情報の入手方法は、インターネットや自
ら専門サイトで調べるという方が 7名、学会や
学会誌が 11 名であった。日常診療での OSA を
どうしているかというと、自院で PSG 検査機器
を持っていて患者に貸し出しているのが 15%、
外注会社に借りているのが 39.6%、あと半分は
病院に紹介している。
　問題点として、学校健診の仕組みで、感染症が
流行するたびの学校閉鎖など、健診の限界がある
のではないかと感じた。

８．学童期の聴力調査について
　　～保健調査票から～

東京都医師会　市川　菊乃
　東京都の出生時の ABR、OAE の実施率は資料
によると 96.2% となっている。要精査のうちの
9割が確認検査を受け、要精査の 9割が精密検査
を受けている。要精査児の未受診を減らすべく、
産科、小児科、耳鼻咽喉科の連携の計画が進めら
れているが、1割ずつドロップアウトしていくの
も現実である。
　一方、学童期の聴力評価においては、保護者の
提出する保健調査票や健康調査票の情報に頼るこ
とが多い。東京都の各区市町村教育委員会が使用
する保健調査票は統一されていないのが現状で、
今回採用されている保健調査票を資料として提出
していただき、耳鼻咽喉科に関する項目の検討を
した。
　提出を依頼した 62 団体のうちの 39 団体から
提出され、その形式は多様であり、比較可能な科
別の項目になっている 29団体の調査票を検討し
た。総項目数 766 のうち内科 266（34.7%）、耳
鼻咽喉科 171（22.3%）、眼科 129（16.8%）、整
形外科 122（15.9%）、歯科 78（10.3%）であっ
た。耳鼻咽喉科の 171 件の項目の内訳は、耳 46
（26.9%）、鼻 73（42.7%）、のど 52（30.4%）であっ
た。項目数はできるだけ少なく、より正確に学童
の状況を把握できる内容の項目が理想である。
　耳は 2項目で聞いているところが一番多く、
鼻の場合は 3項目あるところが 11 地区あった。
耳については、「聞こえが悪い」「耳鳴りが出る」
「耳が痛い」「中耳炎になりやすい」がしばしば書
かれていた。鼻は、「くしゃみ、鼻汁が出る」、「口
を開けている」、「アレルギーと診断されている」
など、項目が多い。「アレルギーで通院中」とい
う項目では、既往歴なのか現在の状況なのかがあ
いまいになっていると感じた。
　アレルギー性鼻炎に関して、学校生活に支障を
きたす可能性があるものをピックアップするが、
診断をするものではないということを 1回確認
した方がよいと思われた。
　地区医師会で推薦があって学校医になるので、
地区医師会に入らない耳鼻科医がいることと、学
校医が高齢化して退職者が増えてくるので、自然
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と学校医 1人あたりの学校数が増えてくること
が問題になってきている。重点健診に切り替えて
いかなければならなくなることを、非常に今、東
京都では危惧している。
　新生児から18歳まで健診が行われているので、
現病歴も既往歴も、全部まとめておくと、パーソ
ナルヘルスレコードの一部になると思われる。高
校生にはヘルス・リテラシー、すなわち自分の健
康を自分で管理するということを、小さいころか
ら教えていくための健診の機会でもあると思うの
で、今後、各自用に統一した調査票を作ることを
提言したい。

９．岡山県聴覚障害児支援中核機能強化事業の
3 年間の成果と課題

岡山大学病院聴覚支援センター　片岡　祐子
　新生児聴覚スクリーニングや補聴器の早期装
用、また人工内耳の進化によって、今や聴覚障害
児の多くがインクルーシブ教育を受けている状況
である。しかし、教室の中での聴取の限界もある。
言語発達、学力、対人面、心理的な問題を抱える
ことが非常に多い。ところが、その中で教師がそ
の状況を知り、支援ができているかというと、全
くそういう状況ではない。
　われわれが行った調査では、両側性難聴児の学
校生活での支援状況において、座席配慮は 7割
程度であるが、雑音の軽減対策や視覚的情報の保
障、さらに静かになってから話すことが、1割程
度しか受けられていない。特に中途失聴というか、
新生児聴覚スクリーニングでパスし、学校健診で
難聴が分かって、そこから医育機関につながった
ような子は、他に支援を行うような学校や通園施
設などとの結びつきもないまま、十分な支援が受
けられていないという状況の中で、保護者の負担
が非常に過剰になっている。
　この中で、聴覚障害児支援中核機能強化のモデ
ル事業が、子ども家庭庁のもと 2019 年から行わ
れている。中核機能を整備し、ハブとなるところ
が支援していくということ、そして適切な情報と
切れ目のない支援を行っていくという目的で開設
された。協議会の設置は、いろいろな部署が連携
し、家族支援、巡回支援、研修会等を行うことが
軸となっている。

　岡山県では 2022 年度から、県の強い反対の中
で、中核機能強化事業に参画した。かなりや学園
を核として、連携しながら5つの柱で行っている。
　①専門機関による「顔の見える協議体」で支援
力とチームワークを強化する。専門的人材が定例
的に集まり、支援の方向性を共有することで、支
援者同士のネットワークと信頼関係を育む。互い
の専門性を活かし、補完し合う体制を整備するこ
とで、実効性の高い支援チームの構築を目指す。
　②中核機関は「情報と連携のハブ」としての機
能を追求する。中核機関が支援を一手に担うので
はなく、地域の支援ニーズ・人的資源・制度資源
を結びつける調整拠点として機能することが重要
である。より専門的支援が必要な場合には、迅速
に適切な部署や機関へつなぐハブとしての役割を
目指す。
　③聾学校や専門機関の知見を地域に届ける仕組
みを構築する。専門性の高いリソースが活用され
にくい背景には、制度的・心理的な「距離感」や
手続きの煩雑さがある。こうした障壁を見直し、
通常学校や家庭が気軽に相談・連携できる関係性
と、信頼されるアクセスの仕組みを制度化してい
く必要がある。
　④切れ目の時期こそ支援を強化し、安心と信
頼の礎を築く。就学・進学などのライフステージ
の移行期こそ、支援の不安定さが顕在化するタイ
ミングであり、この「切れ目の時期」を支援強化
の起点と捉え、保護者・当事者との信頼関係を再
構築する機会とする。
　⑤ワークショップ形式で現場に根ざした支援
構築力を育てる。一方向的な講義型研修ではな
く、モデル症例をもとに多職種で議論するワーク
ショップ形式の研修を導入する。現場の具体的課
題に即した支援方針をチームで検討・共有するこ
とで、実践力・課題感・チームワークの向上が期
待される。

10．「コミュニケーション障がい」に対する学
校耳鼻科医の関わり方について

阿部耳鼻咽喉科医院　阿部　　隆
　20 数年前に難聴によるコミュニケーション障
がい児に対する言語発達外来を始めてから、学校
耳鼻科医の主な役割は学童のコミュニケーション
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障がいに関わることだと再認識した。
1）健診児童との会話
　小学校低学年にはやさしい笑顔で、高学年以上
には穏やかな笑顔で「こんにちは」と、眼を見合
わせて挨拶をする。次いで、お名前は？と聞く。
児童の答える「こんにちは」と名前の話し方や態
度で、構音発声障害・吃音の有無・発達障害など
の基本的なコミュニケーション障がいの有無・程
度をうかがい知ることができる。
2）耳鼻咽喉の健診
　コミュニケーション障がいという観点から健診
で大切なことは、耳では滲出性中耳炎を見逃さな
いこと、聴検の結果を参考に軽度中等度感音難聴
や一側高度感音難聴を発見して聴覚リハビリにつ
なげることである。鼻では鼻呼吸障害（鼻閉）を
来たす中等度以上のアレルギー性鼻炎を早期発見
して舌下免役療法につなげる。喉では特に肥満児
で中等度以上の口蓋扁桃肥大がないかを見て、こ
とばの明瞭度や知的・精神的・社会的発達障害の
有無をみる。声変わり前の嗄声のある子では小児
結節の有無を調べる。
3）保護者や担任教師からの情報聴取
　学校健診ではその健診時の状態しか診られな
い。その情報不足を補ってくれるのが、保護者や
学級担任から得られる情報である。保護者からは、
児童の成育歴・既往歴・アレルギーなどの家族歴
や言語などの発達具合について心配していること
を書いてもらう。学級担任からは、児童の授業時
の態度や音読時の構音障害・吃音の有無や同級生
とのコミュニケーション障がいの有無などを教え
てもらう。この 2つの情報がなければ、コミュ
ニケーション障がいを診る耳鼻科健診は不可能で
ある。クラス別の健診が始まる直前にこれらの情
報を養護教諭から簡単に得ておく。
4）特別支援学級の児童について
　特に、難聴児特別支援学級に在籍する児童がい
る場合には、一般健診後あるいは日を改めて、担
当教諭と学習支援の内容や進め方を話し合って、
情報共有を図ることが大切だと思うがこれがなか
なか難しい。この溝を小さくするようにわれわれ
学校医の方から学校側に働きかける必要がある。
５）学校保健委員会での発言について
　年に 2～ 3 回開かれる学校保健委員会では、

一般的な耳鼻咽喉科健診結果の報告が養護教諭に
よって行われるが、私はアレルギー性鼻炎による
鼻呼吸障害の画期的治療法・舌下免疫療法、肥満
児の扁桃肥大ではイビキ・無呼吸があることをお
話する。私が特に大事だと思うのは、特別支援学
級として何がありその利用状況はどうなのか、不
登校児が何人いて学校としてどんな対応をしてい
るのかをこの場で尋ねることだと思う。学校耳鼻
科医は、難聴や言語発達だけでなく知的・精神的・
社会的発達障害によるコミュニケーション障がい
にも関わる診療科であることを知ってもらうこと
にしている。

11．静岡県における「難聴児のインクルーシブ
教育」に向けた取り組み

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会静岡県地方部会・
静岡県耳鼻咽喉科医会学校保健委員会

　植田　　宏
　インクルーシブ教育は 30年も前に提唱されて
おり、障害のある・なしに関わらず、全ての子
どもたちがともに学び合う教育を目指そう、と言
われている。すなわち、特別支援が必要な子もい
れば、必要ない子もいる、これまでの日本の教育
では、分けて別々の場所で教育するのが一般的で
あった。この点で、日本では障害児は分離され、
世界基準から遅れていると言われている。3年前
に国連から日本政府に要請があり、障害児が分離
されていることがニュースになった。
　今まではしっかり聞こえていなければ、聾学校
であった。今後はある程度聞けて話せたら、通常
学級が理想と考えている。中でも難聴児こそイン
クルーシブを推奨しようと思う。インクルーシブ
教育によって、難聴による不自由さを減らす可能
性が高いと言われているからである。
　その理由の1つ目は、難聴児の「聞き取り能力」、
「話す能力」が鍛えられる、そしてもう 1つは、
卒業後の準備ができる、ということである。聞こ
えに関しては人工内耳がたった 22 個の電極で、
3,500 あると言われている有毛細胞の代わりにな
る。その理由は、幼少時の柔軟な脳が補ってくれ
るからと考えられている。視覚による会話は最小
限にして、耳と口をいっぱい使ってもらおうと、
静岡県では目指している。
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　理由の 2つ目は、卒業後の日々である。卒業
後はインクルーシブの世界に行くということにな
る。難聴児の両親の 95% は健聴者と言われてお
り、日本人の中で手話がわかるのは約 0.5% と言
われている。だから、難聴児と接した経験が少な
い人たちとの関わりが必要になる。幼少期から経
験と慣れ、そして同じころからセルフ・アドボカ
シー能力を身につける、というのが大事である。
難聴児がいきなり通常学級に行っても環境ができ
ない。そこを乗り越えて、難聴児やご家族が安心
して、通常学級にも進められるように、静岡県は
さまざまな準備を始めている。しかし、未だにあ
る程度聞こえていない難聴児の多くが、聾学校に
進学している。
　静岡県では、難聴児がインクルーシブ教育を受
けやすくするために、4つに分けて活動している。
1）0～ 6歳の療育、2）就学支援委員会、3）通
常学級の環境、4）聴覚特別支援学校の環境であ
る。
　0～ 6歳は、一生で一番脳が柔軟な時期なので、
この時期の療育成果によって、インクルーシブで
きる難聴児が増えると考える。難聴児の療育方法
に、エビデンスのあるオーストラリアのシェパー
ド・センターの手法を取り入れるようにした。そ
の実績は、人工内耳を入れたお子さんに積極的に
音声言語獲得をめざす介入を行い、90% が普通
学校のほか普通高校に進学できているというもの
である。今年の 9月から開始している。
　静岡県には、最終判断をする就学支援委員会が
4か所ある。3年前より 4か所全てで、小児難聴
を専門とする耳鼻咽喉科医の参加ができるように
した。もうひとつの問題は、耳鼻咽喉科の主治医
や言語聴覚士の意見がなく、判定がされていると
いうことである。これを是正すべく、『難聴児就
学支援医療情報』を作成した。
　さらに、難聴児の生活状況アンケートを毎年行
い、難聴児の支援環境を把握し、今後インクルー
シブ教育を受ける難聴児のための環境づくりに役
立てようとしている。
　難聴児のインクルーシブ教育が進むと、ある程
度聞けて話せる難聴児が聴覚特別支援学校から減
ることになる。難聴児教育に多くの経験、知識を
持つ聴覚特別支援学校と通常校の連携をさらに強

くし、インクルーシブ教育を受けている難聴児に
反映してほしい。

12．神奈川県西地区における難聴児の医療・教
育・福祉の現状と課題
小田原市立病院耳鼻咽喉科頭頸部外科　寺崎　雅子
　令和 4年度、厚生労働省により、聴覚障害児
支援中核機能モデル事業が実施され、各地域で難
聴児の切れ目のない支援体制の構築が進んでいる
と思われる。神奈川県においては、令和 4年度
中核機能が神奈川県聴覚障害者福祉センターに設
置された。神奈川県の県西地域において、当院は
精密聴力検査機関として位置づけられているが、
地域には難聴児に特化した療育・相談施設は存在
しない。
　今回、補聴器外来に通う患者の診療歴を遡って、
難聴児が教育機関・福祉機関につながった時期、
当院にて個別の療育を開始した時期を調べ、今後
の連携のあり方や当院で取り組むべき課題につい
て検討した。
　対象は、2014 年 5月から 2024 年 5月の間に
補聴器外来に通院歴のある難聴者の中で、未就学
時期の診療歴が確認できた 29名とした。
　29名の聴力レベルを見ると、中等度難聴が 17
名と最も多く見られた。教育機関につながった難
聴児を聴力別にみると、片耳・軽度難聴児 6名
中1名（17%）、中等度難聴児17名中10名（59%）、
高度・重度難聴児 6 名のうち 5 名（83%）と、
聴力レベルが重い難聴児ほど教育機関につながっ
ていることが分かった。
　福祉機関につながった年齢と年代は、2023 年
に 0歳児が 5名、3歳児が 2名、2024 年に 5歳
児が 1名で、聴力別にみると、片耳・軽度難聴
児が 6名中 0名（0%）、中等度難聴児 17 名中 8
名（47%）、高度・重度難聴児 6名中 2名（33%）
であった。
　言語聴覚士（ST）による個別療育を実施した
難聴児は 22名であった。個別療育の開始時期は
１歳が最も多く 6名（27%）、次いで 2歳と 3歳
がともに 4 名（18%）、さらに 0 歳 3 名（14%）
であった。2023 年以降、0歳児から療育を開始
する例が出てきている。
　5人は教育機関と福祉機関の両方につながって
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いた。2023 年以降、教育機関と福祉機関につな
がるケースが増加している。遠隔でつながる手段
が確立されたことと家族教室の開催が影響してい
る。高度難聴児ほど教育機関につながっている。
重度難聴児ほど教育機関につながる必要性を保護
者が感じやすいためと思われる。福祉機関には中
等度難聴児が最も高い割合でつながっている。県
西地区での定期的な家族教室開催により、高度難
聴でなくても気軽に参加しやすかったのではない
かと思う。
　2023 年以降、当院でも 0歳児からの難聴児の
療育の必要性が意識されてきた。神奈川県からの
人的援助などさらに配慮していただき、難聴児の
療育や教育が充実することを希望する。

[ 報告：副会長　沖中　芳彦 ]

第 5 分科会「眼科」
１．近視は 6 歳を過ぎた年長児で急増している

のずえ小児科　野末　富男
6 歳を境に急増する年長児の近視－園での屈折検
査の重要性
　近年、近視の低年齢化と重症化が進行しており、
小児期の視力管理が重要性を増している。低年齢
発症の近視は強度近視につながりやすく、強度近
視は将来の失明の大きな原因となる。本研究では、
年長児における近視の発症時期に着目し、同一集
団を対象とした縦断的調査を実施した。
　本研究では、8か所の保育園において、年長児
253 名（男児 109 名、女児 144 名）を対象に、
2024 年春（平均年齢 5歳）と 2025 年 3月（平
均年齢 6歳）にスポットビジョンスクリーナー
を用いた屈折検査を実施。近視は等価球面度数が
－ 0.5D 以下と定義された。
　その結果、近視の頻度は 2024 年春の 2.4%（6
例）から、2025 年 3 月には 10.7%（27 例）へ
と約 4.5 倍に有意に増加した（p＜ 0.0005）。こ
れは、近視の発症が 6歳以降に急増するという
先行研究の知見を裏付けるものである。また、
2025 年 3月時点の近視頻度を園庭の有無で比較
したところ、園庭のない園では 13.8%、園庭の
ある園では 7.0% と、約 2倍の差が見られたが、
有意差は認められなかった。
　これらの結果から、近視の発症は 6歳前後に

集中しており、年長児における視力スクリーニン
グの重要性が示唆される。特に、春の健診では見
逃されがちな近視が、年度末には顕在化する可能
性が高く、1～ 3月の屈折検査が有効と考えられ
る。
　また、屋外活動が近視の予防に寄与することが
報告されており、保育施設においても日常的な外
遊びの機会を確保することが望まれる。今後は、
年長児を対象とした近視の疫学調査を継続し、早
期発見と予防策の確立が求められる。

２．小学校における近視とコンタクトレンズに
関する啓発授業

大阪府眼科医会　宮元　裕子
　近年、若年層の近視人口が世界的に増加してお
り、日本でも小中高校生の裸眼視力 1.0 未満の割
合が増え続けている。特に中等度以上の近視が増
加傾向にあり、早期からの予防啓発が重要となる。
また、コンタクトレンズ（CL）、特にカラー CL
による眼障害も問題となっており、子どもたちが
CL を使い始める前に正しい知識を持つことが求
められている。
　演者らは 6年前から担当校の小学校で CLに関
する啓発授業を、3年前からは近視に関する啓発
授業も実施している。近視の授業では、眼球模型
を使い目の構造や視力の仕組み、近視の定義を説
明し、学校での視力検査結果や眼科受診率の変化
をグラフで示し、現状を把握させている。児童に
は生活面での注意点を考えさせ、事前アンケート
の結果をもとに自分の考えを振り返らせている。
さらに、近視が進行すると将来どのような問題が
生じるかを理解させ、日本眼科医会作成の「近視
マン」動画やカードを活用し、啓発を行っている。
　CL の授業は小学 5年生を対象に、養護教諭に
よる「コンタクトレンズって知ってる？～便利だ
けど間違うと怖いコンタクトレンズの話～」とい
う講話の後、演者が解説を加えている。大阪府と
協力して作成した啓発スライドを用い、CL の正
しい使用方法や危険性を伝えている。事前アン
ケートの結果を共有し、児童からの質問に答え、
重篤な眼障害の事例も紹介している。最後に日本
眼科医会作成の啓発動画とカードを配布し、正し
い知識の定着を図っている。
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　授業後の児童の感想文からは、「正しく使うこ
との大切さ」や「家族と話したい」といった前向
きな反応が見られた。実際に中学 3年生の女子
が初めて CL を希望して受診した際、小学校での
授業内容を覚えており、CL の危険性を理解して
いた例もあった。このような啓発活動が全国的に
広がり、初めて CL を使用する多くの子どもたち
に正しい知識が行き渡ることが望まれる。学校医
の先生方の協力で子どもたちの意識を変えていき
たい。

３．アフターワクチン時代の細菌性結膜炎の原
因菌の検討（小児）

坂本眼科湘南クリニック　坂本　則敏
　本研究は、2023 年 11 月 1日から 2024 年 12
月 31 日までに坂本眼科湘南クリニックを受診し
た 10 歳以下の小児細菌性結膜炎患者 37 名から
分離された 50株の原因菌を対象としたものであ
る。対象となった全例は肺炎球菌ワクチン及び
Hib ワクチンの接種済みであり、分離菌株の同定
にはVITEK-MS を用いた。肺炎球菌及びインフル
エンザ菌については莢膜の有無や血清型も調査し
た。その結果、肺炎球菌は 17株、インフルエン
ザ菌は 15 株が同定された。肺炎球菌 17 株は全
て莢膜を有し、血清型別では 2株が 15 型、残
り 15 株は型判定不能（NT）であった。インフ
ルエンザ菌 15株は全て無莢膜型であった。過去
（1997 年 11 月～ 1998 年 2月）の同様の研究で
は、肺炎球菌 32株中 6型、14型、19型、23型、
NT という分布であり、これらの型は PCV7 や
PCV15 ワクチンの標的型に含まれている。ワク
チン導入後、これらの型が減少した可能性があり、
2024 年 10 月から導入される PCV20 ワクチン
には今回検出された 15型も含まれるため、今後
さらに減少する可能性がある。インフルエンザ菌
については、過去の研究では b型、e型、NTであっ
たが、今回は全て無莢膜型であり、Hib ワクチン
の普及により b型が駆逐された可能性が示唆さ
れる。眼科領域でもワクチン接種が肺炎球菌と
インフルエンザ菌の流行型に影響を与える可能性
が示された。

４．部活動従事児童に対する屈折矯正器具の選
択指針 －部活動における屈折矯正器具－

名古屋市眼科医会　戸塚　伸吉
　名古屋市の公立小学校では、運動系部活動の指
導者が外部委託業者から派遣されている。現場で
は指導者の知識や技量の把握が難しく、健康管理
を含めた指導者講習が実施されている。ある小学
校のバスケットボール部で、指導者が児童に「眼
鏡は危険なのでコンタクトレンズ（CL）を強く
推奨する」と指導した事例があった。対象児童は
軽度近視で、必要時のみ眼鏡を使用していた。眼
鏡による眼外傷予防効果について、国内 5施設
で眼外傷患者 535 例を調査した結果、受傷原因
は鈍的打撲が 54%、異物が 31%、薬傷が 9%、
切裂刺傷が 6%、有害光線が 0.4% であった。眼
外傷時に眼鏡を装用していたのは 95例（17.8%）
で、眼鏡常用率（31.2%）より有意に低かった。
統計的に眼鏡装用により眼外傷発生率が約 52%
減少することが示唆された。眼鏡装用時のレンズ
破損はほとんどが軽微であり、重症化した例はな
かった。スポーツによる眼外傷は、スポーツメガ
ネなどの適切な保護具で 90% が予防可能とされ
る。屈折矯正用眼鏡でも一定の予防効果があり、
特に鈍的打撲や切裂刺傷、薬傷に対して有効であ
る。したがって、スポーツ時の屈折矯正器具とし
ては、まず眼鏡を第一選択とすべきである。ただ
し、強い衝撃が予想される場合や接触の多い競技
では、スポーツメガネやゴーグル、フェイスガー
ドの使用が望ましい。競技ルールで眼鏡装用が禁
止されている場合を除き、通常の眼鏡装用は問題
ない。野球やバレーボールなど接触の少ない競技
では、眼鏡装用を推奨する。一方、CL 装用によ
るトラブルは増加傾向にあり、特に小学生では知
識や管理が不十分なためリスクが高い。CL トラ
ブルによる重篤な角膜疾患も報告されている。し
たがって、小学生が CL を使用する場合は、十分
な知識と定期検査が必要である。CL のみでは眼
外傷予防効果がないため、CL 装用時もスポーツ
メガネの併用を推奨する。
　学校現場では、眼鏡装用中の外傷重症化を懸念
して運動時の眼鏡使用を控えるよう指導されるこ
とがあるが、眼鏡には外傷予防効果があること、
CL トラブルのリスクが高いことを踏まえ、児童
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の健康状態や競技特性に応じた適切な器具選択が
重要である。特に小学生では、日常生活でも眼鏡
常用が重傷眼外傷の予防につながるため、保護者
や指導者への啓発が求められる。以上より、部活
動従事児童に対する屈折矯正器具の選択は、眼鏡
を基本とし、競技特性や安全性を考慮してスポー
ツメガネや CL の適切な使用を検討することが望
ましい。

５．Spot Vision Screener を用いた学年別前近
視と近視の割合

のずえ小児科　野末　富男
　スポットビジョンスクリーナーを用いて小学生
の前近視と近視の割合を学年別に調査した。前近
視とは、等価球面度数が近視には達していないも
のの、将来的に近視になるリスクが高い屈折状態
を指す。近年、前近視の段階で早期に発見し、屋
外活動の推奨や近視進行抑制治療を行うことで、
近視の発症や進行を遅らせることができるという
知見が得られている。
　本調査では、スポットビジョンスクリーナーを
用い、等価球面度数が＋ 0.25 と 0.0 ジオプター
の児童を前近視と定義した。医師でなくても簡便
に判定できるため、学校現場でのスクリーニング
に適している。2018 年 4 月に小学校 270 人を
対象に検査した結果、1年生では前近視が約 7割
と高率で存在し、学年が上がるにつれて前近視は
減少し、近視が増加する傾向が認められた。これ
は前近視の児童が学年進行とともに近視へ移行し
ていることを示唆する。
　前近視の定義や判定基準は年齢ごとに異なる
が、スポットビジョンスクリーナーでは 0.25 ジ
オプター刻みで判定されるため、現場での運用が
容易である。前近視の段階で介入することで、近
視発症を遅らせることができる可能性があり、発
症を 1年遅らせるだけでも生涯にわたり大きな
利益があるとされる。中国の研究でも、前近視が
減少し近視が増加する学年別推移が報告されてい
る。
　まとめとして、スポットビジョンスクリーナー
を活用すれば、学校現場で前近視を簡便に発見で
きる。前近視の児童には屋外活動を推奨し、必要
に応じて近視進行抑制治療を検討することで、近

視の発症や進行を効果的に予防できる。今後は 3
歳児健診など、より早期の段階で前近視を発見し、
対策を講じることが重要である。

６．神奈川県眼科医会主催「まもろう子どもの
目」 イベント報告 

神奈川県眼科医会　飯野　直樹
　2023 年日本眼科啓発会議において、児童の視
機能の適切な発達と眼健康の維持・増進を目的
とし、「はぐくもう！ 6歳で視力 1.0」のスロー
ガンのもと、6月 10 日を「子どもの目の日」と
定めた。神奈川県眼科医会は、近年の学齢児童に
おける近視有病率の上昇及び弱視の早期発見・予
防を主眼として「まもろう子どもの目」啓発事業
を企画した。本イベントは 2025 年 7月 31 日か
ら 8月 3日にかけて駅前商業施設内イベントス
ペースにて開催され、ポスター掲示及び広報物（チ
ラシ・うちわ等）配布を活用した広範な告知活動
により、多数の参加者を集めた。
　当日は眼科医会役員による近視進行抑制に関す
る教育プログラムが実施され、児童及び保護者を
対象とする講義・クイズ・ワークショップ形式で
介入が行われた。特に近視予防策として「スマー
トフォン・タブレット端末利用時は 30cm 以上
離して注視する」「30分間の連続画面視聴ごとに
20秒以上遠方を注視する」「屋外活動時間の増加」
の 3項目が重点的に周知された。
　閉会時には、参加者間で「アイのうた」を合
唱し、保護者から寄せられた健康相談にも個別対
応した。デジタルデバイス普及及び屋外活動機会
の減少は小児近視の増加要因として認識されてお
り、重度近視は将来的に視覚障害リスクを高め得
ることから、今後も弱視早期発見並びに近視進行
予防啓発を継続し、学校関係者及び眼科学校医と
の連携体制強化を図る必要がある。
　なお、本イベントは駅前商業施設の一部スペー
スを利用したことで通行中の一般参加者を得やす
かった一方、会場費負担や設備制約等の課題も生
じた。これらの経験は全国規模の啓発活動展開時
の参考資料となることが期待される。
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７．学校における健康教育および啓発活動の推進：
増加する子どもたちの近視とその対応について

日本眼科医会　近藤　永子
　近年、学校保健における健康教育と啓発活動
の重要性が高まっている。文部科学省は現代的健
康課題への対応として健康教育の推進を図ってお
り、特に子どもの近視増加が重要な課題と認識さ
れている。令和 3年度から 3年間にわたり、文
部科学省による近視実態調査が実施され、その結
果を踏まえ、児童生徒や保護者に向けて屋外活動
の推進や近業作業時の留意点を示したリーフレッ
トが作成された。
　日本眼科医会も児童生徒向けのマンガや動画を
活用した啓発資料を制作し、普及啓発に取り組ん
できた。さらに、眼科医が学校保健委員会等で活
用できる「子どもの近視とその予防」に関する講
演資料も新たに制作された。これまで日本眼科医
会ホームページの会員専用「メンバーズルーム」
内には、乳幼児・学校保健関連の啓発教材が掲載
されてきた。平成 16年に作成された「養護教諭・
児童生徒向け教材」は平成 26年に改訂され、養
護教諭、学校関係者、児童生徒、保護者を対象と
した教材として更新された。近年は特に近視に関
する講演の需要が高まっていることから、本年 6
月には新たに「子どもの近視とその予防」が追加
掲載された。本教材の制作には日本眼科医会子ど
もの目の健康対策委員会委員の協力を得ており、
講演時に動画資料を活用しやすいよう関連動画も
付録として併載されている。講演教材「子どもの
近視とその予防」は、①近視とは、②増加し続け
る近視、③なぜ近視予防が必要か、④近視予防の
方法、⑤近視進行抑制治療、⑥近視予防の啓発、
の 6つのパートで構成されている。図表も多数
掲載されており、視覚的にも理解しやすい内容と
なっている。
　近視は単なる視力の問題に留まらず、将来的な
視覚障害を予防するために社会全体で取り組むべ
き重要な健康課題である。眼科学校医による啓発
活動は重要だが、それだけでは十分とは言えない。
学校現場では教育関係者が、家庭では保護者が、
それぞれ子どもの目の健康に関心を持ち、正しい
情報を共有・連携することが、将来の「見える力」
を守る基盤となる。そのため、地域や学校、家庭

を巻き込んだ啓発活動のさらなる拡充が求められ
ている。

８．眼科医不在地域における学校保健支援の試み
　－医療 DX を活用した新たな実践モデル－

（医）愛里会姶良みやもと眼科　宮本　純孝
　鹿児島県姶良地区は人口約 20万人に対し眼科
医療機関が 11施設しかなく、2万 8千人の学童
に対する眼科検診の負担が非常に大きい。全施
設の協力で検診は継続されているが、学校保健
委員会への参加は困難であり、眼科医のモチベー
ションも限界に近づいている。今後、医療機関の
閉院が進めば検診体制の維持が危ぶまれる。この
問題は姶良地区だけでなく、地方や離島でも共通
している。重点検診の導入で負担軽減は図られて
いるが、学校保健活動への関与が減れば眼科医の
社会的役割が過小評価され、診療報酬にも影響す
る懸念がある。
　当院では学校保健委員会での講話にビデオスラ
イドを活用している。これはコロナ禍での学会発
表形式を応用したもので、現地参加が困難な眼科
医療機関のモデルケースとなること、眼科学校医
の待遇改善を目指して始めた。学校側からも「わ
かりやすい」「繰り返し視聴できる」と好評を得
ている。具体的には、眼科学校医が不在の湧水町
立幸田小学校に対し、当院から片道 30km 以上
離れた同校で、AI ナレーション付きビデオスラ
イドと Zoom を併用し、通常診療を継続しなが
ら約 1時間の講演と質疑応答を実現した。診療
中に 1時間以上外来を中断するのは難しいため、
事前にビデオスライドを作成し、当日は現地で上
映、質疑応答のみ Zoomでライブ参加する方法を
提案。ビデオスライドはギガファイル便で送付し、
事前テストも Zoom で実施。無料のオンライン
ツール（Canva、Vidnoz）でアバターと音声を
作成し、話に合わせてアバターの口や表情が動く
動画を制作した。最終的に約 40分のビデオスラ
イドを作成し、上映後に質疑応答の時間を設けた。
診療を中断したのは実質 15分程度で、患者から
のクレームもなかった。オンライン形式でも保護
者・教職員から活発な質問が寄せられ、有意義な
議論ができた。作成したビデオスライドは院内の
デジタルサイネージでも放映し、待ち時間を利用
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した保健指導にも活用している。
　近年、世界的に近視の増加やスマートフォンの
長時間使用による新たな疾患が問題となり、タブ
レット端末を活用した授業も普及している。正し
いデバイスの使い方や生活習慣の指導は日常診療
だけでは不十分であり、学校保健における眼科医
の役割は一層重要になっている。本取り組みは、
眼科医が不足する地域において、診療と両立しな
がら学校保健に関与できる新たな実践モデルであ
り、他科にも応用可能な具体的選択肢となる。こ
うした実績を積み重ねることで眼科的保健指導の
社会的意義を示し、学校医としての地位向上につ
なげたい。

９．人生 100 年を視野に入れ、令和世代に“刺
さる”保健指導の工夫 

ちぐさ眼科医院　鈴木　高遠
　近年、若年層の近視が増加している。スマート
フォンなどの携帯端末が幼少期から普及し、近業
作業が日常化していることが主な要因である。年
齢が上がるにつれて受診率が下がる傾向が続いて
おり、従来の点眼薬や眼鏡指導だけでは十分な対
応ができていない。オルソケラトロジーやコンタ
クトレンズ、レーシックや ICL 手術などの選択肢
も増えているが、これらには適切なケアやリスク
理解が不可欠である。特に思春期の生徒は自立心
が芽生え、知識欲も旺盛であるため、視覚器の希
少性や脆弱性について、彼らの感性に響く健康教
育が求められる。校医による講話の時間は限られ
ているが、専門家としての立場を活かし、次世代
に“気づき”を与えることが重要である。児童生
徒は知識や経験が未熟で、日々の課題に追われて
いるため、近業過剰が眼軸延長や網膜障害などの
リスクにつながることを、分かりやすく伝える必
要がある。資料作成にあたっては、成長段階や多
様な興味に配慮し、ターゲットを絞った内容と記
述方法が重要となる。校医は教職員からの信頼も
厚く、モノクロ A4 資料を毎年アップデートし、
養護教諭や学校長のチェックを経て全生徒に配布
する体制が有効である。資料はスタッフの意見も
取り入れ、見やすいフォントやキャッチーな見出
し、図表やイラストを活用し、Q&A 形式などで
生徒の疑問や心情に寄り添う工夫が推奨される。

10．江戸川区で実施した 10 年間の色覚検査の
結果と問題点

田中眼科　田中　　寧
　江戸川区では平成 27 年から令和 6年までの
10 年間、小・中学校の希望者を対象に色覚検査
を実施した。初年度は全学年を対象とし、翌年度
以降は小学校 1・4年生と中学 1年生に限定した。
検査は養護教諭が個室で一人ずつ行い、主に石原
式検査表やパネル D-15 が用いられた。眼科受診
勧奨の基準は年度により異なり、初年度は 1表
以上の誤答、以降は 2表以上の誤答とした。受
診勧奨者には保護者へ封書で通知し、受診後の報
告は保護者の判断に委ねられた。
　検査方法は多くの施設で石原式検査表国際版
38 表とパネル D-15 が用いられ、一部施設では
東京医大式検査表やアノマロスコープも使用され
た。小学校では初年度に受診者数が多かったが、
対象学年の限定により減少し、その後は横ばいで
推移した。中学校でも同様に受診者数は減少傾向
にあった。
　石原式検査表の結果、小学校男子では異常あり
の割合が 40 ～ 60%、女子では 3 ～ 6% で推移
した。中学校男子では 20～ 50%、女子では 2～
18% であった。パネル D-15 の結果、強度色覚
異常の割合は小学校男子で 40 ～ 70%、女子で
0～ 20%、中学校男子で 30～ 70%、女子で 0～
33% であった。問題点として、小学校 1年生で
は検査の理解が難しいため、4年生での全員検査
が望ましいとの意見や、デジタル教材の色使いに
よる混乱、受診勧奨後の受診や報告が徹底されて
いない点が挙げられた。また、小学校での検査結
果が中学校に伝達されていないことや、学校現場
でのカラーユニバーサルデザイン（CUD）の啓発
が不十分であることも指摘された。色覚検査の早
期実施は色覚異常の早期発見と学校現場での配慮
につながる重要な取組みであるが、現状では検査
結果の伝達や情報共有が十分に行われておらず、
必要な支援が遅れる可能性がある。今後は CUD
の推進と教職員への啓発活動が重要な課題とな
る。
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11．予期せぬ障害を生じる眼外傷の多様性
～現病歴からは想定されなかった重傷眼外傷の 3 例～

カナイ眼科　金井　　光
　小児の眼外傷は頻繁に発生し、多くは軽症で自
然治癒するが、時に重篤な障害を生じることがあ
る。眼外傷には鈍的外傷と穿孔性外傷があり、特
に穿孔性外傷は重症度が高く緊急対応を要する。
小児は自覚症状が乏しいため、重症化しても訴え
が少なく、対応が遅れる危険がある。本報告では、
現病歴や初診時の印象からは重症が予測できな
かったが、結果的に手術を要した3例を提示する。
　症例 1は 11歳女児で、バドミントン中にシャ
トルが右眼に当たり軽度の前房出血を認めたが、
受傷 3日目くしゃみ後に高度の視力低下を自覚
し、再出血や眼圧上昇、角膜混濁をきたした。2
度の手術を経て視力は回復したが、治癒まで 4
年以上を要した。症例 2は 11歳男児で、野球中
に軟球が右眼に当たり、前眼部に異常はなかった
が眼底検査で黄斑円孔と網膜剥離を認めた。黄斑
円孔は自然閉鎖したが、網膜剥離が進行し 1年
後に手術を受けた。症例 3は 25歳男性で、作業
中に鉄片が右下眼瞼に当たり軽度の挫創のみを訴
えて受診したが、実際には鉄片が眼球を貫通し眼
内異物と網膜剥離を生じていた。これら 3例に
共通するのは、受傷直後は重症感に乏しかった点
である。問診や自覚症状から想定される障害の程
度と実際の重篤度は一致しない場合が多い。眼外
傷は症例ごとに多様な病態を呈し、眼内のあらゆ
る組織に障害を生じうる。軽傷と思われても必ず
眼科を受診し、詳細な検査と経過観察を行い、症
状変化時には再受診を徹底することが重要であ
る。 

12．学校保健から見た日本の眼鏡事情の問題
鈴木眼科吉小路　鈴木　武敏

　近年、子どものスマートフォン使用時間が増加
し、近視や眼位異常が深刻化しているが、十分な
対策が取られていない。主な課題は二点ある。第
一に「眼鏡ネグレクト」の問題がある。視力低下
があるにもかかわらず、必要な眼鏡を装用しない、
あるいは矯正が不十分な眼鏡を使い続ける子ども
が増加している。背景には、親への金銭的負担を
遠慮する子どもの増加や、安価なチェーン店で質

の低いフレームを選ぶ傾向がある。また、眼科受
診を避けて技術の低い店で検眼・作製することで、
過調節緊張の眼鏡を装用させられるケースも増え
ている。これらは教育機会均等を阻害するため、
国や自治体による眼鏡購入補助が必要とされてい
る。
　第二に「眼鏡作製技能士制度」と推奨眼鏡店制
度の問題がある。スマホ長時間使用による調節過
緊張への対応が不十分で、技能士がいる店でも医
学的に満足できない眼鏡が作られることがある。
特に発育期の子どもにはフレーム調整が不可欠だ
が、調整不要を謳うフレームが流行し、許容でき
ない「鼻めがね」が増えている。技能士の技術や
教育の質にも課題があり、欧米先進国との差が明
らかである。
　さらに、緑内障の家族歴が学校検診やコンタク
トレンズ再処方時に発見される例があり、家族全
員の無料検査を行うことで未診断患者を多数発見
している。日本では緑内障が失明原因の一位であ
り、早期発見のためにもイギリスのような 1親
等検査無料制度の導入が求められる。
　以上より、子どもの眼鏡事情には経済的・技術
的な課題が多く、制度改革が強く求められる。

[ 報告：常任理事　長谷川奈津江 ]

講演
①こども家庭庁の創設について
　～成育基本法と学校健診の未来の姿～

参議院議員　自見はなこ
　物価上昇に伴う診療報酬、介護報酬、障害福祉
サービス報酬の改定を議員連盟で要望し、骨太の
方針 2025 に反映していただいた。
　2018 年 12 月成育基本法が成立してから、産
後ケア法、こども基本法が成立し、2023 年 4
月にこども家庭庁が開設された。開設されてか
ら、里帰り出産の補助、各自治体へのスポットビ
ジョンスクリーナー導入、ABR 機器導入、脊椎
側弯症機器導入への補助、いじめ・不登校対策、
中教審でバイオサイコソーシャル・ウェルビー
イングの推進、1か月児健診・5歳児健診の公費化、
新生児聴覚スクリーニング、先天代謝マススク
リーニングの拡大など事業を行ってきた。
　2025 年 5 月学校健診の見直しのため、「学校
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における持続可能な保健管理の在り方に関する調
査委員会」が立ち上げられた。脊椎側弯症の機器
の導入、心電図のデジタル化、子どもの心の健診
などしていきたい。

②学校保健、学校医について日医の考え方
日本医師会常任理事　渡辺　弘司

　学校医の職務については、学校保健安全法に定
められており、健康診断、健康教育、学校保健委
員会の参加が主な業務となっている。学校健診に
は職員の健診も入っているが、学校医が兼ねるの
は困難である。脊椎側弯症検診については、疾病
のスクリーニングが主な目的であるが、脱衣の問
題や見過ごした際の訴訟の問題などもある。脱衣
をしなければ、脊椎のみならず、皮膚疾患、心臓
疾患、胸郭疾患なども発見しづらくなる。事前に
児童生徒・保護者に説明し、診察ができなければ
診断できないということを理解していただく。茨
城県、大阪府の医師会で健診の意義について動画
を作成しているので参照いただきたい。文科省で
は今年、「学校における持続可能な保健管理の在
り方に関する検討会」が立ち上げられ、健診の期
日、項目、手法（重点的健診など）、児童生徒・
保護者の理解、問題行動・不登校、不登校児の健
診なども検討していく。
　健康教育では文科省で体育、保健体育、健康、
安全のワーキンググループがあり、メンタルヘル
ス、オーバードーズ、性教育などについても検討
され、学習指導要領の改訂では現在含まれていな
いプレコンセプションケア、禁煙、包括的性教育
についても検討していく。また、PHR の推進の
ため PMHの拡張（クラウド型 PMHの導入）を
考えている。
　日本医師会では、現在学校保健委員会の中に
メンタルヘルスに関するワーキンググループを立
ち上げている。学校医はチーム学校のハブ的存在
になることが必要とされ、養護教諭との連携が重
要である。

③乳幼児健診と子どもたちの健康について
　　日本医科大学武蔵小杉病院

小児科教授　田嶋　華子
　5歳児健診の主な目的は神経発達症のスクリー

ニングであり、早期発見及び子育て支援である。
自閉症スペクトラム症（ASD）は 1.4 ～ 7.3%、
注意欠如多動症（ADHD）は3～7%、学習障害（LD）
は 0.8 ～ 2.1% いるとされ、大分県では 5歳児健
診後の適切なサポートで不登校児が減少したと
いうデータがある。3歳児健診時では、ADHDの
66%、軽度知的障害の 35%、広汎性発達障害の
50% が見逃されていたというデータがある。保
護者が子どもの発達障害に気づくこと、必要な支
援につながらなければ有用ではない。集団、個別、
巡回、園医、抽出などいろいろな方法がある。こ
ども家庭庁ではホームページに 5歳児健診のマ
ニュアルが掲載、ポータルサイトが開設されてい
る。
　肥満には単純性と症候性とあり、症候性では
内分泌性、遺伝性、薬剤性などある。幼児肥満
の 25%、学童肥満の 40%、思春期肥満の 70 ～
80% が成人肥満に移行すると言われている。ア
ディポシティリバウンドとは BMI が幼少期に減
少し、再び学童期に増加することだが、通常より
早くに BMI が上がってくる場合、将来的に学童
期、思春期以降の肥満に結びつきやすいと言われ
ている。
　メディアとの関わり方が重要で、寝る前まで動
画を見ているとメラトニンが低下して、寝つきが
悪くなる、夜中に目が覚めることがある。

[ 報告：常任理事　河村　一郎 ]

④眼科領域における子どもたちの健康について
神奈川県眼科医会会長　宇津見義一

　新生児の視力は光がわかる程度であり、その後
光刺激を受け視機能が発達し、6～ 8歳ごろに完
成する。今回子どもの視覚の発達を順調に促し、
弱視を予防するために行政や眼科医が実施してき
た取組みと、近視などの視覚に関する問題点と対
処法についても述べる。
弱視の早期発見と検査体制の強化
　従来の 3歳児健診では家庭での視力検査が主
流であり、精度に課題があった。しかし、2022
年から全員に SVS による屈折検査が導入され、
客観的な検査精度が向上した。これにより要治療
児の発見率が大幅に上昇している。神奈川県では
屈折検査の実施率が 90.9% に達し、全国平均を
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上回っている。
就学前後の検診と啓発活動
　3歳児健診以降、弱視の発見に最も重要な時期
の幼稚園や保育所での視力検査実施率は約 40%
と低い。就学時健診での視力検査実施率も地域差
があったが、文科省や日本眼科医会の働きかけに
より、現在は全国的に実施率が向上し 2020 年に
は視力検査実施率は 96.4% となった。2023 年か
らは 1歳 1 か月・5歳児健康診査の費用助成も
始まり、切れ目のない健康診査体制が整備されて
いる。
近視の増加と環境要因
　近年、近視の子どもが増加しており、日本や
シンガポールでは 80% 以上に達している。近視
は遺伝だけでなく、屋外活動の減少や近距離作業
の増加など環境要因が大きく影響する。デジタル
端末の長時間使用と近距離で見続けることがリス
クとなる。屋外で過ごす時間を増やすことで近視
進行を抑制できることが国内外の研究で示されて
いる。
学校・家庭での具体的対策
　文科省は「30cm以上離して見る」「30分ごと
に遠くを見る」などの生活指導や、ICT 活用時の
ガイドブックを作成し、学校現場での啓発を進め
ている。
近視進行抑制法
　近視抑制として低濃度アトロピン点眼薬、多焦
点ソフトコンタクトレンズ、オルソケラトロジー
などの治療も最近は行われるようになった。
今後の展望
　神奈川県眼科医会は、県医師会や関係機関と連
携し、子どもの目の健康を守るための啓発活動や
イベントを継続していく方針である。日眼医は 6
月 10日を「子どもの目の日」記念日に制定した。
神奈川県眼科医会では、本年 8月に「まもろう
こどもの目」として、啓発活動を実施した。

[ 報告：常任理事　長谷川奈津江 ]

⑤児童精神科領域における子どもたちの健康に
ついて

　　神奈川県立こども医療センター
児童思春期精神科部長　庄　　紀子

　神奈川県立こども医療センターは、準開放病棟

40 床を有し、外来では統合失調症、自閉症スペ
クトラム、発達障害などの診断に対応している。
虐待を受けている子どもも多く、全体の 1割程
度を占めている。
　講演では、子どもの療養センターの役割も説明
され、病院内の学校との連携により、長期入院中
の子どもたちの学習支援が行われていることが強
調された。児童相談所や地域との協力関係も重要
であり、発達特性や自閉症の問題、トラウマ体験
を持つ子どもたちへの支援が行われている。
　児童精神科のニーズは高く、特に摂食障害や自
殺といった問題が深刻化している。コロナ禍以降、
摂食障害の患者が急増し、女子の自殺も増加傾向
にある。児童精神科の病床数や専門医の不足が課
題であり、神奈川県内の小児病棟との連携が模索
されている。
　学校との連携は、児童精神科医療において重要
な役割を果たしている。紹介状の発行や初診まで
の待機期間の長さといった課題に対し、学校の先
生との協力が不可欠である。学校の先生は、子ど
もたちの特性や困りごとを理解し、専門家との連
携を促進する役割を担っている。具体的には、学
校の先生が保護者と連携し、受診を促すケースや、
摂食障害の早期発見に貢献するケースが紹介され
た。学校の先生からの情報提供は、子どもたちの
早期治療開始に繋がり、より良い支援体制を築く
上で重要である。

[ 報告：理事　中村　　丘 ]

⑥教育委員会における子どもたちの健康について
　　神奈川県教育委員会教育局指導部

保健体育課長　元橋　洋介
　子どもたちの健康は、スマホやインターネット
の長時間の使用、運動不足、生活習慣の乱れ、薬
物の乱用、性に関する問題など、社会・生活環境
の変化に大きく影響されている。そのような中で、
子どもたちが適切な運動習慣や健康に関する正し
い知識を身に着けるために、学校における取組み
が重要になっている。今回、子どもたちの健康課
題の解決に向けた神奈川県の取組みを紹介する。
　子どもたちの健康体力づくりの実現のための取
組みは、運動あそびの専門家を小学校に派遣する
「わくわく先生派遣事業」を令和 4年度より行っ



令和 8年 2月 山口県医師会報 第1986 号

121

ており、児童に対しては運動あそび教室を実施し
ている。保護者に対しては運動あそびブックやス
ポーツクロスワードを配布している。
　薬物乱用・依存に対する取組みは、小学校では
体育の時間、中学・高校では保健体育の時間に取
り扱うことになっており、道徳、特別活動など、
学校教育全体を通じて指導を行っている。また、
授業以外では薬物乱用防止教室、薬物乱用防止教
室指導者教室も開催している。
　がん教育は、中学校、高等学校において保健の
授業や道徳、特別活動などで取り扱い、医療関係
者、がん経験者などによるがん教育フォーラムを
行うことを周知している。さらに教職員に対して
も、がんに関する正しい理解やがん患者に関する
正しい認識、命の大切さについて理解を深める講
座も開催し、学校におけるがん教育の進め方につ
いて研修をしている。
　防災教育は、防災に関する正しい知識、的確な
判断力、必要な技能を身に着けられるような授業
を展開している。各学校での取組みを支援するた
めの防災教育資料を作成するとともに、防災訓練
の好事例を周知し、実践的な防災訓練を推進して
いる。教職員向けの防災教育訓練講座も開催し、
指導力の向上を図っている。また、デジタル機器
を活用した取組みも推進しており、専用アプリを
搭載した AR ゴーグルや iPad を用いた防災訓練
を行っている。

　交通安全教育は、神奈川県では生涯にわたって
「くるま社会」を生きる力を育成する交通安全教
育推進運動「スタートかながわ」を展開している。
　防犯教育では、学校の防犯対策や子どもが自ら
の身を守る力を育成するような取り組みを行って
いる。具体的には、各学校の指導者に対して防犯
に対する心構えや防犯教室の開催方法について指
導を行っている。
　その他、熱中症対策・予防は、暑さに慣れてい
ない段階から発生しているため、4月の早いタイ
ミングで注意喚起の文書を発出し、体育やクラブ
活動などでは暑さ指数を測定し、対応を適切に判
断するように指導している。

[ 報告：理事　木村　正統 ]

自動車保険・火災保険・交通事故傷害保険

医師賠償責任保険・所得補償保険・傷害保険ほか

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社  代理店
共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社  代理店
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第 69 回社会保険指導者講習会第 69 回社会保険指導者講習会
と　き　令和 7 年 10 月 26 日（日）と　き　令和 7 年 10 月 26 日（日）

ところ　日本医師会　大講堂ところ　日本医師会　大講堂

生涯教育講演
講演Ⅰ
CKD 対策の最前線：病診連携と多職種協働

埼玉医科大学腎臓内科教授　岡田　浩一
　CKD とは、蛋白尿もしくは腎機能が GFR60 未
満の低下、このいずれか、もしくは両方が 3か
月以上続いた状態である。CKD 患者数は 2,000
万人以上、成人の 5人に 1人と推定され、その
中の将来腎不全や心血管病に至る危険性の高い
方に関しては適切な治療を施す必要がある。日本
の維持透析患者数は約 35万人、年間 1.6 兆円程
度の医療費が使われている。その現状を踏まえ
て、厚生労働省より 2018 年に腎疾患対策検討会
報告書という CKD 対策の指針が示された。この
中では、CKD を早期に発見し、治療することに
よって重症化を予防し、2028 年までに、新規透
析導入患者数を 3万 5,000 人以下にするという
ことが目標として定められた。そのために重要に
なのは、かかりつけ医の協力である。GFR スロー
プを緩やかにすることによって、末期腎不全への
到達を回避するためには、十分に残存腎機能があ
る状態で治療を開始することが重要である。GFR
が 45 程度まで下がったら一度は専門医に紹介し
ていただくと良いと思う。また、かかりつけ医、
メディカルスタッフ、専門医が連携した CKD の
診療体制を充実させることが必要である。かかり
つけ医は専門医と連携し、1人の患者さんの 2人
の主治医として、その患者さんの残存腎機能を温
存する診療体制を地域の実情に即した形で構築し
ていくことを目指していくべきである。
　CKD 診療体制を充実させるために日本腎臓学
会は、専門医向けの CKD 診療ガイドライン、か
かりつけ医向けの CKD 診療ガイド、患者さんや
ご家族向けの CKD 療養ガイドを提供しているの
でご参照いただきたい。CKD 診療ガイドライン
に示されている推奨を6つ以上達成されている患

者さんは、それ未満の方に比べて明らかに CKD
の進展が抑制される。この複数の推奨を達成する
集学的治療の手順としてチームアプローチが重要
である。糖尿病を伴う CKD の患者へのメディカ
ルスタッフを交えたチームアプローチによって腎
機能低下にブレーキがかかる事は従来分かってい
たが、近年、糖尿病を伴わない CKD の患者さん
においても同様にチームアプローチによって腎機
能悪化にブレーキがかかる事が示された。管理栄
養士や理学療法士が関わるとより効果があること
も分かってきた。
　薬物療法に関しては今から 25 年前に ARB を
上乗せすることによって、リスクが下がることが
明らかになり、標準治療となって 25年が過ぎた。
新たに SGLT2 阻害薬が CKDにおける腎不全進行
抑制に有効であることが分かり、現状の標準治療
となっている。
　日本の透析患者の中長期の生命予後は、他の
欧米の諸国に比べて明らかに低い。長期予後を望
めない方も導入されている可能性がある。末期腎
不全に到達された患者さんに対する治療として
は、血液透析、腹膜透析、腎移植という 3つの
腎代替療法がある。そこに近年、保全的腎臓療法、
コンサバティブ・キッドニー・マネージメント
（CKM）という概念が入ってきた。厚生労働省の
指導の下に、日本緩和医療学会、日本腎臓学会、
日本透析医学会の 3学会から腎疾患の緩和ケア
ガイダンスが作成され、9月 29 日に公開されて
いる。
　特定健診の実施率の高い都道府県は透析導入率
が低めで、実施率が低い都道府県は透析導入率が
高めというデータがあり、健診を受けるところか
ら透析導入の抑制を進めることも重要である。

[ 文責：常任理事　竹中　博昭 ]
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講演Ⅱ
アトピー性皮膚炎
　　－病態理解と治療に関する最近の進歩

　　獨協医科大学医学部皮膚科学講座
主任教授　井川　　健

　アトピー性皮膚炎は、増悪・軽快を繰り返すか
ゆみのある湿疹を主病変とする疾患であり、患者
の多くはアトピー素因を持つ、と定義される。小
児期以降は寛解となる症例が多いとされている
が、成人にも多くみられる疾患である。年齢別患
者数では、小学生になると少し減少するが、40
歳前後までは横ばいで、高齢者になるとさらに減
少する。重症度割合は、幼児期までは軽症が多く、
小学生以降は中等度～重症例が増え、高齢者では
再び軽症が多くなる。
　アトピー性皮膚炎患者は、欠勤や休職あるいは
遅刻・早退など職場にいることができず業務に就
けない状態（アブセンティズム）や、出勤してい
るにも関わらず心身の健康上の問題により充分に
パフォーマンスが上がらない状態（プレゼンティ
ズム）などによる全般的労働障害による生産性損
失の割合が高い。また、QOL への影響でも、他
の皮膚疾患の中でQOL 評価が最も低い疾患であ
る。
　アトピー性皮膚炎は通常、喘息、食物アレル
ギー、アレルギー性鼻炎などの他のアレルギー性
疾患に先行して発症する。この成長するにつれて
いろいろなアレルギー性疾患が順に発症する現象
をアレルギーマーチと呼ぶ。乳児期の経皮感作が、
その後の発症に関連すると示唆されている。
　多くのアトピー性皮膚炎患者に共通する要因
として、遺伝又は後天的・環境による皮膚バリア
機能障害、Type2 炎症反応、痒みの 3つがあり、
それらが連動して皮膚症状を引き起こす。遺伝子、
生活環境、免疫学的メカニズムなどの違いにより、
同じような症状にみえても背景は多彩な疾患であ
る。
　ガイドラインにおける治療の目標は、「症状が
ないか、あっても軽微で、日常生活に支障がなく、
薬物療法もあまり必要としない状態に到達し、そ
れを維持すること」である。
　治療は、増悪因子対策、スキンケア、薬物療法

が標準治療であり、薬物療法には外用療法と全身
療法がある。外用療法は、従来からのステロイド
薬と、1999 年以降は外用免疫抑制薬が加わった。
外用療法は治療の基本であり、現時点では外用療
法なしの治療は考えにくい。全身療法には、経口
免疫抑制剤、経口ステロイド、光線療法などがあ
るが、長期には使いにくい治療法であり、薬物に
よる長期寛解維持は現実的ではない。
　日本では 2018 年に新規治療薬として、全身療
法薬では生物学的製剤と小分子化合物（JAK 阻害
薬）、外用薬では PDE4 inhibitor と AhR agonist
が承認された。新規の全身療法薬には投与基準が
あり、施設要件、前治療要件、疾患活動性数値
のレセプトへの記載などが定められている。新
規治療薬は、副反応が起こりにくく、治療ター
ゲットの中心にあるものが絞られてきて治療効果
が上昇した、などの特徴がある。さらに、現在は
100 ～ 200 の分子をターゲットにした 150 以上
の臨床試験が施行されており、さらなる新規治療
薬の開発が行われている。一方で、高額であるこ
と、治療対象は中等度以上であること、終了地点
がみえない、超長期安全性の有無、外用薬併用は
必須で単剤では効果が低いなどの問題がある。

[ 文責：理事　木村　正統 ]

講演Ⅲ
睡眠障害についてかかりつけ医が知っておきた
いこと

　慶應義塾大学予防医療センター
特任教授　三村　　將

　睡眠はなぜ必要か、睡眠障害の種類と病態、不
眠症の評価と治療・対応、睡眠時無呼吸の評価と
治療・対応について講演された。
１．睡眠はなぜ必要か
　睡眠は人間にとって必要不可欠なものである。
必要な睡眠時間には個人差があるが、昼間活動し
て夜眠る、というごく当たり前のことができなく
なり、日常生活に支障を来した状態を睡眠障害と
呼ぶ。
　成長ホルモンは深い睡眠時に分泌されるため、
質の良い睡眠が必要である。深い睡眠は前半に出
現し、後半にレム睡眠が多く出現する。中高年に
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対する成長ホルモンはアンチエイジングとなる。
睡眠時間は 2歳で 12 時間、20 歳で 8時間、70
歳で 6時間程度と高齢になると睡眠時間が減少
する傾向である。高齢になると途中で目が覚め、
深い睡眠が減少する。
　睡眠には体温の変化も重要である。高い体温が
下がると、寝つきが良くなり、深く眠り、中途覚
醒が起きにくくなる。体温を上げるものとして、
入浴、運動、鍋物、唐辛子があり、体温を下げる
ものとしてメラトニン、グリシンがある。体温を
さらに上げて下げると効果的である。
２．睡眠障害の種類と病態
　睡眠障害には不眠、過眠のほかに概日リズム睡
眠障害、睡眠時随伴症などがある。
　認知症では睡眠障害を認めやすく、アルツハイ
マー型では 64%、レビー小体型では 89%に何ら
かの睡眠障害を認める。その他、レム睡眠行動障
害やレストレスレッグス（むずむず脚症候群）な
どの症状も見られる。
３．不眠症の評価と治療・対応
　不眠症の 4 大症状は、入眠障害、中途覚醒、
早期覚醒、熟眠障害であり、高齢者によくみられ
る特徴である。不眠を自覚する場合、なかなか寝
つけない（入眠困難）、寝てもしばらくするとす
ぐに目が覚めてしまう（中途覚醒）、朝いつもよ
り早く目覚めてしまう（早朝覚醒）、さらにはぐっ
すり眠った感じがしない（熟眠障害）といった症
状がいくつか合わさってみられることが多い。眠
れない日が続くと次第に「また眠れないのでは」
という不安感が増し、不安や緊張のため余計に眠
れないという悪循環が生じる。夜眠れないのに日
中も眠くならないという場合も多いが、逆に夜眠
れない分を朝寝坊したり、日中眠くなってつい長
い時間昼寝をしてしまい、その晩にもっと眠りづ
らくなるということもしばしばある。
　うつ病は睡眠障害の合併が多い。眠りの質が低
下することが特徴である。眠れない状態が続くと、
昼間の眠気、集中力の低下などが生じ、うつ病を
発症することがある。うつ病の治療を行っても、
入眠障害は再発しやすく、睡眠の質は自殺念慮と
関連することが報告されている。
　認知症高齢者の不眠に対しては、非薬物的ア

プローチが重要である。認知症疾患診療ガイドラ
インでは、まず睡眠障害の正確な把握と鑑別診断
を行う。また、影響しうる身体症状（疼痛、頻尿、
掻痒など）、心理・社会的ストレス、嗜好品、薬
剤があれば改善する。その上で日中の日光浴や身
体活動を促し、睡眠環境の改善を図る（表）。薬
物療法にとしては、トラゾドン、リスペリドンの
使用を検討してもよいと記載されている。

表　生活習慣上の工夫 : 睡眠時間と光
・睡眠時間は 0時から 6時を中心に 7時間程度
がベスト

・起床時刻を一定にし、朝日を浴びる
・夜 9時過ぎからは間接照明にし、PC・スマー
トフォンの使用を控える

・平日の床に入る時間・出る時間のバラツキを
30分以内とする

・週末も、床に入る時間・出る時間は平日から
30分以上ずらさない

・高齢者は 6時間眠ればよい、長時間睡眠は不眠
の原因となる

（ヒトは 2歳で 12 時間、20 歳で 8 時間、70 歳
で 6時間）

４．睡眠時無呼吸の評価と治療・対応
　睡眠時無呼吸症候群の特徴は、①大きないび
き、②睡眠時無呼吸、③昼間の眠気の 3つである。
就寝中のことであるため、本人は気づいていない
ことが多い。睡眠時無呼吸症候群患者に不眠症状
が認められる割合は 39 ～ 59％で、不眠症状の
ある患者に睡眠時無呼吸症候群が認められる割合
は 29～ 67％である。
　睡眠薬の睡眠時無呼吸症候群に対する影響を
RCT の結果からみると、トリアゾラム 0.25mg
は AHI、最低 SpO2 ともに悪化する。ニトラゼパ
ム 5mg、10mg は AHI、最低 SpO2 ともに不変、
エスゾピクロン 3mg もともに不変、ゾルピデム
10mg は AHI は不変、最低 SpO2 は悪化するとい
う報告であった。レンボレキサント 10mg はプ
ラセボと比較すると変化を認めなかった。
５．快適な睡眠をとるために
　快適な睡眠を取るためには、以下の行動に気を
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つける。
・朝起きたら朝日をしっかり浴びる
・朝決まった時間に起きる
・昼寝は 30分以内に留める
・日中に適度な運動をする
・趣味などでストレス解消をする
・夕方以降にコーヒーなどのカフェインを控える
・夕食を食べすぎない
・酒を飲みすぎない
・寝る前のパソコンやスマホを控える
・寝室にテレビやDVDを置かない
・寝る時間にこだわりすぎない
・寝室でリラックスできるもの（音楽やアロマ）
を使う

・寝室の明るさを調整（明るすぎず不安にならな
い暗さ）

・自分に合った寝具（枕やマットレス）を使う
[ 文責：理事　國近　尚美 ]

厚労省関係講演
講演Ⅰ
2040 年を展望した医療について

厚生労働省医政局長　森光　敬子
〇新たな地域医療構想
　2010 年に地域医療構想が示された。この地域
医療構想は病床の報告が主で、総病床数をどう
コントロールするのか、高度急性期、急性期、回
復期、慢性期の病床をどのように確保していくか
に焦点が置かれた。2010 年に 2025 年における
病床数は 118.8 万床と見込まれていたが、2024
年の確定値で 117.8 万床となっており、総病床
数としては全体の数はほぼ整っている。
　「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」が、
昨年 12 月に厚生労働省から発表された。2040
年には、85歳以上の人口が 1,000 万人を超える。
85歳以上の高齢者の要介護認定率は 57.7% であ
る。医療と介護の両方を必要とする患者が非常に
多くなる2040年の課題の1つ目は救急搬送の増
加である。85歳以上の救急搬送は、およそ 75%
増加する。急増する医療救急搬送の受け入れ先を
しっかり確保しなければ、この事態に対応できな
い。2つ目は在宅医療の需要の増加である。これ

も 85歳以上の増加との人口の増加とともに、急
速にそのニーズが高まってくる。現在の体制では
対応できないので、どのような形で提供体制を構
築していくのかが今後の課題である。
　こういった状況にあって、新たな地域医療構想
をどのようなものにするかを考える必要がある。
1つは医療機関機能を新たに設けることである。
2040 年を考えた時に、病院の中だけで解決でき
る話ではなく、入院、在宅、介護が密接な形で地
域医療を行うためには、その医療機関がどのよう
な機能を持っているのかを明らかにし、どのよう
に連携を取っていくのかを検討する必要がある。
2つ目に医療機関機能報告を新たに位置付けて、
構想区域ごとに確保すべき機能や今後の方向性を
報告する機能を新たに設け、新たな地域医療構想
を考える土台を作っていくことで、とりまとめを
行っている。
〇医師の偏在に対する対策
　人口が少ない地域では診療所が減ってきてい
る。医師人口の多いところほど診療所が増えてい
るが、地方ではどんどん閉院している状況である。
診療所の医師数はこのまま行くと、2040 年には
50%以上減少すると予想されている。医師が減っ
て、診療所が減って、そこを支える病院も、病院
で働いている医師数も減少する。これ以上医師が
減っていけば、その地域の医療体制は危うくなる
状況である。医療体制が崩壊すれば住む人は減少
し、その地方の産業が衰退し、その町の根幹が揺
らぐのが、この医師の偏在対策をしなければなら
ない最大の理由である。この問題に対応するため、
医師の偏在是正に向けた総合的な対策パッケー
ジを 2024 年 12 月にまとめた。基本的な考え方
として、これまで医師の養成過程での対策が主で
あったが、総合的という言葉を掲げ、できること
は何でもやるというのが 1つのコンセプトであ
る。2つ目は、若い医師だけを対象にするのでは
なく、全世代のドクターに対しアプローチするこ
とである。
〇診療科偏在
　遠隔診療を使って連携をとっていくことも一つ
の解決法である。都道府県や医師会が関わって診
療科別の専門性の高い先生との間をしっかり繋ぐ
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という取組みを始めている都道府県もある。
[ 文責：常任理事　竹中　博昭 ]

講演Ⅱ
令和 8 年度診療報酬改定に向けた課題と展望
　　厚生労働省保険局医療課長　林　修一郎

○診療報酬改定の基本方針
　令和 8年度診療報酬改定に向けて、10月より
中医協にて 2段階目の各論の議論が始まってい
る。基本方針については、これまでの基本方針の
構成をベースに、近年の社会情勢・医療を取り巻
く状況を踏まえたものとして議論されている。基
本的視点として、物価や賃金、人手不足などの医
療機関等を取り巻く環境の変化への対応、医療機
関機能の分化・連携と地域における医療の確保、
地域包括ケアシステムの推進、安心・安全で質の
高い医療の実現、医療保険制度の安定性・持続可
能性の向上などが挙げられている。
○医療機関を取り巻く状況
　事業利益率は各病院類型のいずれも低下傾向に
ある。受診延日数は入院・入院外ともに減少傾向
にあったが、令和 2年度以降は入院外について
は回復する傾向が見られる。病院の収支構造は、
費用の 50％超を占める人件費が増加しているこ
とに加え、人件費以外についても軒並み事業収
益の増加率を上回る伸びで推移している。医療法
人経営情報データベースによる 2023 年度の状況
は、病院の医業利益率はいずれの病院類型でもマ

イナスとなっている。診療所の医業利益率・経常
利益率は、いずれの区分でも平均値・中央値とも
プラスである。入院ありの診療所は、入院なしの
診療所と比較して利益率が低い傾向にあり、約半
数で医業利益が赤字である。また、大都市の診療
所と比較して、地方都市や人口少数地域の診療所
は利益率が低く、医業利益が赤字の割合も大きい。
○医療提供体制
　看護職員の就業場所は病院・診療所が多いが、
訪問看護ステーションや介護保険施設で増加傾向
となっている。病院における各職種の従事者数は、
平成 17年度と比べると増加しており、理学療法
士、作業療法士は 3倍に増加している。診療科
別医師数の推移では、リハビリテーション科、形
成外科の増加割合が高く、その他の診療科も概ね
増加傾向にはあるが、外科は平成 24年以降減少
傾向にある。
○その他
　外来医療では、入院外受診延日数、かかりつけ
医機能、かかりつけ医機能報告、情報通信機器を
用いた診療について説明があった。入院医療につ
いては、届出病床数の推移、地域包括医療病床の
届出状況などについて、在宅医療については、支
援診療所・病院の届出数、診療報酬の推移、訪問
看護、介護給付費などについて解説された。

[ 文責：理事　木村　正統 ]
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第 106 回山口県医学会総会第 106 回山口県医学会総会
と　き　令和 7 年 6 月 8 日（日）と　き　令和 7 年 6 月 8 日（日）

ところ　山口県総合保健会館 2 階「多目的ホール」ところ　山口県総合保健会館 2 階「多目的ホール」

[ 報告：山口市医師会副会長　塩見浩太郎 ]

講演Ⅰ
AI・数理工学をいかに医学にとりこむか？

　　医療法人錦秀会阪和病院・阪和記念病院
統括院長・総長　北風　政史

1．日本の医療が直面する現状
と「心不全パンデミック」
　日本における主な死因別に
みた年次推移をみると、悪性
新生物（がん）が 1位、心疾
患（高血圧を除く）が 2 位、
老衰が 3 位、脳血管疾患が 4 位となっている。
私の専門である心血管疾患（冠動脈疾患、心筋疾
患、弁膜症、不整脈など）の多くは、最終的に「心
不全」へと至り、命を落とす。
　現在、日本の人口が減少しているにもかかわら
ず、心不全患者数は急増している。2025 年には
推計 120 万人に達するとされ、国民の 80人に 1
人が心不全患者という「心不全パンデミック」の
到来が危惧されている。心不全の 5年生存率は
25％前後であり、これは多くのがんと比較して
も極めて予後不良な疾患といえる。したがって、
がんが「国民病」であるならば、心不全もまた紛
れもない国民病である。
　日本の医療における喫緊の課題は、1.悪性腫瘍、
2. 脳・心血管疾患、3. 高齢化に伴う老衰・認知
症の 3点に集約される。これらに対し、どのよ
うに科学的アプローチを試みるべきか。科学的手
法には「演繹法」と「帰納法」という2つのアプロー
チがある。

2．科学的アプローチ 1：演繹法による因果関係
の証明
　「演繹法（Deductive Methods）」とは、仮説か
ら出発し、その可能性を検討することで論理的な
結論を導き出す手法である。
　心不全と糖尿病の関係を例に挙げる。一般に「糖

尿病が心不全を引き起こす」ことは既知の事実で
あったが、「心不全が耐糖能異常を引き起こすの
ではないか」という逆の仮説を立てた。これを証
明するため、マウスを用いた実験を行い、心不全
状態では血糖値が上昇し、糖尿病治療薬の投与に
よってそれが改善されることを確認した。さらに、
拡張型心筋症（DCM）の患者における調査では、
糖尿病の既往がない患者の 8割に潜在的な耐糖
能異常（IGT）が認められ、心不全の重症度（NYHA
分類）が進むほどその比率が高まることを突き止
めた。
　この因果関係を最終的に証明するため、糖尿病
治療薬のベイスンを心不全患者に 6か月間投与
したところ、心不全マーカーである BNP の低下
と、心機能の劇的な改善が確認された。「仮説→
実験・検証→証明」というこのプロセスこそが、
医学研究における演繹法の実践である。
　なお、演繹法のメリットは新しい仮説を獲得で
きることだが、デメリットは新しい仮設の獲得や
証明が難しく、成功率が低いことである。

3．科学的アプローチ 2：帰納法とビッグデータ
マイニング
　一方で「帰納法（Inductive Methods）」は、膨
大な観察データから出発し、そこから共通の規則
性や理論を導き出す手法である。
　国立循環器病研究センターでの勤務時代、年間
約 1,000 人の心不全入院患者のデータを収集し、
データマイニング解析を行った。その結果、β
遮断薬や ACE 阻害薬といった既知の薬剤以外に、
本来は胃薬である「ヒスタミンH2受容体拮抗薬
（H2ブロッカー）」が心不全を改善する可能性が
あるという、予期せぬデータが浮上した。
　心不全患者の心臓にはMast Cell が増加するこ
とが文献的に報告されている。一方、心臓にも
H2 受容体が存在することが分かっている。H2
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受容体は Gs 蛋白を介して cAMPを増やす作用が
あり、cAMPを増やすのは、β刺激である。β阻
害剤が心不全の薬になっているので、H2受容体
拮抗薬が心不全の薬になるのではないかと考え
た。実際にH2受容体拮抗薬を投与したところ、
心不全患者の BNP 濃度が低下し、心機能が改善
した。
　「データから出発して未知の可能性を発見する」
という帰納法は、ビッグデータ時代の現代におい
て極めて強力な武器となる。
　なお、帰納法のメリットは大量のデータを蓄積
するだけでよく、成功率が高いが、デメリットと
して、大量のデータの収集が難しく分析が困難で
ある。

4．ゲノム・データベースと集団データベース
　帰納法の応用として、「ゲノム・データベース」
と「集団データベース（Population Database）」
を解説する。

（1）疾病家系からの遺伝子特定
　ある共同研究で「徐脈（不整脈）」を呈する家
系が見つかり、全エキソーム解析を行った結果、
「KCNJ3」という遺伝子の突然変異が原因である
ことが特定された。これはアセチルコリン誘導型
ポタシウムチャネルに関わる遺伝子であり、変
異によって細胞膜が過分極状態となり、刺激伝導
系の発火が抑えられることで徐脈が引き起こされ
る。この知見をゼブラフィッシュを用いた実験で
検証し、最終的に「NIP-151」という薬剤がこの
徐脈を治療できる可能性を見出した。

（2）心不全の重症度と MLCK 遺伝子
　また、重症心不全患者の心筋サンプルを網羅的
に解析し、心不全の重症度（肺動脈圧の上昇）と
連動して発現が低下する「75678」という遺伝
子を発見した。これは心臓特異的な「ミオシン軽
鎖キナーゼ（MLCK）」であった。
　MLCK が減少すると、ミオシンのリン酸化が不
十分になり、アクチンとミオシンの距離が離れて
収縮力が低下する。この仮説を、iPS細胞から作っ
た心筋細胞やノックアウトマウスで検証したとこ
ろ、MLCK の活性を高めるアクティベーターが心
不全治療に劇的な効果を示すことが分かった。現
在、同様のメカニズムを持つ「オメカムティブ」

という薬剤で研究が進んでいる。

5．数理工学による解析の高度化と統計学的課題
　ビッグデータを扱う上では、従来の統計学だけ
では限界がある。変数の数が膨大になると「組み
合わせの爆発」が起き、多重性の問題（ボンフェ
ローニ補正など）によって検出力が低下し、有意
差を出すことが極めて困難になるからである。
　そこで必要となるのが、AI（人工知能）や機械
学習の技術である。過去のデータから将来を予測
する、あるいは複雑なパターンの中から真実を見
つけ出すために、数学、情報検索、データベース
工学がオーバーラップした領域での解析が不可欠
となっている。
　将棋 AI が過去の膨大な棋譜から最善手を導き
出すのと同様に、医療においても「過去の患者デー
タから、その患者が 5年後にどうなるか」を高
い確率で予測するモデルの構築を目指している。

6．LAMP 法
　450 万人の健康ビックデータの提供を受けて、
その中の基準を満たした 308,205 人・288 項
目の健診・問診・投薬・レセプトデータを用い
て、4年間に心不全を発症した方の特徴をデー
タマイニング法で解析した。288 項目に対して
そのすべての組み合わせを検討すると 2,288 回
（4.97 × 1086）の統計をしなくてはいけない
た め、LAMP 法（limitless-arity multiple-testing 
procedure、無限次数多重検定法）を用いて、ハ
イスペックコンピュータを用いて解析した。
　この手法を用いると、特定の条件（年齢、性別、
生活習慣、検査値の組み合わせ）を持つ人が、将
来心筋梗塞や心不全を発症する確率を極めて高い
精度で算出できる。これを予防医療に応用すれば、
「あなたは 5年以内に心不全を発症する確率が極
めて高いが、特定の生活習慣を改善すればその確
率を 10分の 1に下げられる」といった具体的な
アドバイスが可能になる。

7．機械学習のタスクと医療への応用
　機械学習には、大きく分けて以下の 3つのタ
スクがある。
・回帰分析（Regression）：連続する数値の予測（例：
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将来の売上予測、検査値の変化）。
・分類（Classification）：教師あり学習。正解デー
タに基づき、Aか Bかを判定する（例：クレジッ
トカードの不正利用検知、画像診断によるがん
の判定）。

・クラスタリング（Clustering）：教師なし学習。
データ自体の類似性からグループを分ける（例：
未知の疾患のサブタイプ分類）。
　これらを駆使することで、問診だけで認知症の
可能性を 8割の確率で言い当てたり、胸部レン
トゲン画像から医師が見落としがちな微細な異常
を AI が指摘したりすることが可能になる。

8．Take Home Message
　医学・医療は応用自然科学である以上、必ず数
式化されなければならない。かつての伝承や経験
に頼る医学から脱却し、数理的手法を用いた厳密
な科学へと進化させる必要がある。
　現代の医師には、医学的知識だけでなく、工
学部や理学部の専門家と協力し、数学的な素養を
持ってビッグデータを運用する能力が求められて
いる。AI は医師を置き換えるものではなく、医
師がより高度な判断を下し、患者一人ひとりに最
適な医療を提供するための強力なパートナーとな
る。
　「数学に基づかないものは科学でもなければ医
学でもない」という強い信念のもと、AI・数理工
学を積極的に医学に取り込むことで、心不全パン
デミックという未曾有の危機を乗り越え、国民の
健康長寿を実現すること。それが、本講演が示す
医学の未来図である。

講演Ⅱ
震災と JR 列車脱線事故における救急災害医療：
経験に基づく提言

　　神戸大学大学院医学研究科外科系講座
災害・救急医学分野教授　小谷　穣治

　本日は災害医療や救急医療
について、私の経験に基づい
てお話をしたい。
　私は外科を 15 年やり、そ
の後兵庫医科大学救命セン
ターに異動になり、そこから

救急外科や集中治療を始めた。兵庫医科大学で
15 年過ごし、教授になったので、そのまま兵庫
医科大学にいるかと思っていたが、神戸大学に戻
ることになった。神戸大学では救急部があまり動
いてなかった。そこで、救急医を主として外科系
各診療科からローテーションする医師で構成され
る「救命救急科」と総合内科医と各内科からロー
テーションする総合内科が 1つのチームとして
救急診療にあたる体制を構築し、救命救急セン
ター化を行った。
　兵庫医科大学は大きな救命センターを運営して
いた。作業中にパワーショベルアームと鉄柱で体
幹を挟まれ受傷した方の症例では、脾損傷、左腎
損傷、肝損傷があり、手術を行った。こういう患
者さんは栄養が大切であるので、ニードルカテー
テルによる空腸栄養瘻の増設を行った。肝臓や
腸管など腹腔内臓器のダメージは高度であり、閉
腹時において 2次的に生じた臓器浮腫が高度で
あり、閉腹操作により Abdominal Compatment 
Syndrome を 来す可能性が高いため、Open 
Abdominal Manegement（開腹したままにして、
陰圧をかけて管理し、腫れが収まったら元に戻す
という治療）とし、術後管理を行った。
　私が人生で一番驚いた症例は、ドクターカーで
現場に行くと、全裸の男性がお腹を刺して、しか
も局部を切り取った状態で徘徊していた。麻酔を
かけてくれと警察官に頼まれ、本当はそのような
ドクターカーの使い方は良くないと思うが、麻酔
をかけて眠っている間に処置をした。局部は回収
したがすでに壊死していた。泌尿器科医と処置し
たが、残った皮を上に上げるときれいに真ん中に
縫う線ができた。
　救急の手術では非定型的な手術が多く、教科書
に書かれていない手術を非常によく経験する。
　熱傷で最近話題なのは自家培養表皮といい、普
通は患者さんの皮をメッシュ状にして貼り付ける
が、これをすると関節が拘縮する。しかし、本人
の皮膚を培養して 3週間ぐらい経つと培養表皮
が 40枚ぐらいできる。これを上から貼り付ける
とかなり皮が柔らかくなり、膝も曲がるようにな
る。
　京都アニメーションの放火事件の事例では、犯
人がポーチをつけていたので、皮膚が少し残っ
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ていた。熱傷面積は 93% だったが、残った皮か
ら培養表皮を作ることができた。犯人が回復した
時の映像では、口まで手が届くようになった。こ
れは何が大事かというと、自分でご飯が食べられ
る。自分でご飯が食べられるか食べられないかで
QOLが変わる。
　おもしろい症例があった。お腹が痛いと言って
病院に行った患者さんが、レントゲンを撮ると四
角いものが入っている。これは一体何かと聞くが、
本人は何も言わない。結局お尻の穴から取り出
すと缶コーヒーが入っていた。本人になぜ缶コー
ヒーを入れたのかと聞くが、入れてないと言う。
直腸異物の場合は自分で入れたことを言わない。
　私は筋肉の研究をしているが、その中でHMB
（β -hydroxy- β -methylbutyrare）というたんぱ
く質合成の促進、蛋白崩壊の抑制をするものが
あり、スポーツをする人はよく飲んでいる。組織
修復に効くのではないかと思い、指の先が全部切
れてしまった人に飲んでもらうと、指が生えてき
た。再生能力が非常に高まった。褥瘡の方に飲ま
せると、1週間も経つと肉芽が盛り上がってきて、
60日かかったが、完全に閉じた。

災害医療
　ここからは災害医療の話をする。私が山口大学
の学生の時、日航機が墜落したが、私はこの時東
京の病院に研修に行っており、帰りにこの飛行機
に乗るという計画書を書いて、教務の学生係に出
していたが、当時家族がバラバラに全国に住んで
いたので、神戸で集ってご飯を食べようというこ
とになり、新幹線で帰ってきた。当時、携帯電話
などないので、家に 10時ごろ帰ると、同級生か
ら電話かかってきて、「お前はもう死んだことに
なっている。クラス網で死んだという情報を流し
てしまった」と言われた。ニュースで最初に、犠
牲者の名前が発表になったときに、小谷という
名前が 5人ぐらい乗っているという情報があり、
家族で乗っているのではないかという憶測によ
り、クラス網で連絡を回したとのことだった。こ
ういった第 1情報は間違いが多い。
　災害時には「CSCATTT」という考え方があり、
災害現場における共通語であり、コマンドである。
誰が指揮命令系統のトップにいるのか（Command 

and Control）、自身や周囲の安全確保（Safety）、
どういったコミュニケーションツールを使うの
か（Communication）、何が必要かなどを評価
（Assessment）し、これを全部行った上で、患者
をトリアージ（Triage）して、治療（Treatment）
して、搬送（Transport）する。
　災害拠点病院は大体 700 病院以上あり、概ね
救命救急センターであり、24 時間救急患者受入
体制、ヘリコプター搬送体制など、さまざまな条
件があるが、阪神・淡路大震災以降に制定され
た。この各病院には、DMAT（Disaster Medical 
Assistance Team）と呼ばれる災害派遣医療チー
ムが作られている。この目的は広範囲搬送であ
る。どこかで災害が発生すると、そこに各地か
ら、現場に入って CSCATTT を行う。DMAT の研
修も行われており、全体の構成人員は1/3が医師、
1/3 が看護師で、残りが業務調整員と呼ばれ、理
学療法士や放射線技師といった方々が、情報関係
のコントロールをするという構成になっている。
DMAT の研修では、国を挙げて起こりうる南海
トラフに対応するための広域の訓練が行われてい
る。
　発生現場でどのようなことが起こっているの
か、また、災害拠点病院ではどのように患者を受
け入れているのかなど、情報を共有しなければな
らない。この 1つの方法として広域災害救急医
療情報システム（EMIS）がある。これは、Web
上で、今どこの病院でどれだけの患者を受けられ
るか、どのような患者がいるのかという情報を共
有する。各病院は受入の状態などを入力する。こ
れは日常的にも使われており、特にコロナの時は、
発熱患者の収容先がないので、何時間も立ち往生
してしまうことが何度も起こっていたが、EMIS
の機能に広域搬送依頼というのがあり、遠方の病
院で受け入れてもらう、ということが行われてい
た。

阪神・淡路大震災
　阪神・淡路大震災の 2週間前に東京消防庁の
池袋防災館で震度 6を体験した。当時は関西で
は全く地震が起きていなかったので、東京は地震
が多くて怖い、関西は大丈夫という話をしていた
が、その 2週間後に阪神・淡路大震災が発災し、
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6,000 人以上の方が亡くなった。
　発災時は三宮に住んでおり、下から突き上げら
れて、体が空中に浮いているような感覚で目が覚
めた。停電しており、テレビとラジオも確認でき
ないので、情報がなかった。妻と 2人で外に出
ようと思ったが、脱出するのに時間がかかった。
日ごろから脱出経路は確保しておかなければなら
ないことも教訓になった。なんとか脱出して車の
ラジオを聞くと、地震のようだが、震源地はどこ
か分からない。公衆電話へ行くと 10数人が並ん
でいた。緑色の電話は停電で使えなかったので、
停電でも使えるピンク色の電話の前に人が並ん
でいたが、その中の誰かが「10 円玉がいっぱい
になると使えなくなる」と話され、見ず知らずの
10 数人が集まって、1人 10 円玉 1 枚だけにし
ようということにした。誰かに自分がどこにいて、
生きているということを言えばいいという約束事
をした。こんな約束事が見ず知らずの人とまとま
るというのは、日本人ならではの特性ではないか
と思う。
　地下鉄も電車も動かないので、車で妻の妹が
住んでいるポートアイランドに助けに行こうとす
ると、橋のたもとで警察官が「橋が落ちて島は
沈んだらしい」と言い続けていた。私の推測だが、
この警察官は「液状化」という単語を初めて聞い
たのではないかと思う。液状化と聞いて、沈んで
しまったと勘違いしたのではないか。先ほどと同
じく、初期情報は間違いが多い。
　大学病院に向かう途中には、家やビルがひっく
り返っており、遺体が転がっており、家が燃えて
いた。水がないので消火活動ができなかった。挟
まれている人を引っ張り出すのはプロではなく、
通りがかりの一般の人たちだった。初期救助は一
般市民であるというのも、災害の 1つの教訓に
なると思う。
　差し入れの問題だが、夕方まで食べるものがな
かったが、夕方には岡山方面からおにぎりがたく
さん届いた。非常に嬉しかった。ところが次の日
もその次の日も 3日間ずっとおにぎりしか来な
い。やはり日本人の差し入れの概念はおにぎりで、
3日間ご飯だけを食べると、お腹の動き悪くなり、
便秘になる。3日目に同じ岡山方面からたくあん
が大量に届き、これは非常にお腹に良かった。こ

れを食べることによって、便も出るようになった
が、トイレが壊れていた。全然水を流せないので、
大学病院のトイレには何人もの便が山盛りになっ
ていた。最初の数日間は非常に非人間的な環境で
あった。
　瓦礫の下から救出された被災者は、最初は元気
である。高齢の方が救助され、戸板で運び込まれ
てきたが、元気なので 1階外来（いわゆる「緑
スポット」）で休んでもらうことにした。夕方に
看護師が緑スポットで、2名死亡していると慌て
て報告してきた。回診すると、2名が死亡して
おり、うち 1人は朝元気だった高齢の方だった。
また、13 人が頻呼吸、頻脈で低血圧だった。代
謝性アシドーシスと高カリウム血症で、当時、「挫
滅症候群（クラッシュ症候群）」は知らなかったが、
動物実験の虚血再還流モデルに似ていると議論に
なり、それと気づいた。挫滅症候群（クラッシュ
症候群）を簡単に説明すると、下敷きになってい
る間に圧迫によって血流が止まり、その間に組織
が潰れて、カリウムやミオグロビンなど毒性物質
が蓄積される。それが救出によって一気に血流が
元に戻り、全身に毒性物質が回り、高カリウム血
症での急性心不全やミオグロビン・脱水による急
性腎不全が起こる。透析が必要だったが、透析室
はすでに鍵がかけられており、外科病棟と研究用
の透析器 4台を使って、13名のうち血圧の低い
4名に持続血液濾過透析を、残りの 9名に動静脈
圧差による持続血液濾過を行ったが、焼け石に水
だった。夕方に残りの透析液が 24時間分しかな
いことが分かった。電話回線がパンクする中、帝
京大学の教授からの電話が医局につながり、それ
をホットラインとして接続を維持していたので、
水がないことを伝え、返事を待った。水は用意で
きたがそれを運ぶ手段としてヘリコプターを使い
たいが、ヘリコプター代を誰が払うかで揉めてし
まい、最終的にはトラックで運ぶことになったと
の連絡が入った。われわれからすれば目の前に死
のうとしている患者さんがたくさんいるので、お
金のことは後でいいのではないかと思うが、救助
者にとってはお金の問題はとても大事である。こ
の時、被災者は非日常にあるが、救助者側は日常
生活を送っているので、温度差があることを実感
した。次の日、透析液がなくなる直前にトラック
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が到着したとの連絡があり、一同感動した。
　木造の建物の家は地震で 1階がよく潰れる。1
階のピアノの下敷きになった親子が近所の人たち
に引きずり出されて、病院に運び込まれてきた。
両者とも圧死だった。遺体の置き場所がなかった
ので、学生の教室に死体を置いた。親子は別々に
運び込まれてきたので、違う部屋に寝かせていた
が、午後になってお父さんが病院に来られた。自
分だけ 2階で寝ていたため、なぜ自分だけ助かっ
たのかとすごく言っていた。お父さんから 2人
を並べて寝かせてほしいと言われた。娘さんをお
母さんの横に、後輩の医者と 2人で運んだ。1月
17 日で非常に寒いので、体も死後硬直でカチカ
チになっていたが、髪の毛だけが動くのを見て、
本当に可哀想な感じがした。親子を並べるとお父
さんはすごく喜んでくれて、この時に患者さんが
亡くなられたらそれで終わりではなく、残された
家族や周りの人たちがその死を受け入れられる、
そういう状況を作ることが非常に大切だと感じ
た。

JR 福知山線列車脱線事故
　10年後、私が兵庫医科大学に行って 3年後に
JR 福知山線の列車脱線事故が起きた。これは兵
庫医大から 5kmしか離れてないところで発生し
た。トラックや警察の護送車を使って短時間で大
量の患者さんが兵庫医科大学に運び込まれた。兵
庫医科大学病院では 10時と 11時の 2時間で 99
名の患者を受け入れていた。これは需要と資源の
非常にアンバランスであったが、災害対応の訓練
を年 1回行っていたことが奏功し、対応するこ
とができた。
　阪神・淡路大震災の時と同じく、初期救助を行
うのはプロではなく一般市民である。近くの工場
で働いている人たちが助けに行った。災害の急性
期における救命医療の曲線では、本来なら医療の
需要、救命の可能性はどんどん減っていくが、医
療者はなかなか来ない。一般市民の方々で、自助
努力をしてもらうしかないので、一般市民の方に
正しい医療の仕方を知ってもらう必要があると実
感しており、一般市民の方に BLS を教えたりし
ている。
　1両目の救急車が入った時に、病院のドクター

カーで現地に入った。倒れている人がいて、血ま
みれになっているが、通りがかりの人がこの人の
携帯電話を取って、誰に電話してほしいかと聞い
て、電話してあげていた。また、顔に濡れたタオ
ル、枕元にペットボトルと氷というスタイルでい
る人がたくさん現場にいた。これは、一般市民の
配慮だと思うが、顔が見えず、呼吸意識の変化が
見えないので、誰が重症かが濡れたタオルをめく
らないと分からなかったので、初期治療に当たる
一般市民への啓蒙が必要だと感じた。
　救助が始まってからしばらく経ってから、少し
離れたビルの入り口に怪我人数名が並べられてい
ることが分かった。一般市民がよかれと思って静
かなところに怪我人を運んだと思うが、トリアー
ジスペースがなく、一番奥の人は意識がなく、こ
の人を担架で運び出すのに非常に難渋した。意識
のない人を運び出すのはとても難しい。一般市民
に重症の人こそ、人目に着くところに置いてあげ
ないと駄目だということを啓蒙しなければならな
いと感じた。
　今回、日本で初めて瓦礫の下の医療を行った。
1両目に 3人の方が生きた状態で閉じ込められて
いたので、中に入り込んで点滴や水分補給、気管
切開したりした。
　9時 18 分に事故が発生し、9時 33 分に兵庫
医科大学に第 1報が入った。その 7分後には災
害対策本部を設置し、トリアージポスト、治療ポ
ストを設定した。トリアージは病院前トリアージ
を行い、赤は救命救急センターへ、黄色は救急外
来処置室へ、緑の歩ける方は整形外科外来へ行っ
てもらう形にした。トリアージは START 変法で
行う。呼吸を全くしていなければ黒。呼吸回数が
非常に多い又は少ない、橈骨動脈を触れない、従
命不可能であれば重症扱いになる。それが全部で
きれば中等症の黄色、となる。
　トリアージスポットでは白板に名前を書いた。
始めは個人情報保護法があるので、書き出すのは
どうかという話もあったが、白板に書き出して情
報を共有するのが一番やりやすかった。また、こ
うすると警察官が来て、勝手に情報取りしてくれ
るので、説明する手間も省けた。
　トリアージスポットに患者が運び込まれた後
でトリアージオフィサーがトリアージを行うが、
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START 変法では 1人に 1分以上かかるため間に
合わないので、トリアージオフィサーは自分の直
感でトリアージを行った。後でどれほど正しかっ
たかを検証してみたところ、とても正しかった。
日常的に救急をしている人の直感は、トリアー
ジする能力が高いのではないかと、英語の論文
を出した。First Impression Triage Method（FIT 
method）という名前を作ると、イギリスの BBC
放送から電話がかかってきて、災害医療における
革命的な発想だとすごく褒められ、取材を受けて
番組に出た。何事も英語で発表することは大事だ
と思った。
　患者が運ばれてくると、軽症者は話ができて、
感情が出るのでつい気を使って手を差し伸べたり
するが、本当は元気なのでマンパワーをかけるべ
きではない。一方、重症患者ほど静かである。災
害現場ではまずおとなしい人を探すべきである。
　赤の救命救急センターには多数の重症患者が搬
入された。何人来るか予想がつかない中で、臨機
応変に医療者を各患者に割り振り、患者をさばい
てスペースを作らなければならなかった。黄色の
救急外来処置室では、救急医ではなく脳神経外科
医や内科医が処置にあたった。

最後に
　時間の都合で講演は以上となるが、
・重症な人ほどおとなしい
・初期情報は間違いが多い
・初期救助に当たる人は一般市民が多いため、一
般市民の方々への啓蒙が非常に大切
ということを強調して、講演を終わる。

　午後からは市民公開講座が開催され、　オープ
ニングセレモニーとして彩バレエスタジオによる
バレエが行われた。その後、「哲学で考える生老
病死」と題して、哲学者で山口大学国際総合科学
部の小川仁志 教授による特別講演が行われ、多
数の参加があった。
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１　令和８年度山口県医師会代議員会について１　令和８年度山口県医師会代議員会について
　来年度の臨時代議員会を令和 8年 5月 14 日、　来年度の臨時代議員会を令和 8年 5月 14 日、
定例代議員会を 6月 11日に開催することを決定定例代議員会を 6月 11日に開催することを決定
した。した。

１　令和 8 年度国際会議へ派遣する若手医師の１　令和 8 年度国際会議へ派遣する若手医師の
推薦について推薦について
　山口県医師会から中国四国医師会連合への推薦　山口県医師会から中国四国医師会連合への推薦
の可否について協議を行い、応募のあった 2名の可否について協議を行い、応募のあった 2名
を推薦候補者として決定した。を推薦候補者として決定した。

１　社保・国保審査委員連絡委員について１　社保・国保審査委員連絡委員について
　委員の退任に伴い、新たに 1名を委員とする　委員の退任に伴い、新たに 1名を委員とする
ことを決定した。ことを決定した。

２　へき地の医薬品等提供に係る ICT 活用促進会２　へき地の医薬品等提供に係る ICT 活用促進会
議の委員について議の委員について
　山口県薬務課長から標記会議の委員の推薦依頼　山口県薬務課長から標記会議の委員の推薦依頼
があり、1名を推薦することを決定した。があり、1名を推薦することを決定した。

１　医事案件調査専門委員会（11 月 20 日）１　医事案件調査専門委員会（11 月 20 日）
　病院3件の事案について審議を行った。（藤井）　病院3件の事案について審議を行った。（藤井）

２　日本スポーツ振興センター災害共済給付事業２　日本スポーツ振興センター災害共済給付事業
運営協議会（11 月 20 日）運営協議会（11 月 20 日）
　災害共済給付の歴史及び制度概略、令和 6年　災害共済給付の歴史及び制度概略、令和 6年

度事業報告及び令和 7年度の取組等の報告の後、度事業報告及び令和 7年度の取組等の報告の後、
デジタル社会で目指す災害共済給付事業の姿と今デジタル社会で目指す災害共済給付事業の姿と今
後の運営への期待について協議が行われた。（茶川）後の運営への期待について協議が行われた。（茶川）

３　第 56 回全国学校保健・学校医大会（11 月 22 日）３　第 56 回全国学校保健・学校医大会（11 月 22 日）
　「子どもたちの健康を守る～生まれてから成人　「子どもたちの健康を守る～生まれてから成人
まで～」をテーマに神奈川県医師会の担当で開まで～」をテーマに神奈川県医師会の担当で開
催された。午前は 5つの分科会、午後は開会式・催された。午前は 5つの分科会、午後は開会式・
表彰式に続き、自見はなこ 参議院議員による「子表彰式に続き、自見はなこ 参議院議員による「子
ども家庭庁の創設について」と題した講演などども家庭庁の創設について」と題した講演など
6講演、カリフォルニア大学バークレー校の野村6講演、カリフォルニア大学バークレー校の野村
泰紀 教授の「宇宙はたくさんあるのか！？」と泰紀 教授の「宇宙はたくさんあるのか！？」と
題した特別講演が行われた。題した特別講演が行われた。

（沖中、河村、長谷川、木村、中村丘）（沖中、河村、長谷川、木村、中村丘）

４　中国地方社会保険医療協議会山口部会４　中国地方社会保険医療協議会山口部会
（11 月 26 日）（11 月 26 日）

　医科 1件、薬局 3件が指定された。（淵上）　医科 1件、薬局 3件が指定された。（淵上）

５　医科歯科医療機関等に対し補助金と報酬改定５　医科歯科医療機関等に対し補助金と報酬改定
の両面から早急な対応を求める意見書の採択要請の両面から早急な対応を求める意見書の採択要請

（11 月 27 日）（11 月 27 日）
　本会の加藤会長をはじめ医療関係 5団体の会　本会の加藤会長をはじめ医療関係 5団体の会
長等から県議会議長に対して、標記の意見書を国長等から県議会議長に対して、標記の意見書を国
会等に提出するよう、意見書の採択を要請した。会等に提出するよう、意見書の採択を要請した。

（加藤）（加藤）

６　郡市地域医療担当理事協議会（11 月 27 日）６　郡市地域医療担当理事協議会（11 月 27 日）
　新たな地域医療構想、医師偏在対策、かかりつ　新たな地域医療構想、医師偏在対策、かかりつ
け医機能報告制度等について協議を行った。（岡）け医機能報告制度等について協議を行った。（岡）

７　かかりつけ機能報告制度 Web 講演会７　かかりつけ機能報告制度 Web 講演会
（11 月 27 日）（11 月 27 日）

　日本医師会の城守常任理事による「かかりつけ　日本医師会の城守常任理事による「かかりつけ
医機能報告及び次回診療報酬改定の方向性」と題医機能報告及び次回診療報酬改定の方向性」と題
したWeb 講演を行った。受講者 206 名。（伊藤）したWeb 講演を行った。受講者 206 名。（伊藤）

８　都道府県自賠責保険担当理事連絡協議会「Web」８　都道府県自賠責保険担当理事連絡協議会「Web」
（11 月 28 日）（11 月 28 日）

　自賠責診療報酬基準のアンケート調査結果及び　自賠責診療報酬基準のアンケート調査結果及び

理理 事事 会会

協議事項

報告事項

－第 17 回－

12 月 4 日　午後 5 時 10 分～ 7 時

加藤会長、沖中・中村両副会長、伊藤専務理事、
河村・長谷川・茶川・竹中・岡各常任理事、
白澤・木村・藤井・國近・中村・森・吉水各理事、
宮本・友近・淵上各監事

議決事項

人事事項
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今後の対応方針、三者協議会の運営改善について今後の対応方針、三者協議会の運営改善について
の説明の後、質疑応答が行われた。（伊藤）の説明の後、質疑応答が行われた。（伊藤）

９　第 2 回 JMAT やまぐち災害医療研修会９　第 2 回 JMAT やまぐち災害医療研修会
（11 月 29 日）（11 月 29 日）

　WOTA 株式会社の渡邊賀括 氏による「能登半　WOTA 株式会社の渡邊賀括 氏による「能登半
島地震の学びから、国難級災害に備える」など 3島地震の学びから、国難級災害に備える」など 3
つの講演が行われた。出席者41名。（茶川、竹中）つの講演が行われた。出席者41名。（茶川、竹中）

10　児童虐待の発生予防等に関する研修会10　児童虐待の発生予防等に関する研修会
（11 月 30 日）（11 月 30 日）

　乳児院なかべ学院の藤本学院長による「小さな　乳児院なかべ学院の藤本学院長による「小さな
命と向き合う場所～乳児院の役割と私たちにでき命と向き合う場所～乳児院の役割と私たちにでき
ること～」など 2つの特別講演が行われた。参ること～」など 2つの特別講演が行われた。参
加者 102 名。（河村）加者 102 名。（河村）

11　全国有床診療所協議会第 3 回臨時社員総会11　全国有床診療所協議会第 3 回臨時社員総会
（11 月 30 日）（11 月 30 日）

　来年度の診療報酬改定について意見交換の後、　来年度の診療報酬改定について意見交換の後、
厚生労働省地域医療計画課の佐野室長から第 8厚生労働省地域医療計画課の佐野室長から第 8
次医療計画の在宅医療について説明が行われた。次医療計画の在宅医療について説明が行われた。

（伊藤）（伊藤）

12　都道府県予防接種担当理事連絡協議会「Web」12　都道府県予防接種担当理事連絡協議会「Web」
（12 月 1 日）（12 月 1 日）

　厚生労働省予防接種課の前田課長から「予防接　厚生労働省予防接種課の前田課長から「予防接
種事務のデジタル化」について説明の後、質疑応種事務のデジタル化」について説明の後、質疑応
答が行われた。（河村）答が行われた。（河村）

13　日医第 6 回学校保健委員会（12 月 3 日）13　日医第 6 回学校保健委員会（12 月 3 日）
　会長諮問 ｢社会情勢の変容を踏まえた学校健康　会長諮問 ｢社会情勢の変容を踏まえた学校健康
診断に関する諸課題の再検討 ｣に対する答申の策診断に関する諸課題の再検討 ｣に対する答申の策
定に向けて、学校検診WGやメンタルヘルスWG定に向けて、学校検診WGやメンタルヘルスWG
の報告等について協議が行われた。（加藤）の報告等について協議が行われた。（加藤）

14　勤務医部会第 3 回企画委員会・座談会14　勤務医部会第 3 回企画委員会・座談会
（12 月 3 日）（12 月 3 日）

　企画委員会では、座談会、令和 7年度総会・　企画委員会では、座談会、令和 7年度総会・
講演会、医師事務作業補助者第 2回研修会につ講演会、医師事務作業補助者第 2回研修会につ
いて協議を行った。座談会では、「病院間連携、いて協議を行った。座談会では、「病院間連携、

時間外の下り搬送」等をテーマに 6名の勤務医時間外の下り搬送」等をテーマに 6名の勤務医
を招き意見交換を行った。（中村洋）を招き意見交換を行った。（中村洋）

15　広報委員会（12 月 4 日）15　広報委員会（12 月 4 日）
　会報主要記事掲載予定（1～ 3月号）、炉辺談　会報主要記事掲載予定（1～ 3月号）、炉辺談
話（1月号）、令和 8年度の広報事業等について話（1月号）、令和 8年度の広報事業等について
協議を行った。（長谷川）協議を行った。（長谷川）

16　会員の入退会異動及び代議員定数について16　会員の入退会異動及び代議員定数について
　入会 5件、退会 11 件、異動 12 件。（12 月 1　入会 5件、退会 11 件、異動 12 件。（12 月 1
日現在会員数：1 号 1,184 名、2 号 833 名、3日現在会員数：1 号 1,184 名、2 号 833 名、3
号 529 名、合計 2,546 名）次期の代議員数は、号 529 名、合計 2,546 名）次期の代議員数は、
現在に比べ 1名減となり 59名。（伊藤）現在に比べ 1名減となり 59名。（伊藤）

１　組合会議員定数について１　組合会議員定数について
　「組合会議員の数の算定基準等に関する内規」　「組合会議員の数の算定基準等に関する内規」
等により、令和 7年 12月 1日現在の各選挙区ご等により、令和 7年 12月 1日現在の各選挙区ご
との甲種組合員数を基に議員定数31名を配分し、との甲種組合員数を基に議員定数31名を配分し、
次期の各選挙区の定数は現行と変更がないことを次期の各選挙区の定数は現行と変更がないことを
報告した。（長谷川）報告した。（長谷川）

１　定款等検討委員会答申について１　定款等検討委員会答申について
　山口県医師会会費減免対象者の追加について、　山口県医師会会費減免対象者の追加について、
標記委員会から適当と答申されたところであり、標記委員会から適当と答申されたところであり、

理理 事事 会会

医師国保理事会　－第 14 回－

協議事項

報告事項

－第 18 回－

12 月 18 日　午後 4 時 55 分～ 6 時 05 分

加藤会長、沖中・中村両副会長、伊藤専務理事、
河村・長谷川・縄田・竹中・岡各常任理事、
白澤・木村・藤井・國近・中村・森・吉水各理事、
宮本・友近・淵上各監事
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臨床研修医については、卒後５年間を問わず減免臨床研修医については、卒後５年間を問わず減免
対象に追加することを決定した。対象に追加することを決定した。

２　令和 8 年度国際会議へ派遣する若手医師の２　令和 8 年度国際会議へ派遣する若手医師の
推薦について推薦について
　中国四国医師会連合の各県医師会長が順位付け　中国四国医師会連合の各県医師会長が順位付け
をした上位２名の若手医師を日本医師会への推薦をした上位２名の若手医師を日本医師会への推薦
候補者とすることを決定した。候補者とすることを決定した。

３　第 19 回医療関係団体新年互礼会について３　第 19 回医療関係団体新年互礼会について
　次第（案）、出席者の状況、実施方法等につい　次第（案）、出席者の状況、実施方法等につい
て協議を行い、提案のとおり開催することを決定て協議を行い、提案のとおり開催することを決定
した。詳細は次回理事会で説明予定。した。詳細は次回理事会で説明予定。

４　第 3 回都道府県医師会長会議に対する質問４　第 3 回都道府県医師会長会議に対する質問
についてについて
　標記会長会議に提出する質問案について協議　標記会長会議に提出する質問案について協議
し、提案どおりとすることを決定した。し、提案どおりとすることを決定した。

５　広島県医師会との懇談会について５　広島県医師会との懇談会について
　標記懇談会における情報交換の議題等について　標記懇談会における情報交換の議題等について
協議し、提案どおりとすることを決定した。協議し、提案どおりとすることを決定した。

６　山口県医師会職員育児・介護休業規程の改正６　山口県医師会職員育児・介護休業規程の改正
についてについて
　山口県の育児休業等に関する規程の改正に準じ　山口県の育児休業等に関する規程の改正に準じ
て、本会の職員育児・介護休業規程を改正するこて、本会の職員育児・介護休業規程を改正するこ
とを決定した。とを決定した。

７　山口県医師会職員の給与改定について７　山口県医師会職員の給与改定について
　月例給、ボーナスとも同規模企業の数値を上　月例給、ボーナスとも同規模企業の数値を上
回っていることから、今年度は改定を実施せず、回っていることから、今年度は改定を実施せず、
今後、賃金動向やボーナスの支給状況を注視し、今後、賃金動向やボーナスの支給状況を注視し、
適切な対応を行うことを決定した。適切な対応を行うことを決定した。

１　山口県国民健康保険診療報酬審査委員につい１　山口県国民健康保険診療報酬審査委員につい
てて
　標記委員の勤務先変更に伴い、保険者代表から　標記委員の勤務先変更に伴い、保険者代表から
保険医代表に区分変更することを決定した。保険医代表に区分変更することを決定した。

１　新規第 1 号会員研修会（12 月 4 日）１　新規第 1 号会員研修会（12 月 4 日）
　県医師会組織・事業概要・会員福祉関係、医療　県医師会組織・事業概要・会員福祉関係、医療
保険、地域保健、医療紛争対策及び医療事故調査保険、地域保健、医療紛争対策及び医療事故調査
制度について説明を行った。参加者７名。（伊藤）制度について説明を行った。参加者７名。（伊藤）

２　第 3 回健康教育委員会（12 月 4 日）２　第 3 回健康教育委員会（12 月 4 日）
　令和 7年度健康教育テキスト「糖尿病」の内　令和 7年度健康教育テキスト「糖尿病」の内
容の協議を行った後、常任理事会の協議結果によ容の協議を行った後、常任理事会の協議結果によ
り、令和７年度をもって本委員会を廃止することり、令和７年度をもって本委員会を廃止すること
を委員に説明した。（岡）を委員に説明した。（岡）

３　都道府県医事紛争担当理事連絡協議会３　都道府県医事紛争担当理事連絡協議会
（12 月 4 日）（12 月 4 日）

　日本医師会医師賠償責任保険の運営に関する経　日本医師会医師賠償責任保険の運営に関する経
過報告、広島県医師会の石川暢恒 常任理事によ過報告、広島県医師会の石川暢恒 常任理事によ
る「医師会での取り組み事例」と題した特別講演る「医師会での取り組み事例」と題した特別講演
等の後、都道府県医師会からの質問・要望事項に等の後、都道府県医師会からの質問・要望事項に
対する回答が行われた。（縄田）対する回答が行われた。（縄田）

４　日医家族計画・母体保護法指導者講習会４　日医家族計画・母体保護法指導者講習会
（12 月 6 日）（12 月 6 日）

　「多様化する社会の中で母体保護法指定医師が　「多様化する社会の中で母体保護法指定医師が
考えるべきこと」をテーマに 3名の講師による考えるべきこと」をテーマに 3名の講師による
講演が行われた。（縄田）講演が行われた。（縄田）

５　県民公開講座（12 月 7 日）５　県民公開講座（12 月 7 日）
　第 16 回フォトコンテスト表彰式の後、産業　第 16 回フォトコンテスト表彰式の後、産業
医科大学産業生態科学研究所の大和 浩 教授によ医科大学産業生態科学研究所の大和 浩 教授によ
る「紙巻きたばこ、加熱式たばこ、電子タバコる「紙巻きたばこ、加熱式たばこ、電子タバコ
の違いとそれをやめる方法・やめさせる方法」との違いとそれをやめる方法・やめさせる方法」と
題した講演、（株）シンバ取締役兼ゼネラルプロ題した講演、（株）シンバ取締役兼ゼネラルプロ
デューサーの髙嶋弘之 氏による「元気の秘訣はデューサーの髙嶋弘之 氏による「元気の秘訣は
音楽にあり！」と題した特別講演を行った。参加音楽にあり！」と題した特別講演を行った。参加
者 280 名。（長谷川、國近、中村丘）者 280 名。（長谷川、國近、中村丘）

６　やまぐち糖尿病療養指導士第 18 回レベル６　やまぐち糖尿病療養指導士第 18 回レベル
アップ講習会（12 月 7 日）アップ講習会（12 月 7 日）
　「糖尿病と肝がんを繋ぐ脂肪肝：MASH」等の　「糖尿病と肝がんを繋ぐ脂肪肝：MASH」等の
2講演及び 3名の看護師等による活動報告を行っ2講演及び 3名の看護師等による活動報告を行っ

理理 事事 会会
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た。出席者 227 名。（岡）た。出席者 227 名。（岡）

７　医療事故調査制度「管理者・実務者セミナー」７　医療事故調査制度「管理者・実務者セミナー」
（12 月 7 日）（12 月 7 日）

　「管理者としての取り組み方～義務感から権利　「管理者としての取り組み方～義務感から権利
へ～」等の講義の後、質疑応答が行われた。（森）へ～」等の講義の後、質疑応答が行われた。（森）

８　地域に根ざした医師会活動プロジェクト第 5８　地域に根ざした医師会活動プロジェクト第 5
回シンポジウム（12 月 7 日）回シンポジウム（12 月 7 日）
　「こどもの救急～夜､休日､急に具合が悪くなっ　「こどもの救急～夜､休日､急に具合が悪くなっ
たときには？」をテーマに、松戸市医師会の市場たときには？」をテーマに、松戸市医師会の市場
卓 副会長など 4名の演者による事例発表が行わ卓 副会長など 4名の演者による事例発表が行わ
れた。（中村洋）れた。（中村洋）

９　BEAMS 研修「Stage1」「Web」（12 月 8 日）９　BEAMS 研修「Stage1」「Web」（12 月 8 日）
　福岡赤十字病院小児科の古野憲司 先生による　福岡赤十字病院小児科の古野憲司 先生による
「はじめよう！子ども虐待対応とその予防」と題「はじめよう！子ども虐待対応とその予防」と題
した講義が行われた。参加者 83名。（河村）した講義が行われた。参加者 83名。（河村）

10　山口県報道懇話会との懇談会（12 月 9 日）10　山口県報道懇話会との懇談会（12 月 9 日）
　本会の加藤会長から OTC 類似薬について情報　本会の加藤会長から OTC 類似薬について情報
提供を行い、その後、意見交換を行った。（長谷川）提供を行い、その後、意見交換を行った。（長谷川）

11　定款等検討委員会（12 月 11 日）11　定款等検討委員会（12 月 11 日）
　山口県医師会会費減免対象者の追加について審　山口県医師会会費減免対象者の追加について審
議が行われ、適当であると答申された。（伊藤）議が行われ、適当であると答申された。（伊藤）

12　郡市労災・自賠責保険担当理事協議会 労災・12　郡市労災・自賠責保険担当理事協議会 労災・
自賠責医療委員会合同会議（12 月 11 日）自賠責医療委員会合同会議（12 月 11 日）
　山口労働局から労災保険指定医療機関の指定手　山口労働局から労災保険指定医療機関の指定手
続の案内など 3点の説明の後、山口労働局長に続の案内など 3点の説明の後、山口労働局長に
対する要望、公務災害医療の診療費請求方法等に対する要望、公務災害医療の診療費請求方法等に
ついて協議を行った。（伊藤）ついて協議を行った。（伊藤）

13　第 1 回山口県周産期医療協議会 NICU 検討部13　第 1 回山口県周産期医療協議会 NICU 検討部
会「Web」（12 月 11 日）会「Web」（12 月 11 日）
　部会長、副部会長の選任の後、NICU 適正配置　部会長、副部会長の選任の後、NICU 適正配置
に向けた病床数の検討のための試算等について協に向けた病床数の検討のための試算等について協
議が行われた。（河村）議が行われた。（河村）

14　日医第 6 回労災・自賠責委員会「Web」14　日医第 6 回労災・自賠責委員会「Web」
（12 月 12 日）（12 月 12 日）

　労災・自賠責に関する報告の後、次期（令和 8　労災・自賠責に関する報告の後、次期（令和 8
年度）労災診療費算定基準の改定に向けての要望年度）労災診療費算定基準の改定に向けての要望
等について審議が行われた。（伊藤）等について審議が行われた。（伊藤）

15　産業医研修会（12 月 13 日）15　産業医研修会（12 月 13 日）
　山口労働局健康安全課の徳重宏之 課長による　山口労働局健康安全課の徳重宏之 課長による
｢最近の労働衛生行政について ｣など 2題の特別｢最近の労働衛生行政について ｣など 2題の特別
講演が行われた。参加者 127 名。（中村洋）講演が行われた。参加者 127 名。（中村洋）

16　花粉測定講習会（12 月 14 日）16　花粉測定講習会（12 月 14 日）
　本会の沖中副会長による「2025 年のスギ・ヒ　本会の沖中副会長による「2025 年のスギ・ヒ
ノキ花粉の飛散のまとめと 2026 年の飛散予測」ノキ花粉の飛散のまとめと 2026 年の飛散予測」
と題した講演等 2題、山口大学大学院医学系研と題した講演等 2題、山口大学大学院医学系研
究科耳鼻咽喉科学講座の沖中洋介 助教による「花究科耳鼻咽喉科学講座の沖中洋介 助教による「花
粉症を正しく知る－体の仕組みと治療の最新情粉症を正しく知る－体の仕組みと治療の最新情
報」と題した特別講演の後、花粉情報委員長の報」と題した特別講演の後、花粉情報委員長の
金谷浩一郎 先生による花粉測定の実技講習を金谷浩一郎 先生による花粉測定の実技講習を
行った。（長谷川、中村丘）行った。（長谷川、中村丘）

17　日医第 7 回 IT 委員会（12 月 17 日）17　日医第 7 回 IT 委員会（12 月 17 日）
　会長諮問「医療DXを現場で活用するための医　会長諮問「医療DXを現場で活用するための医
師会の役割」に対する答申の策定に向けて、答申師会の役割」に対する答申の策定に向けて、答申
骨子案等について協議が行われた。（中村洋）骨子案等について協議が行われた。（中村洋）

18　社会保険診療報酬支払基金山口事務局審査18　社会保険診療報酬支払基金山口事務局審査
運営協議会（12 月 17 日）運営協議会（12 月 17 日）
　審査の目標に係る審査実績及び要因分析等の報　審査の目標に係る審査実績及び要因分析等の報
告、審査結果の不合理な差異解消に向けた取組等告、審査結果の不合理な差異解消に向けた取組等
について協議が行われた。社会保険診療報酬支払について協議が行われた。社会保険診療報酬支払
基金の名称が「医療情報基盤・診療報酬審査支払基金の名称が「医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構」に変更。（淵上）機構」に変更。（淵上）

１　定款等検討委員会答申について１　定款等検討委員会答申について
　令和 8年度に始まる子ども子育て支援制度に　令和 8年度に始まる子ども子育て支援制度に

理理 事事 会会
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おける新たな保険料賦課について、定款等検討委おける新たな保険料賦課について、定款等検討委
員会より保険料額の答申を受けた。員会より保険料額の答申を受けた。

１　山口県国民健康保険診療報酬審査委員について１　山口県国民健康保険診療報酬審査委員について
　各代表推薦枠組みに一部変更が生じ、医師国保　各代表推薦枠組みに一部変更が生じ、医師国保
推薦として 1名を追加することとなった。推薦として 1名を追加することとなった。

１　山口県医師会役員等（役員、議長・副議長、１　山口県医師会役員等（役員、議長・副議長、
裁定委員）、日本医師会代議員及び予備代議員の裁定委員）、日本医師会代議員及び予備代議員の
選出について選出について
　本会役員等、日本医師会代議員及び同予備代議　本会役員等、日本医師会代議員及び同予備代議
員の選挙期日を令和 8年 5月 14日とし、立候補員の選挙期日を令和 8年 5月 14日とし、立候補
の締め切りを 4月 30日、本会報 4月号においての締め切りを 4月 30日、本会報 4月号において
公示すること等の日程を決定した。公示すること等の日程を決定した。

１　令和 8 年度予算編成の基本方針・日程につ１　令和 8 年度予算編成の基本方針・日程につ
いていて
　医師会組織の活性化、医業承継の支援、がん検　医師会組織の活性化、医業承継の支援、がん検
診率の向上、学校教育への関与、かかりつけ医機診率の向上、学校教育への関与、かかりつけ医機
能報告制度の活用、医師会事務局の活性化を進め能報告制度の活用、医師会事務局の活性化を進め
ることとし、歳入、歳出に係る予算編成の基本方ることとし、歳入、歳出に係る予算編成の基本方
針と日程について協議を行い、決定した。針と日程について協議を行い、決定した。

２　第 2 回郡市医師会長会議について２　第 2 回郡市医師会長会議について
　標記会議を 2月 19日に開催すること及び今後　標記会議を 2月 19日に開催すること及び今後
のスケジュール等について協議を行い、決定した。のスケジュール等について協議を行い、決定した。

３　第 19 回医療関係団体新年互礼会について３　第 19 回医療関係団体新年互礼会について
　次第、出席者の状況、役割分担、実施方法等に　次第、出席者の状況、役割分担、実施方法等に
ついて協議を行い、提案のとおり開催することをついて協議を行い、提案のとおり開催することを
決定した。決定した。

４　母体保護法による指定医師研修機関の認定に４　母体保護法による指定医師研修機関の認定に
ついてついて
　標記の指定医師研修機関として、「国立病院機　標記の指定医師研修機関として、「国立病院機
構岩国医療センター」を認定することを決定した。構岩国医療センター」を認定することを決定した。

５　2026 年レノファ山口 FC シーズンチケット５　2026 年レノファ山口 FC シーズンチケット
の継続契約についての継続契約について
　チケット希望者が固定化し公平性が失われてき　チケット希望者が固定化し公平性が失われてき
たことや経費節減の観点から継続契約は行わないたことや経費節減の観点から継続契約は行わない
ことを決定した。ことを決定した。

１　医事案件調査専門委員会（12 月 18 日）１　医事案件調査専門委員会（12 月 18 日）
　診療所 1件、病院 1件の事案について審議を　診療所 1件、病院 1件の事案について審議を
行った。（縄田）行った。（縄田）

２　郡市産業保健担当理事協議会（12 月 18 日）２　郡市産業保健担当理事協議会（12 月 18 日）
　県医師会主催・郡市医師会協力による産業医研　県医師会主催・郡市医師会協力による産業医研
修会、令和 7年度からのMAMIS の運用等につい修会、令和 7年度からのMAMIS の運用等につい
て協議を行った。（中村洋）て協議を行った。（中村洋）

３　産業廃棄物処理施設における作業環境管理研３　産業廃棄物処理施設における作業環境管理研
修会（12 月 18 日）修会（12 月 18 日）
　堤労働衛生コンサルタント事務所の堤 雄介 代　堤労働衛生コンサルタント事務所の堤 雄介 代
表による「産業廃棄物処理施設における産業環境表による「産業廃棄物処理施設における産業環境
管理」と題した講演、共英製鋼（株）山口事業所管理」と題した講演、共英製鋼（株）山口事業所
の福田直弘 氏による会社概要の説明及び見学前の福田直弘 氏による会社概要の説明及び見学前
準備の後、工場内見学を行った。（沖中）準備の後、工場内見学を行った。（沖中）

４　献血推進ポスター・作文、薬物乱用防止ポス４　献血推進ポスター・作文、薬物乱用防止ポス
ター・標語表彰式並びに発表会（12 月 18 日）ター・標語表彰式並びに発表会（12 月 18 日）
　献血推進や薬物乱用防止のポスター等の表彰式　献血推進や薬物乱用防止のポスター等の表彰式
に出席した。（加藤）に出席した。（加藤）

人事事項

－第 19 回－

1 月 8 日　午後 5 時～ 6 時 20 分

加藤会長、沖中・中村両副会長、伊藤専務理事、
河村・長谷川・茶川・縄田・竹中・岡各常任理事、
白澤・木村・藤井・國近・中村・森・吉水各理事、
宮本・友近・淵上各監事
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５　山口県母子保健対策協議会新生児聴覚検査専５　山口県母子保健対策協議会新生児聴覚検査専
門委員会「Web」（12 月 18 日）門委員会「Web」（12 月 18 日）
　令和 6年度新生児聴覚検査実施状況等の報告の　令和 6年度新生児聴覚検査実施状況等の報告の
後、新生児聴覚検査費用の公費負担開始に伴う精後、新生児聴覚検査費用の公費負担開始に伴う精
度管理への対応について協議が行われた。（河村）度管理への対応について協議が行われた。（河村）

６　山口県いじめ問題調査委員会（12 月 18 日）６　山口県いじめ問題調査委員会（12 月 18 日）
　令和 6年度児童生徒の問題行動・不登校等生　令和 6年度児童生徒の問題行動・不登校等生
徒指導上の諸課題に関する調査結果や本県のいじ徒指導上の諸課題に関する調査結果や本県のいじ
め問題の現状と課題、取組等について協議が行わめ問題の現状と課題、取組等について協議が行わ
れた。（茶川）れた。（茶川）

７　第 38 回日本医学会公開フォーラム（12 月 20 日）７　第 38 回日本医学会公開フォーラム（12 月 20 日）
　「AI がもたらすこれからの医療 DX」をテーマ　「AI がもたらすこれからの医療 DX」をテーマ
に、順天堂大学大学院健康データサイエンス研究に、順天堂大学大学院健康データサイエンス研究
科の大江和彦 特任教授による「医療 DXと AI の科の大江和彦 特任教授による「医療 DXと AI の
動向」と題した講演など 6講演の後、総合討論動向」と題した講演など 6講演の後、総合討論
が行われた。（中村洋）が行われた。（中村洋）

８　BEAMS 研修　Stage2 ＋α（12 月 21 日）８　BEAMS 研修　Stage2 ＋α（12 月 21 日）
　聖ルチア病院精神科の神薗淳司 先生による「こ　聖ルチア病院精神科の神薗淳司 先生による「こ
ども虐待対応プログラム JaMSCAN BEAMS Stageども虐待対応プログラム JaMSCAN BEAMS Stage
Ⅱ」と題した講義の後、｢医療現場の法的対応をⅡ」と題した講義の後、｢医療現場の法的対応を
学ぼう ｣をテーマとしたセミナー、「硬膜下血種学ぼう ｣をテーマとしたセミナー、「硬膜下血種
の生後 9か月児に対する医療現場の対応、児童の生後 9か月児に対する医療現場の対応、児童
相談所の通告」についてグループワークを行った。相談所の通告」についてグループワークを行った。
参加者 26名。（河村）参加者 26名。（河村）

９　中国四国医師会連合常任委員会（12 月 21 日）９　中国四国医師会連合常任委員会（12 月 21 日）
　「中国四国医師会連合関連の会議について（鳥　「中国四国医師会連合関連の会議について（鳥
取県）」や「各県における学校保健会の活動につ取県）」や「各県における学校保健会の活動につ
いて（岡山県）」など6議題について協議を行った。いて（岡山県）」など6議題について協議を行った。

（加藤）（加藤）

10　中国地方社会保険医療協議会山口部会10　中国地方社会保険医療協議会山口部会
（12 月 24 日）（12 月 24 日）

　医科 3件が承認された。（淵上）　医科 3件が承認された。（淵上）

11　第 3 回記者会見（12 月 25 日）11　第 3 回記者会見（12 月 25 日）
　「今年流行した子どもの感染症」をテーマに、　「今年流行した子どもの感染症」をテーマに、

各種感染症の流行状況や効く薬の説明を行い、ワ各種感染症の流行状況や効く薬の説明を行い、ワ
クチン接種は子どもたちの命を守るため重要であクチン接種は子どもたちの命を守るため重要であ
ることを周知した。（長谷川）ることを周知した。（長谷川）

12　山口県医療対策協議会医師配置調整部会12　山口県医療対策協議会医師配置調整部会
（12 月 25 日）（12 月 25 日）

　医師就学資金貸与者の令和 8年度配置方針に　医師就学資金貸与者の令和 8年度配置方針に
ついて協議が行われた。（加藤）ついて協議が行われた。（加藤）

13　山口県ジェネリック医薬品等安心使用促進13　山口県ジェネリック医薬品等安心使用促進
協議会（12 月 25 日）協議会（12 月 25 日）
　後発医薬品及びバイオ後続品の使用割合の状況　後発医薬品及びバイオ後続品の使用割合の状況
や各団体の取組等についての報告の後、後発医薬や各団体の取組等についての報告の後、後発医薬
品等の使用促進に向けた今後の取組について協議品等の使用促進に向けた今後の取組について協議
が行われた。（伊藤）が行われた。（伊藤）

14　山口県母子保健対策協議会 HTLV-1 母子感染14　山口県母子保健対策協議会 HTLV-1 母子感染
予防専門委員会「Web」（12 月 25 日）予防専門委員会「Web」（12 月 25 日）
　妊婦健康検査におけるスクリーニング検査結果　妊婦健康検査におけるスクリーニング検査結果
等の報告の後、スクリーニング検査陽性後のスク等の報告の後、スクリーニング検査陽性後のスク
リーニング検査陰性結果の取扱いについて協議がリーニング検査陰性結果の取扱いについて協議が
行われた。（河村）行われた。（河村）

15　小瀬川水防災タイムライン検討会第 19 回検15　小瀬川水防災タイムライン検討会第 19 回検
討会（12 月 25 日）討会（12 月 25 日）
　令和 7年度の出水期についての説明の後、出　令和 7年度の出水期についての説明の後、出
水対応の振り返りとしてグループワークが行われ水対応の振り返りとしてグループワークが行われ
た。（竹中、茶川）た。（竹中、茶川）

16　広報委員会（1 月 8 日）16　広報委員会（1 月 8 日）
　会報主要記事掲載予定（2～ 4月号）、令和 8　会報主要記事掲載予定（2～ 4月号）、令和 8
年度の広報事業、SNS による広報、定例記者会見年度の広報事業、SNS による広報、定例記者会見
のテーマ等について協議を行った。（長谷川）のテーマ等について協議を行った。（長谷川）

17　会員の入退会異動17　会員の入退会異動
　入会 5件、退会 9件、異動 12 件。（1月 1 日　入会 5件、退会 9件、異動 12 件。（1月 1 日
現在会員数：1 号 1,183 名、2 号 836 名、3 号現在会員数：1 号 1,183 名、2 号 836 名、3 号
525 名、合計 2,544 名）（伊藤）525 名、合計 2,544 名）（伊藤）
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１　第 2 回通常組合会の開催について１　第 2 回通常組合会の開催について
　2月 19 日開催の組合会について、提出議題等　2月 19 日開催の組合会について、提出議題等
について協議を行った。について協議を行った。

１　令和 8 年度法令遵守（コンプライアンス）の１　令和 8 年度法令遵守（コンプライアンス）の
ための実践計画の策定についてための実践計画の策定について
　令和 8年度実践計画について協議。一部見直　令和 8年度実践計画について協議。一部見直
しを行って 2月 19日開催の組合会に承認事項としを行って 2月 19日開催の組合会に承認事項と
して提出することを決定した。して提出することを決定した。

理理 事事 会会

医師国保理事会　－第 15 回－

議決事項

協議事項

死体検案数掲載について

死体検案数と死亡種別（令和 7 年 11 月分）

山口県警察管内発生の死体検案数
自殺 病死 他殺 他過失 自過失 災害 その他 合計

Nov-25 18 147 0 0 7 0 8 180
Dec-25Dec-25 1414 213213 00 00 99 00 1010 246246

死体検案数と死亡種別（令和 7 年 12 月分）
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日医 FAX ニュース日医 FAX ニュース
2025 年（令和７年）12 月 5 日　3360 号
■　松本会長、補正予算受け関係者に謝意
■　実調で見解、26年度改定の重要性を強調
■　物価・賃金踏まえ、大幅プラス改定決議
■　25年度薬価乖離率、平均 4.8％

2025 年（令和７年）12 月 9 日　3361 号
■　診療側「基本診療料」の対応求める
■　処方箋料引き下げ、診療・支払側が対立
■　物価・賃金踏まえ大幅なプラス改定を
■　「急激な負担増」に配慮求める声も
■　改正医療法が成立、５党修正を反映

2025 年（令和７年）12 月 12 日　3362 号
■　診療報酬 ｢しっかり引き上げを ｣
■　改定へ診療側、支払い側双方が意見表明
■　医療機関の厳しい経営「危機感の共有を」
■　高齢者窓口負担、結論は「26年度中に」
■　報酬改定、大幅なプラスを

2025 年（令和７年）12 月 16 日　3363 号
■　改定は「大幅プラス」「めりはり」を
■　「看護職と多職種」組み合わせ配置を
■　新たな現金給付の在り方を議論
■　高額機器購入に新融資

2025 年（令和７年）12 月 19 日　3364 号
■　報酬改定に「しっかり対応」
■　社保改革「特定の人に負担ないよう検討」
■　特別の料金、「２分の１以上」異論なし
■　１社流通、安定供給や価格交渉など問題
■　抗インフル薬「過剰な発注控えて」

2025 年（令和７年） 12 月 23 日　3365 号
■　本体改定率、30年ぶりの３％超
■　改定率 3.09％増に日医が謝意
■　大幅なプラス改定へ決議、首相に提出
■　重点区域で税制支援を新設
■　申請期限を１月末に延長

2025 年（令和７年） 12 月 26 日　3366 号
■　改定率決定、日医会長が感謝
■　平均 ｢3.09％ ｣ で合意 ､26 年度分は 2.41％
■　高額療養費、負担上限引き上げに合意
■　医師数 34万 7,772 人

2026 年（令和 8 年） 1 月 9 日　3367 号
■　物価・賃金対応「全ての機関・従業員に」
■　枠組み・方向性を「着実に実行・推進」
■　社保改革の国民会議、月内に設置
■　日医会員数 17万 8593 人、過去最多を更新
■　抗インフル薬スイッチ化に「危惧」

2026 年（令和８年） 1 月 16 日　3368 号
■　「赤ひげ大賞」に福島の木村守和氏ら
■　賃上げ対応で方向性を提示
■　新評価、「入院料グループ」ごとに算出
■　予約・オン診利用料、実費徴収可能に
■　介護施設のロボット導入を支援

2026 年（令和８年） 1 月 20 日　3369 号
■　医療材料、不採算品再算定の基準緩和へ
■　構想を支える人材確保、「大きな課題」
■　医学生などに向けた動画第２弾を公開
■　１割強が在宅「廃止・縮小」を検討
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　ここ最近の AI 技術の進歩は目覚ましく、医療
業界においてもさまざまな場面で活用されるよう
になった。身近なところでも胸部レントゲンにお
ける自動解析やカルテの自動要約など日常の診療
の中でも AI の可能性がどんどん拡がっていると
思う。そんな中でも、特に身近な AI が ChatGPT
のような対話型 AI サービスかと思う。そんな
ChatGPT に最近の医療経営を取り巻く環境につ
いて尋ねてみた。医療機関にとって厳しさが増し
ているポイントとして、①人口構造の変化（少子
高齢化）、②診療報酬・介護報酬の抑制、③人材
不足と人件費の上昇、④医療の高度化・専門化、
⑤地域医療構想・再編の圧力、⑥患者・利用者の
意識変化、⑦デジタル化（DX）の進展、と 7つ
の項目を挙げてくれた。
　自らのこととして考えたときに確かにどれも
当てはまるとは感じたが、ここ最近特に実感した
のが、③の人材不足と人件費の上昇である。とい
うのも、当院でおよそ一年前に短い期間の中で複
数のスタッフが各々の事情で退職するというタイ
ミングを経験した。もともとあまり人の入れ替
わりがなかった当院で、同時期に複数の新たな人
材を揃えていくのにはかなり苦労した。しかもス
タッフを増員したいと考えていたタイミングでも
あったので尚更であった。募集をかけていくとハ
ローワークからのみではなく、いくつもの民間の
人材派遣会社からも問い合わせが殺到する。ただ、
派遣会社からとなるともちろん膨大な費用がかか
るため、リスク回避のためにもなんとかハロー
ワークや直接の希望者を切望する日々であった。
その後、なんとか予定人数まで人員が揃い、今で
はそれなりに診療も軌道に乗ることができた。

　ここ最近、医業の廃業も問題となっているが
人材不足や人件費の上昇が要因となっている部分
も多々あるのではないかと想像する。人材不足が
深刻な現状を考えると、民間の人材派遣会社が人
材を求める私たちの重要なパートナーとなってく
るとは思う。ただし、いろいろなトラブルを見聞
きする機会もあり、雇用者側からするとどうして
も費用等のリスクを考えると慎重にならざるを得
ないところがあると思う。今後もう少し私たちに
とって安心して利用できるような形になってほし
いところではある。
　最後に話が少し戻るが、AI や DX をうまく活
用していくことで人員削減につながる部分はある
と思うし、効率化を図れる部分もあると思う。そ
れでも、感情を交えたコミュニケーションや、突
発的な事案に柔軟性をもって対応するようなこと
に関してはまだまだ AI や DX では成し得ること
のできない部分であると思う。そんな中、スタッ
フと働けることのありがたみをしみじみと感じる
今日この頃である。

々々飄飄
広 報 委 員

岡山　智亮

最近の雑感
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山口県からのお知らせ

　山口県では、物価高騰により食材料費（入院食）や光熱費等が上昇する中、医療機
関等において安心・安全で質の高いサービスが継続的に提供できるよう、県内の医療
機関等を対象に標記2つの支援を追加支給することとしましたので、お知らせします。
　各支援事業の詳細や申請方法等は、山口県ホームページに掲載していますので、ご
確認ください。

記
申請期間　①②とも「令和 8年 1月 6日（火）～令和 8年 2月 28日（土）必着」

県ホームページ URL
① https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/46/300297.html
・山口県内に所在する病院及び診療所（歯科含む）で、申請時点に
   おいて保険医療機関の指定を受けている医療機関が対象
・申請時点で休止又は廃止している医療機関は対象外
・申請時点で入院患者への食事の提供を行っていない医療機関は
   対象外
・市町が設置する医療機関は対象外

② https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/46/300295.html
・山口県内に所在する病院及び診療所（歯科含む）で、令和 8年
  1 月 1日時点において保険医療機関の指定を受けている医療機関
  が対象 
・同一施設で、医科と歯科の両方で保険医療機関の指定を受けてい
  る場合は、いずれか一方のみでの申請が可能 
・申請時点で休床している病床は支援額の算定対象外 
・申請時点で休止又は廃止している施設は支援の対象外 
・市町が設置する医療機関は支援の対象外

問い合わせ先
　山口県 健康福祉部 医務保険課
　　電話番号：083-933-2820（電話受付：平日 9時～ 17時）

①令和 7 年度山口県医療機関①令和 7 年度山口県医療機関食材料費食材料費
4 4 4 44 4 4 4

高騰対策支援金支給高騰対策支援金支給
　事業（追加給付）の実施について　事業（追加給付）の実施について
②令和 7 年度山口県医療機関等②令和 7 年度山口県医療機関等光熱費光熱費

4 4 44 4 4

高騰対策支援金支給高騰対策支援金支給
　事業（追加支給）の実施について　事業（追加支給）の実施について
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医療施設の物件紹介について医療施設の物件紹介について

　移転（2025 年８月）に伴い、旧クリニックの土地と建物の売却を希望しており
ます。築 27 年、土地 414 坪（手入れしている庭あり）、床面積 136 坪（通所リハ
ビリ併設していた）。
　旧クリニック住所：山口市宮野上 2393-7（スポーツの森近く）

　どうぞよろしくお願いいたします。

　　　宮野クリニック　理事長　赤川治夫
　　　連絡先：山口市宮野下 934-5
　　　電　話：083-932-3233

山口銀行との融資契約の変更について
　令和 8年 2月 16日から融資利率を下記のとおり変更します。

貸付期間 開業医向け融資利率（年%） 勤務医向け融資利率（年%）勤務医向け融資利率（年%）
変更前 変更後 変更前変更前 変更後変更後

1年以内1年以内 1.9251.925 2.1752.175 2.2752.275 2.5252.525
1 年超 5年以内1年超 5年以内 2.1252.125 2.3752.375 2.4752.475 2.7252.725
5 年超 10年以内5年超 10年以内 2.3252.325 2.5752.575 2.6752.675 2.9252.925
10 年超 15年以内10年超 15年以内 2.5252.525 2.7752.775 2.8752.875 3.1253.125
15 年超 20年以内15年超 20年以内 2.7252.725 2.9752.975 3.0753.075 3.3253.325
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令和 7 年度令和 7 年度
第 102 回山口県消化器がん検診講習会第 102 回山口県消化器がん検診講習会

日　　時　令和 8年 3月 28日（土）15：00～ 17：00
場　　所　山口県総合保健会館　2F「多目的ホール」山口市吉敷下東 3-1-1　
　　　　　TEL083-934-2200 

次　 　第
司会：山口県消化器がん検診研究会　副会長　清水　建策

開会挨拶

特別講演Ⅰ 15：00 ～ 16：00
座長：山口県消化器がん検診研究会　会長　檜垣　真吾

　ヘリコバクター・ピロリ除菌後胃癌の現状と課題
鳥取大学医学部消化器・腎臓内科学分野　八島　一夫

特別講演Ⅱ 16：00 ～ 17：00
座長：山口県消化器がん検診研究会　副会長　原田　　英

　Post H.pylori 時代のトピックス「自己免疫性胃炎と NHPH 胃炎」
松山赤十字病院副院長 /胃腸センター所長（消化管内科部長）　蔵原　晃一

受  講  料　山口県消化器がん検診研究会員は無料
　　　　　　非会員は、医師：2,000 円、医師以外：1,000 円

取得単位　日本医師会生涯教育制度　　2単位
　　　　　　特別講演Ⅰ　CC11（予防と保健）：1単位
　　　　　　特別講演Ⅱ　CC52（胸やけ）：1単位
　　　　　日本消化器がん検診学会認定医更新単位　3点
　　　　　日本医学放射線学会
　　　　　　学会認定参加単位　1単位
　　　　　日本専門医機構認定参加単位　1単位

お問い合わせ先　  山口県消化器がん検診研究会（山口県医師会内）
　　　　　　　　　TEL083-922-2510　FAX083-922-2527
　　　　　　　　　　Eメール　nakano@yamaguchi.med.or.jp（中野）

※事前の参加申込は不要です。
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「医業承継支援事業」に伴う各種業務のお知らせ

　当会では地域医療提供体制の確保のために、「医業譲渡を希望する診療所」と「医
業譲受を希望する医師」を支援し、その仕組みづくりを構築することを目的として
標記事業を山口県の事業として引き受けております。是非、ご利用ください。

（1）医業承継に関する初期相談の専門家派遣事業
　・医業経営のコンサルティングによる無料相談（一般的な助言に限る）
　・専属の会計士や税理士がおられる場合は、まずは顧問先への相談をお勧めします

（2）譲受情報の受付登録と提供事業

上記各種業務のお問い合わせ先
　　医業承継に関する相談窓口
　　　TEL：083-922-2510（山口県医師会内、平日 9時～ 17時まで）
　　　FAX：083-922-2527
　　　電子メール：shoukei-y35@yamaguchi.med.or.jp

　各種業務ネット入力の場合は下記QRコードをご利用ください。

（3）令和 8年 1月 29日現在の登録状況
　　　譲渡希望件数　15件、譲受希望件数　5件
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　県医師会では、本会報のコンテンツのさらなる充実を目指して、会員の先生方の
原稿を募集します。
　下記の４つのコーナーのうち、ご興味・ご関心のあるコーナーがございましたら、
ふるってご投稿ください。

募集するコーナーとその内容等

■「ニューフェイス」コーナー
　　対象を「開業 3年以内」又は「病院の新科長」とさせていただきます。
　　現在の状況、心境や医療に対する思い、趣味等

■会員の声
　　主として、医療・医学に関するものを募ります（令和 4年 2月より）。

■若き日（青春時代）の思い出
　　若き日（青春時代）の思い出ばなしなど・・・

■山口県の先端医療は今…
　　自院の先端医療のご紹介

字数制限、原稿の採否等

１．「字数：3,000 字程度、写真：3枚程度」と統一させていただきましたので、
　ご確認いただきますようお願いいたします。

２．原稿の内容につきましては、提出された翌月に開催する広報委員会で検討させ
ていただき、採否につきましては同委員会にご一任ください。場合によっては掲
載をお断りすることがあります※。
※公序良俗に反するもの、特定の個人を誹謗中傷するもの、政治・宗教に関するものは掲
載できません。

詳細に関するお問い合わせ先
　　山口県医師会事務局総務課内　会報編集係
　　　TEL：083-922-2510　　FAX：083-922-2527
　　　E-mail：kaihou@yamaguchi.med.or.jp

原稿を募集しています！！
－県医師会報に投稿してみませんか？－

　県医師会では、本会報のコンテンツのさらなる充実を目指して、会員の先生方の
原稿を募集します。
　下記の４つのコーナーのうち、ご興味・ご関心のあるコーナーがございましたら、
ふるってご投稿ください。

募集するコーナーとその内容等

■「ニューフェイス」コーナー
　　対象を「開業 3年以内」又は「病院の新科長」とさせていただきます。
　　現在の状況、心境や医療に対する思い、趣味等

■会員の声
　　主として、医療・医学に関するものを募ります（令和 4年 2月より）。

■若き日（青春時代）の思い出
　　若き日（青春時代）の思い出ばなしなど・・・

■山口県の先端医療は今…
　　自院の先端医療のご紹介

字数制限、原稿の採否等

１．「字数：3,000 字程度、写真：3枚程度」と統一させていただきましたので、
　ご確認いただきますようお願いいたします。

２．原稿の内容につきましては、提出された翌月に開催する広報委員会で検討させ
ていただき、採否につきましては同委員会にご一任ください。場合によっては掲
載をお断りすることがあります※。
※公序良俗に反するもの、特定の個人を誹謗中傷するもの、政治・宗教に関するものは掲
載できません。

詳細に関するお問い合わせ先
　　山口県医師会事務局総務課内　会報編集係
　　　TEL：083-922-2510　　FAX：083-922-2527
　　　E-mail：kaihou@yamaguchi.med.or.jp
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　令和 8年になり早くも 1か月が過ぎました。広報担当となり足掛け 3年目となりましたが、事

務局に助けられ、なんとか会報原稿を提出しています。

　昨年から委員会、講演会の原稿作成に文字起こしソフトを使用しており重宝しています。iPhone

のアプリから検索されるとすぐにヒットします。以前も一度ご紹介しましたが、使用ソフトは順調

にバージョンアップしており、ユーザー数も伸びていますので、安心して使用しています。ただし

プロンプトインサーションの有無のチェックは最終的には自己責任となりますので、注意深く原稿

を校正しなければいけません。しかしながら AI を使用しており、要約の文字数も自由に設定でき

ますのでバランスのとれた原稿が作成できます。原稿作成にかかる時間も短縮しています。もちろ

んこの編集後記はソフトを使用していません。

　今年もよろしくお願いします。

（理事　中村　　丘）　

編集
後記

謹 弔
次の会員がご逝去なさいました。謹んで哀悼の意を表します。

太　田　敏　郎　  氏　　 下関市医師会　12月 18日　享　年　　93

お詫びと訂正
　本会報令和 8年 1月号「年頭所感」の中（5ページ右段 1行目から 6行目）で、内容の一部が間違っ

ていましたので、お詫び申し上げます。また、内容を下記の様に訂正させていただきます。

　誤認の原因は、スマートフォンで見たニュースには金額の単位が記載されておらず、円で統一さ

れていると思い違いをしたためです。後日、少し疑問に思い、調べなおしましたところ、セルトリ

オンの時価総額の単位はウォンであることが分かりました。

（誤）2002 年に韓国が国家事業として立ち上げたセルトリオンというバイオシミラーを作っている

メーカーはトヨタと同じくらいの資産価値になるまで成長しています（11月 14 日の時価総額は

トヨタ：41.35 兆円、Celltrion:43.92 兆円）。

（正）2002 年に韓国が国家事業として立ち上げたセルトリオンというバイオシミラーを作っている

メーカーの製品はインフリキシマブなどの抗リウマチ薬、ベバシズマブやトラスツズマブなどの抗

がん剤が国内でも沢山使われ、時価総額 4兆円規模の産業に育っています。

（会長　加藤　智栄）
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医学および医療は、病める人の治療はもとより、人びとの健康の
維持増進、さらには治療困難な人を支える医療、苦痛を和らげる
緩和医療をも包含する。医師は責任の重大性を認識し、人類愛を
基にすべての人に奉仕するものである。

1. 医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の
習得に努めるとともに、その進歩・発展に尽くす。

2. 医師は自らの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を
高めるように心掛ける。

3. 医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で
接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように
努める。

4. 医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。

5. 医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に
尽くすとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める。

6. 医師は医業にあたって営利を目的としない。
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